
甲 第 ２ １ 号 議 案 

   岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例（平成２１年市条例第６１号）の一部

を次のように改正する。 

 別表岡山市立市民会館条例（昭和３８年市条例第９号）の項の次に次のように加える。 

岡山城天守閣条例（昭和４１年市条例第４７号） 

   附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 岡山城天守閣条例を本条例の適用の対象に加えるため，本条例の一部を改正しようとす

るものである。 



甲 第 ２ ２ 号 議 案 

   岡山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 

条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 

条例の一部を改正する条例 

 岡山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例（平成

２７年市条例第７２号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２の３の項及び４の項を次のように改める。 

３ 

市長 

児童福祉法による障害児通所給付

費，特例障害児通所給付費，高額

障害児通所給付費，障害児相談支

援給付費若しくは特例障害児相談

支援給付費の支給又は障害福祉サ

ービスの提供に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

障害者関係情報であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

４ 

市長 

児童福祉法による負担能力の認定

又は費用の徴収に関する事務であ

って規則で定めるもの 

児童福祉法による障害児通所支援に関する

情報であって規則で定めるもの 

児童福祉法による母子生活支援施設におけ

る保護の実施に関する情報であって規則で

定めるもの 



地方税法（昭和２５年法律第２２６号）その

他の地方税に関する法律に基づく条例の規

定により算定した税額又はその算定の基礎

となる事項に関する情報（以下「地方税関係

情報」という。）であって規則で定めるもの 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に

よる保護の実施若しくは就労自立給付金の

支給に関する情報（以下「生活保護関係情報」

という。）又は中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第３０号）による支援給付若

しくは配偶者支援金（以下「中国残留邦人等

支援給付等」という。）の支給に関する情報

（以下「中国残留邦人等支援給付等関係情

報」という。）であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

別表第２の１５の項を次のように改める。 

１５ 

市長 

児童扶養手当法（昭和３６年法律

第２３８号）による児童扶養手当

の支給に関する事務であって規則

で定めるもの 

児童福祉法による措置に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定めるもの 

別表第２の１７の項を次のように改める。 

１７ 

市長 

特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律（昭和３９年法律第１３４

号）による特別児童扶養手当の支

給に関する事務であって規則で定

児童福祉法による措置に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

児童福祉法による障害児入所支援に関する

情報であって規則で定めるもの 



めるもの 障害者関係情報であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定めるもの 

別表第２の２０の項を次のように改める。 

２０ 

市長 

児童手当法（昭和４６年法律第７

３号）による児童手当又は特例給

付の支給に関する事務であって規

則で定めるもの 

児童福祉法による措置に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

児童福祉法による障害児入所支援に関する

情報であって規則で定めるもの 

別表第２の２６の項を次のように改める。 

２６ 

市長 

障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）による

自立支援給付の支給又は地域生活

支援事業の実施に関する事務であ

って規則で定めるもの 

障害者関係情報であって規則で定めるもの 

医療保険給付関係情報であって規則で定め

るもの 

外国人生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

別表第２中３０の項を削り，２９の項を３０の項とし，２８の項を２９の項とし，２７

の項の次に次のように加える。 

２８ 

市長 

難病の患者に対する医療等に関す

る法律（平成２６年法律第５０号）

による特定医療費の支給に関する

事務であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

別表第２に次のように加える。 

３１ 

市長 

生活に困窮する外国人に対する生

活保護の措置についてに基づき，

生活保護に準じた取扱いによって

実施されている外国人の保護に関

する事務であって規則で定めるも

の 

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費，

療育の給付若しくは障害児入所給付費の支

給又は児童福祉法による措置に関する情報

であって規則で定めるもの 

障害者関係情報であって規則で定めるもの 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

による入院措置に関する情報であって規則 



で定めるもの 

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援

給付等関係情報であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定めるもの 

公営住宅法による公営住宅の管理に関する

情報であって規則で定めるもの 

医療保険給付関係情報であって規則で定め

るもの 

住宅地区改良法による改良住宅の管理に関

する情報であって規則で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であって規則で定め

るもの 

老人福祉法による福祉の措置に関する情報

であって規則で定めるもの 

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年

法律第１２９号）による資金の貸付け又は給

付金の支給に関する情報であって規則で定

めるもの 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に

よる特別児童扶養手当の支給に関する情報

であって規則で定めるもの 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に

よる障害児福祉手当若しくは特別障害者手

当又は昭和６０年法律第３４号附則第９７

条第１項の福祉手当の支給に関する情報で

あって規則で定めるもの 

母子保健法による養育医療の給付又は養育

医療に要する費用の支給に関する情報であ 



って規則で定めるもの 

児童手当法による児童手当又は特例給付の

支給に関する情報であって規則で定めるも

の 

介護保険給付等関係情報であって規則で定

めるもの 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律による費用の負担又は療養

費の支給に関する情報であって規則で定め

るもの 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律による自立支援給付の

支給に関する情報であって規則で定めるも

の 

難病の患者に対する医療等に関する法律に

よる特定医療費の支給に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

附 則 

 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

難病の患者に対する医療等に関する法律第４０条の規定の施行及び行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第２の主務省令で定める事務及

び情報を定める命令（平成２６年内閣府・総務省令第７号）の一部改正に伴い，個人番号

の利用の範囲を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ２ ３ 号 議 案 

   岡山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （岡山市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 岡山市職員の給与に関する条例（昭和２６年市条例第５号）の一部を次のように

改正する。 

  別表第３の２中「審議監，次長」を「次長，部長」に改める。 

  別表第４中「審議監・次長級」を「部長級」に改める。 

 （岡山市職員等の旅費に関する条例の一部改正） 

第２条 岡山市職員等の旅費に関する条例（昭和３６年市条例第９号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第２局長級及び審議監・次長級の職務にある者の項中「審議監・次長級」を「部

長級」に改める。 

 （岡山市消防団員の定員，給与，服務等に関する条例の一部改正） 

第３条 岡山市消防団員の定員，給与，服務等に関する条例（昭和３９年市条例第５４

号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１岡山市職員等の旅費に関する条例の規定に基づき審議監・次長級以下の職務

にある者が支給を受ける額に相当する額の項中「審議監・次長級」を「部長級」に改め

る。 

   附 則 



この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 部長制の導入に伴い，所要の措置を講ずるため，関係条例の一部を改正しようとするも

のである。 



甲 第 ２ ４ 号 議 案 

   岡山市庁舎整備基金条例の制定について 

 岡山市庁舎整備基金条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市庁舎整備基金条例 

 （設置の目的） 

第１条 庁舎整備事業の財源に充てるため，岡山市庁舎整備基金（以下「基金」とい

う。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は，一般会計歳入歳出予算で定める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は，金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，基金に属する現金は，必要に応じ，最も確実かつ有利な有

価証券に代えることができる。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は，毎会計年度の当該歳入歳出予算に計上して，この

基金に編入するものとする。 

 （処分） 

第５条 基金は，第１条に規定する事業を達成するために要する経費の財源に充てる場合

に限り，処分することができる。 

 （繰替運用） 

第６条 市長は，財政上必要があると認めるときは，確実な繰戻しの方法，期間及び利率



を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか，基金の管理及び処分に関し必要な事項は，市長が

別に定める。 

   附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

  庁舎を整備するに当たり，当該整備事業の財源とする岡山市庁舎整備基金を設置するた

め，本条例を制定しようとするものである。 



甲 第 ２ ５ 号 議 案 

   財産区に属する基金に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 財産区に属する基金に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   財産区に属する基金に関する条例の一部を改正する条例 

 財産区に属する基金に関する条例（昭和４６年市条例第１３０号）の一部を次のように

改正する。 

 別表に次のように加える。 

岡山市幸地崎財産区 岡山市幸地崎財産区管理費積立基金 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 岡山市幸地崎財産区に基金を設けるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ２ ６ 号 議 案 

   岡山市区役所支所及び地域センター設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 岡山市区役所支所及び地域センター設置条例の一部を改正する条例を次のように制定す

るものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市区役所支所及び地域センター設置条例の一部を改正する条例 

 岡山市区役所支所及び地域センター設置条例（平成２０年市条例第６７号）の一部を次

のように改正する。 

 別表南区役所福田地域センターの項中「岡山市南区古新田１０８９番地」を「岡山市南

区古新田１１８６番地」に改める。 

   附 則 

この条例は，平成３０年５月１４日から施行する。 

 

 

提案理由 

 南区役所福田地域センターを移転するため，本条例の一部を改正しようとするものであ

る。 



甲 第 ２ ７ 号 議 案 

   岡山市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市特別会計条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市特別会計条例の一部を改正する条例 

 岡山市特別会計条例（昭和３９年市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 本則中第３号を削り，第４号を第３号とし，第５号から第１４号までを１号ずつ繰り上

げる。 

   附 則 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

２ 改正前の第３号に規定する住宅新築資金等貸付事業費特別会計は，平成３０年５月３

１日まで当該特別会計の出納整理に必要な限度において，なお存続するものとする。 

 

 

提案理由 

住宅新築資金，住宅改修資金及び宅地取得資金貸付事業を一般会計に統合することに伴

い，住宅新築資金等貸付事業費特別会計を廃止するため，本条例の一部を改正しようとす

るものである。 

 

 

 

 



甲 第 ２ ８ 号 議 案 

   岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区推進条例の一部を改正する条 

   例の制定について 

 岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区推進条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区推進条例の一部を改正する条 

   例 

 岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区推進条例（平成２５年市条例第５０号）

の一部を次のように改正する。 

 附則第２項中「平成３０年３月３１日」を「平成３５年３月３１日」に改める。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区に係る取組を平成３４年度まで延長する

ことに伴い，本条例の有効期限を延長するため，本条例の一部を改正しようとするもので

ある。 



甲 第 ２ ９ 号 議 案 

      地方独立行政法人岡山市立総合医療センター評価委員会条例の一部を改正す 

る条例の制定について 

  地方独立行政法人岡山市立総合医療センター評価委員会条例の一部を改正する条例を次

のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第    号 

地方独立行政法人岡山市立総合医療センター評価委員会条例の一部を改正す 

る条例 

地方独立行政法人岡山市立総合医療センター評価委員会条例（平成２５年市条例第１０

号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「）第１１条第３項」を「。以下「法」という。）第１１条第４項」に改める。 

第６条を第７条とし，第２条から第５条までを１条ずつ繰り下げ，第１条の次に次の１

条を加える。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は，法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか，次に掲

げる事項を処理する。 

 (1) 法第２６条第１項の中期計画の認可に関して市長に意見を述べること。 

 (2) 法第２８条第１項各号に掲げる事業年度の終了後における当該各号に定める事項

（同項第２号に定める中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における 

業務の実績を除く。）の評価に関して市長に意見を述べること。 

附 則 

  この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 



 

提案理由 

地方独立行政法人法の一部改正に伴い，地方独立行政法人岡山市立総合医療センター評

価委員会の処理する事項を定めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ０ 号 議 案 

岡山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

岡山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するも

のとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

岡山市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年市条例第４１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第４条第１項第１号中「維持していた遺族」の次に「（兄弟姉妹を除く。以下この項に

おいて同じ。）」を加え，同項に次の１号を加える。 

(3) 死亡者に係る配偶者，子，父母，孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であつて

兄弟姉妹がいるときは，その兄弟姉妹（死亡した者の死亡当時その者と同居し，又は

生計を同じくしていた者に限る。）に対して，災害弔慰金を支給するものとする。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

災害弔慰金を支給する遺族の順位を改めるため，本条例の一部を改正しようとするもの

である。 



甲 第 ３ １ 号 議 案 

   岡山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について 

 岡山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改   

正する条例 

 岡山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条例第

７６号）の一部を次のように改正する。 

 第１４条第６項中「又は病院」を「，介護医療院（同条第２９項に規定する介護医療院

をいう。第１２項において同じ。）又は病院」に改め，同条第１２項中第３号を第４号と

し，第２号を第３号とし，第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 介護医療院 栄養士又は調理員，事務員その他の従業者 

第１８条中第６項を第７項とし，第５項の次に次の１項を加える。 

６ 養護老人ホームは，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，支援員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 支援員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

すること。 

   附 則 



この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和４１年厚生省令第１９号）の一部改

正に伴い，養護老人ホームにおける身体的拘束等の適正化のための措置を講ずる義務を定

める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ２ 号 議 案 

   岡山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

   を改正する条例の制定について 

 岡山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する 

条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

   を改正する条例 

 岡山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条

例第７７号）の一部を次のように改正する。 

 第６条ただし書を次のように改める。 

  ただし，特別養護老人ホーム（ユニット型特別養護老人ホーム（第３３条に規定する

ユニット型特別養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。）を除く。以下この

条において同じ。）にユニット型特別養護老人ホームを併設する場合の特別養護老人ホ

ーム及びユニット型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員（第４１条第２項（第

５３条において準用する場合を含む。）の規定に基づき配置される看護職員に限る。以

下この条において同じ。），特別養護老人ホームにユニット型地域密着型特別養護老人

ホーム（第５０条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下こ

の条において同じ。）を併設する場合の特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型

特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員，地域密着型特別養護老人ホーム（第１３

条第７項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい，ユニット型地域密着型特別

養護老人ホームを除く。以下この条において同じ。）にユニット型特別養護老人ホーム

を併設する場合の地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型特別養護老人ホームの



介護職員及び看護職員又は地域密着型特別養護老人ホームにユニット型地域密着型特別

養護老人ホームを併設する場合の地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密

着型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員を除き，入所者の処遇に支障がない場

合は，この限りでない。 

 第７条中第１２号を第１３号とし，第７号から第１１号までを１号ずつ繰り下げ，第６

号の次に次の１号を加える。 

 (7) 緊急時等における対応方法 

 第１３条第７項中「介護老人保健施設をいう。以下同じ。）」の次に「若しくは介護医

療院（同条第２９項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。）」を加える。 

 第１６条第７項中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加え，同項を

同条第８項とし，同条中第６項を第７項とし，第５項の次に次の１項を加える。 

６ 特別養護老人ホームは，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

 第２３条の次に次の１条を加える。 

 （緊急時等の対応） 

第２３条の２ 特別養護老人ホームは，現に処遇を行っているときに入所者の病状の急変

が生じた場合その他必要な場合のため，あらかじめ，第１３条第１項第２号に掲げる医

師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。 

 第３５条中第１３号を第１４号とし，第８号から第１２号までを１号ずつ繰り下げ，第

７号の次に次の１号を加える。 

 (8) 緊急時等における対応方法 

 第３７条中第８項を第９項とし，第７項の次に次の１項を加える。 

８ ユニット型特別養護老人ホームは，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措



置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

 第４６条第９項中第４号を第５号とし，第３号を第４号とし，第２号の次に次の１号を

加える。 

 (3) 介護医療院 栄養士又は調理員，事務員その他の従業者 

 附則第５条から第７条までの規定中「平成３０年３月３１日」を「平成３６年３月３１

日」に改める。 

   附 則 

 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４６号）の一

部改正に伴い，特別養護老人ホームにおける身体的拘束等の適正化のための措置を講ずる

義務を定める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ３ 号 議 案 

岡山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改 

正する条例の制定について 

岡山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

を次のように制定するものとする。 

平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改 

正する条例 

岡山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条例第

７８号）の一部を次のように改正する。 

第１３条第１２項中「又は診療所」を「若しくは介護医療院（同条第２９項の介護医療

院をいう。以下この項において同じ。）又は診療所」に改め，同項第１号中「介護老人保

健施設」の次に「又は介護医療院」を加える。 

第１９条に次の１項を加える。 

５ 軽費老人ホームは，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

   附 則 

 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 



 

 

提案理由 

 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成２０年厚生労働省令第１０７号）の

一部改正に伴い，軽費老人ホームにおける身体的拘束等の適正化のための措置を講ずる義

務を定める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 

 



甲 第 ３ ４ 号 議 案 

   岡山市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市介護保険条例の一部を改正する条例 

 岡山市介護保険条例（平成１２年市条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「平成２７年度から平成２９年度」を「平成３０年度から平成３２年 

度」に改め，同項第６号アを次のように改める。 

  ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３

号に規定する合計所得金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条

の４第１項若しくは第２項，第３４条第１項，第３４条の２第１項，第３４条の３

第１項，第３５条第１項，第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適用がある場

合にあっては，当該合計所得金額から令第３８条第４項に規定する特別控除額を控

除して得た額）をいう。以下同じ。）が１２５万円未満であり，かつ，前各号のい

ずれにも該当しないもの 

第６条第２項中「平成２７年度から平成２９年度」を「平成３０年度から平成３２年 

度」に改める。 

 第９条第１項中「及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３

号に規定する合計所得金額（以下この項において「保険料算定基礎」という。）」を「又

は合計所得金額」に，「保険料算定基礎を当該保険料の賦課期日の属する年度分の保険料

算定基礎とみなして第６条各号の区分により決定した保険料率の」を「市区町村民税の課

税非課税の別又は合計所得金額を算定の基礎として第６条の規定の例により算定した」に，

「を，それぞれの納期に係る保険料として」を「とし，当該額をそれぞれの納期に」に改



める。 

 第１９条中「第１号被保険者」を「被保険者」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の岡山市介護保険条例の規定は，平成３０年度分の介護保険料から適用し，平

成２９年度分までの介護保険料については，なお従前の例による。 

３ 平成３０年度分の介護保険料に係る改正後の第９条第１項の規定の適用については，

「合計所得金額を」とあるのは，「合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号

に規定する合計所得金額をいう。）を」とする。 

 

 

提案理由 

 平成３０年度分から平成３２年度分までの保険料率を定める等のため，本条例の一部を

改正しようとするものである。 

 



甲 第 ３ ５ 号 議 案 

岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を

次のように制定するものとする。 

平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大 森 雅 夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正 

する条例 

岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条例第９

６号）の一部を次のように改正する。 

第６９条第４項中「看護師」を「看護職員（保健師，助産師，看護師又は准看護師をい

う。以下この条及び第８３条において同じ。）」に改め，同条第８項及び第１２項中「看

護師」を「看護職員」に改める。 

第８３条第７項及び第９項中「看護師」を「看護職員」に改める。 

附 則 

 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）の一部改正

に伴い，福祉型障害児入所施設及び福祉型児童発達支援センターの職員の配置の基準を改

めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ６ 号 議 案 

岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める 

条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める 

条例の一部を改正する条例 

岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２４年市条例第７９号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第５節 基準該当通所支援に関する基準（第５５条―第６０条の２）」を 

「第５節 共生型障害児通所支援に関する基準（第５４条の２―第５４条の５） 

第６節 基準該当通所支援に関する基準（第５５条―第６０条の２）    」 
 

「 第５節 基準該当通所支援に関する基準（第７８条―第８０条） 

第５章 保育所等訪問支援                  」 
を 

「 第５節  

  第６節  

 第５章 居 

  第１節  

  第２節  

  第３節  

  第４節  

 第６章 保 

共生型障害児通所支援に関する基準（第７７条の２） 

基準該当通所支援に関する基準（第７８条―第８０条） 

 

 

に， 



宅訪問型児童発達支援 

基本方針（第８０条の２） 

人員に関する基準（第８０条の３・第８０条の４） 

設備に関する基準（第８０条の５） 

運営に関する基準（第８０条の６―第８０条の９） 

育所等訪問支援                  」 

 

に，「第６章」を「第７章」 

に改める。 

第１条中「第２１条の５の４第１項第２号」の次に「，第２１条の５の１７第１項第１

号及び第２号」を加え，「第２１条の５の１８第１項及び第２項」を「第２１条の５の１

９第１項及び第２項」に，「指定通所支援及び」を「指定通所支援，共生型通所支援及 

び」に，「第２１条の５の１５第２項第１号」を「第２１条の５の１５第３項第１号」に

改める。 

第２条第１号中「第６条の２の２第８項」を「第６条の２の２第９項」に改め，同条第

５号中「第２１条の５の２８第１項」を「第２１条の５の２９第１項」に改め，同条第１

０号中「第２１条の５の２８第３項」を「第２１条の５の２９第３項」に改め，同条中第

１３号を第１４号とし，同条第１２号中「放課後等デイサービスの事業」の次に「，第８

０条の２に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業」を加え，同号を同条第１３号と

し，同条中第１１号を第１２号とし，第１０号の次に次の１号を加える。 

 (11) 共生型通所支援 法第２１条の５の１７第１項の申請に係る法第２１条の５の３

第１項の指定を受けた者による指定通所支援をいう。 

第３条第５項中「第２０条，第４９条及び第７２条において」を「以下」に改める。 

第５条第１項第１号中「指導員又は保育士 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を

行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる指導員又は保育士」を「児

童指導員（岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市

条例第９６号。以下「児童福祉施設最低基準条例」という。）第２９条第６項に規定する

児童指導員をいう。以下同じ。），保育士又は学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の

規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者，同法第９０条第２項の規定によ

り大学への入学を認められた者，通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常



の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）若しくは文部科

学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって，２年以上障害福祉サービ

スに係る業務に従事したもの（以下「障害福祉サービス経験者」という。） 指定児童発

達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当

たる児童指導員，保育士又は障害福祉サービス経験者」に改め，同項第２号中「岡山市児

童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条例第９６号。以下

「児童福祉施設最低基準条例」という。）」を「児童福祉施設最低基準条例」に改め，同

条第２項中「指導員又は保育士」を「児童指導員，保育士又は障害福祉サービス経験者」

に改め，同条第３項に次のただし書を加える。 

ただし，指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営む

のに必要な機能訓練を行わない時間帯については，第４号の機能訓練担当職員を置かな

いことができる。 

第５条第３項第２号中「看護師」を「看護職員（保健師，助産師，看護師又は准看護師

をいう。以下同じ。）」に改め，同項第３号中「（児童福祉施設最低基準条例第２９条第

６項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。）」を削り，同条第５項中「指導員又は保

育士」を「児童指導員，保育士又は障害福祉サービス経験者」に改め，同条中第６項を第

７項とし，第５項の次に次の１項を加える。 

６ 第１項第１号の児童指導員，保育士及び障害福祉サービス経験者の半数以上は，児童

指導員又は保育士でなければならない。 

第６条第４項第１号中「看護師」を「看護職員」に改める。 

第２６条に次の２項を加える。 

４ 指定児童発達支援事業者は，前項の規定により，その提供する指定児童発達支援の質

の評価及び改善を行うに当たっては，次に掲げる事項について，自ら評価を行うととも

に，当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて，その

改善を図らなければならない。 

(1) 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向，障害児の適

性，障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況 

(2) 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況 



(3) 指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況 

(4) 関係機関及び地域との連携，交流等の取組の状況 

(5) 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報

の提供，助言その他の援助の実施状況 

(6) 緊急時等における対応方法及び非常災害対策 

(7) 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況 

５ 指定児童発達支援事業者は，おおむね１年に１回以上，前項の評価及び改善の内容を

インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 

第４８条第１項中「行うよう努めなければならない」を「行わなければならない」に改

める。 

第４９条第１項中「第５条第１６項」を「第５条第１８項」に改める。 

第５０条第３項中「第２１条の５の２１第１項」を「第２１条の５の２２第１項」に改

める。 

第５１条第２項中「（昭和２２年法律第２６号）」を削る。 

第５５条第１項第１号中「指導員又は保育士」を「児童指導員，保育士又は障害福祉サ

ービス経験者」に改め，同条に次の１項を加える。 

３ 第１項第１号の児童指導員，保育士及び障害福祉サービス経験者の半数以上は，児童

指導員又は保育士でなければならない。 

第５８条中「前節」を「第４節」に，「第２章第５節」を「第２章第６節」に改める。 

第５９条中「（指定障害福祉サービス基準条例第８０条第１項に規定する指定生活介護

事業者をいう。）」，「（指定障害福祉サービス基準条例第７９条に規定する指定生活介

護をいう。以下同じ。）」及び「（指定障害福祉サービス基準条例第８０条第１項に規定

する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。）」を削る。 

第６０条中各号列記以外の部分を次のように改める。 

次に掲げる要件を満たした指定通所介護事業者等が地域において児童発達支援が提供

されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所

介護等を提供する場合には，当該指定通所介護等を基準該当児童発達支援と，当該指定

通所介護等を行う指定通所介護事業所等を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この



場合において，この節（第５８条（第２３条第２項，第３項，第５項及び第６項の規定

を準用する部分に限る。）を除く。）の規定は，当該指定通所介護事業所等については

適用しない。 

第６０条第１号中「（指定居宅サービス等基準条例第１０４条第２項第１号又は指定地

域密着型サービス基準条例第６１条の５第２項第１号に規定する食堂及び機能訓練室をい

う。）」を削る。 

第６０条の２中各号列記以外の部分を次のように改める。 

次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童

発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に

対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービス（指定地域密着型介護予防サ

ービス基準条例第４５条第１項に規定する通いサービスを除く。以下この条において同

じ。）を提供する場合には，当該通いサービスを基準該当児童発達支援と，当該通いサ

ービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等（指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所を除く。以下この条において同じ。）を基準該当児童発達支援事業所とみな

す。この場合において，この節（第５８条（第２３条第２項，第３項，第５項及び第６

項の規定を準用する部分に限る。）を除く。）の規定は，当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所等については適用しない。 

第６０条の２第１号中「（指定地域密着型サービス基準条例第８４条第７項に規定する

サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）」を「又はサテラ

イト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め，同条第２号中「サテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所」の次に「又はサテライト型指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所」を加える。  

第２章中第５節を第６節とし，第４節の次に次の１節を加える。 

第５節 共生型障害児通所支援に関する基準 

（共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準） 

第５４条の２ 児童発達支援に係る共生型通所支援（以下「共生型児童発達支援」とい

う。）の事業を行う指定生活介護事業者（指定障害福祉サービス基準条例第８０条第１

項に規定する指定生活介護事業者をいう。第５９条において同じ。）が当該事業に関し



て満たすべき基準は，次のとおりとする。 

(1) 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス基準条例第８０条第１項に規定する指

定生活介護事業所をいう。以下同じ。）の従業者の員数が，当該指定生活介護事業所

が提供する指定生活介護（指定障害福祉サービス基準条例第７９条に規定する指定生

活介護をいう。以下同じ。）の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び共生型児

童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護

事業所として必要とされる数以上であること。 

(2) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため，障害

児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準） 

第５４条の３ 共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者（岡山市指定居宅サ

ービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例

第８５号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。）第１０２条第１項に規定す

る指定通所介護事業者をいう。）又は指定地域密着型通所介護事業者（岡山市指定地域

密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年

市条例第８６号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）第６１条の３第

１項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。）（第６０条において「指定通

所介護事業者等」という。）が当該事業に関して満たすべき基準は，次のとおりとする。 

(1) 指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第１０２条第１項に規定する指

定通所介護事業所をいう。）又は指定地域密着型通所介護事業所（指定地域密着型サ

ービス基準条例第６１条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をい

う。）（以下「指定通所介護事業所等」という。）の食堂及び機能訓練室（指定居宅

サービス等基準条例第１０４条第２項第１号又は指定地域密着型サービス基準条例第

６１条の５第２項第１号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。第６０条第１号にお

いて同じ。）の面積を，指定通所介護（指定居宅サービス等基準条例第１０１条に規

定する指定通所介護をいう。）又は指定地域密着型通所介護（指定地域密着型サービ

ス基準条例第６１条の２に規定する指定地域密着型通所介護をいう。）（以下「指定

通所介護等」という。）の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合



計数で除して得た面積が３平方メートル以上であること。 

(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が，当該指定通所介護事業所等が提供する指

定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型児童発達支援を

受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等とし

て必要とされる数以上であること。 

(3) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため，障害

児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準） 

第５４条の４ 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者（指

定地域密着型サービス基準条例第８４条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護

事業者をいう。），指定看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス

基準条例第１９３条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をい 

う。）（第６０条の２において「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。）又

は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者（岡山市指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第９１号。

以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。）第４５条第１項に規定す

る指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）が当該事業に関して満たすべ

き基準は，次のとおりとする。 

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第８４条第

１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。），指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第１９３条第１項に規定する

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又は指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条第１項に規定す

る指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第６０条の２において同 

じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）の登録定員（当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者（指定地域密着型サービス基準条例第

８４条第１項若しくは第１９３条第１項又は指定地域密着型介護予防サービス基準条



例第４５条第１項に規定する登録者をいう。）の数と共生型生活介護（指定障害福祉

サービス基準条例第９５条の２に規定する共生型生活介護をいう。），共生型自立訓

練（機能訓練）（指定障害福祉サービス基準条例第１５０条の２に規定する共生型自

立訓練（機能訓練）をいう。）若しくは共生型自立訓練（生活訓練）（指定障害福祉

サービス基準条例第１６０条の２に規定する共生型自立訓練（生活訓練）をいう。）

又は共生型児童発達支援若しくは共生型放課後等デイサービス（第７７条の２に規定

する共生型放課後等デイサービスをいう。）（以下「共生型通いサービス」とい 

う。）を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障

害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。）を２９人

（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条

例第８４条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。

第６０条の２において同じ。），サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所（指定地域密着型サービス基準条例第１９３条第８項に規定するサテライト型指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第６０条の２において同じ。）又はサテ

ライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サー

ビス基準条例第４５条第７項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所をいう。）（以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所 

等」という。）にあっては，１８人）以下とすること。 

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護（指

定地域密着型サービス基準条例第８３条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をい

う。），指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第１９

２条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。）（第６０条の２において

「指定小規模多機能型居宅介護等」という。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅

介護（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条に規定す る指定介護予防小

規模多機能型居宅介護をいう。）のうち通いサービス（指定地域密着型サービス基準

条例第８４条第１項若しくは第１９３条第１項又は指定地域密着型介護予防サービス

基準条例第４５条第１項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。）の利用定員

（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通



いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限をいう。）を

登録定員の２分の１から１５人（登録定員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅

介護事業所等にあっては，登録定員に応じて，次の表に定める利用定員，サテライト

型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては，１２人）までの範囲内とするこ

と。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂（指定地域密着型サービス基

準条例第８８条第２項第１号若しくは第１９７条第２項第１号又は指定地域密着型介

護予防サービス基準条例第４９条第２項第１号に規定する居間及び食堂をいう。）は，

機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が，当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並び

に共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合にお

ける指定地域密着型サービス基準条例第８４条若しくは第１９３条又は指定地域密着

型介護予防サービス基準条例第４５条に規定する基準を満たしていること。 

(5) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため，障害

児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第５４条の５ 第４条，第７条，第８条及び前節（第１１条を除く。）の規定は，共生型

児童発達支援の事業について準用する。 

第６２条第１項第４号中「看護師」を「看護職員」に改める。 

第６９条の次に次の１条を加える。 

（情報の提供等） 

第６９条の２ 指定医療型児童発達支援事業者は，指定医療型児童発達支援を利用しよう

とする障害児が，これを適切かつ円滑に利用できるように，当該指定医療型児童発達支



援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ 指定医療型児童発達支援事業者は，当該指定医療型児童発達支援事業者について広告

をする場合において，その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

第７０条中「第２６条から」を「第２６条（第４項及び第５項を除く。）から」に改め，

「，第４８条第１項」を削り，「第２７条中」を「同条第１項及び第２７条中」に改める。 

第７２条第１項第１号中「学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒

業した者，同法第９０条第２項の規定により大学への入学を認められた者，通常の課程に

よる１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教

育を修了した者を含む。）若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定

した者であって，２年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの（以下「障害福祉

サービス経験者」という。）」を「障害福祉サービス経験者」に改め，同条第３項に次の

ただし書きを加える。 

ただし，指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生

活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については，第４号の機能訓練担当職員

を置かないことができる。 

第７２条第３項第２号中「看護師」を「看護職員」に改める。 

第７６条の２を削る。 

第７７条中「第４７条，第４９条，第５０条」を「第４７条から第５０条まで」に，

「第２７条中」を「「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と，

第２７条中」に改める。 

第８０条中「第４７条，第４９条，第５０条」を「第４７条から第５０条まで」に， 

「，第７６条（第１項を除く。）及び第７６条の２」を「及び第７６条（第１項を除

く。）」に改める。 

第４章中第５節を第６節とし，第４節の次に次の１節を加える。 

    第５節 共生型障害児通所支援に関する基準 

（準用） 

第７７条の２ 第７条，第８条，第１２条から第２２条まで，第２４条から第３０条まで，

第３２条，第３４条から第４５条まで，第４７条から第５０条まで，第５１条第 1 項，



第５２条から第５４条の４まで，第７１条及び第７６条の規定は，共生型放課後等デイ

サービス（放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。）の事業について準用

する。 

第８９条第１項中「第７２条第１項，第２項及び第４項」の次に「，第８０条の３第１

項」を加え，「第８２条第１項中」を「第８０条の３第１項中「事業所（以下「指定居宅

訪問型児童発達支援事業所」という。）」とあるのは「多機能型事業所」と，第８２条第

１項中」に改める。 

第６章を第７章とする。 

第８４条から第８７条までを次のように改める。 

（準用） 

第８４条 第８０条の５の規定は，指定保育所等訪問支援の事業について準用する。 

第８５条から第８７条まで 削除 

第８８条中「第２４条」を「第２４条，第２５条，第２６条（第４項及び第５項を除

く。），第２７条」に，「から第５０条まで，第５１条第１項及び第５２条から第５４ 

条」を「，第４９条，第５０条，第５１条第１項，第５２条から第５４条まで，第６９条

の２及び第８０条の６から第８０条の８」に，「第８７条」を「第８８条において準用す

る第８０条の８」に，「「第８６条」と，第２５条中「第２３条第２項」とあるのは「第

８６条第２項」と，第２６条」を「「第８８条において準用する第８０条の７」と，第２

５条第２項中「第２３条第２項」とあるのは「第８８条において準用する第８０条の７ 

第２項」と，第２６条第１項」に，「第２７条中」を「同項及び第２７条中」に改める。 

第５章を第６章とし，第４章の次に次の１章を加える。 

第５章 居宅訪問型児童発達支援 

第１節 基本方針 

第８０条の２ 居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定居宅訪問型児童

発達支援」という。）の事業は，障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を

習得し，並びに生活能力の向上を図ることができるよう，当該障害児の身体及び精神の

状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければ

ならない。 



第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第８０条の３ 指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う者（以下「指定居宅訪問型児童

発達支援事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定居宅訪問型児童発達

支援事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(1) 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数 

(2) 児童発達支援管理責任者 １以上 

２ 前項第１号に掲げる訪問支援員は，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，看護職員

若しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理指導担当職員（学校教育法

の規定による大学の学部で，心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修め

て卒業した者であって，個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上

の能力を有すると認められる者をいう。）として配置された日以後，障害児について，

入浴，排せつ，食事その他の介護を行い，及び当該障害児の介護を行う者に対して介護

に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導，知識技能の付与，

生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援（以下「訓練等」という。）を行い，

及び当該障害児の訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓

練又は職業教育に係る業務に３年以上従事した者でなければならない。 

３ 第１項第２号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち１人以上は，専ら当該指定居宅

訪問型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。 

（準用） 

第８０条の４ 第７条の規定は，指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。

この場合において，同条中「ただし，」とあるのは，「ただし，第８０条の３第１項第

１号に掲げる訪問支援員及び同項第２号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ね

る場合を除き，」と読み替えるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第８０条の５ 指定居宅訪問型児童発達支援事業所には，事業の運営を行うために必要な

広さを有する専用の区画を設けるほか，指定居宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設



備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に規定する設備及び備品等は，専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援の事業の用

に供するものでなければならない。ただし，障害児の支援に支障がない場合は，この限

りでない。 

第４節 運営に関する基準 

（身分を証する書類の携行） 

第８０条の６ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は，従業者に身分を証する書類を携行

させ，初回訪問時及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族から求

められたときは，これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（通所利用者負担額の受領） 

第８０条の７ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は，指定居宅訪問型児童発達支援を提

供した際は，通所給付決定保護者から当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る通所利用

者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は，法定代理受領を行わない指定居宅訪問型児童

発達支援を提供した際は，通所給付決定保護者から，当該指定居宅訪問型児童発達支援

に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，通所給付決

定保護者の選定により通常の事業の実施地域（当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所

が通常時に指定居宅訪問型児童発達支援を提供する地域をいう。次条第５号において同

じ。）以外の地域において指定居宅訪問型児童発達支援を提供する場合は，それに要し

た交通費の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。 

４ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は，前３項の費用の額の支払を受けた場合は，当

該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなけれ

ばならない。 

５ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は，第３項の交通費については，あらかじめ，通

所給付決定保護者に対し，その額について説明を行い，通所給付決定保護者の同意を得

なければならない。 

（運営規程） 



第８０条の８ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は，指定居宅訪問型児童発達支援事業

所ごとに，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかな

ければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定居宅訪問型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の

種類及びその額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) サービスの利用に当たっての留意事項 

(7) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(8) 身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) 苦情解決体制の整備 

(11) その他運営に関する重要事項 

（準用） 

第８０条の９ 第１２条から第２２条まで，第２４条，第２５条，第２６条（第４項及び

第５項を除く。），第２７条から第３０条まで，第３２条，第３４条から第３６条まで，

第３８条，第４１条から第４５条まで，第４７条，第４９条，第５０条，第５１条第１

項，第５２条から第５４条まで及び第６９条の２の規定は，指定居宅訪問型児童発達支

援の事業について準用する。この場合において，第１２条第１項中「第３７条」とある

のは「第８０条の８」と，第１６条中「いう。第３７条第６号及び第５１条第２項にお

いて同じ。」とあるのは「いう。」と，第２２条第２項中「次条」とあるのは「第８０

条の７」と，第２５条第２項中「第２３条第２項」とあるのは「第８０条の７第２項」

と，第２６条第１項，第２７条及び第５４条第２項第２号中「児童発達支援計画」とあ

るのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と読み替えるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 



１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に指定を受けている改正前の第５条（第３項を除く。）に規定

する指定児童発達支援事業者については，改正後の第５条（第３項を除く。）の規定に

かかわらず，平成３１年３月３１日までの間は，なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に改正前の第５５条に規定する基準該当児童発達支援に関する

基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者については，改正後の第５５条の規定

にかかわらず，平成３１年３月３１日までの間は，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準（平成２

４年厚生労働省令第１５号）の一部改正に伴い，共生型障害児通所支援に関する基準を定

める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 

 



甲 第 ３ ７ 号 議 案 

岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める 

条例の一部を改正する条例 

岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２４年市条例第８０号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第２号中「看護師」を「看護職員（保健師，助産師，看護師又は准看護師

をいう。）」に改め，同条第４項を削る。 

第５条第６項を削る。 

第４６条第１項中「第５条第１６項」を「第５条第１８項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に指定を受けているこの条例による改正前の第４条第４項及び

第５条第６項に規定する指定福祉型障害児入所施設については，改正後の第４条及び第

５条の規定にかかわらず，平成３３年３月３１日までの間は，なお従前の例による。 

 

 



提案理由 

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準（平成２

４年厚生労働省令第１６号）の一部改正に伴い，指定福祉型障害児入所施設に置くべき従

業者の基準を改める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 

 



甲 第 ３ ８ 号 議 案 

岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等

を定める条例等の一部を改正する条例の制定について 

岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条

例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等 

を定める条例等の一部を改正する条例 

（岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部改正） 

第１条 岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成２４年市条例第８１号）の一部を次のように改正する。 

     「第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第４５条－第４９条）」 

「第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第４４条の２－第４４条の４） 

第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第４５条－第４９条）   」 

に，「第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第９６条－第９８条）」を 

「第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第９５条の２－第９５条の５） 

第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第９６条－第９８条）   」 

「第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１１１条・第１１２条）」を

「第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第１１０条の２－第１１０条の４） 

第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１１１条・第１１２条）   」 

に，「第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１５１条－第１５２条）」

「第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第１５０条の２－第１５０条の 

に， 

目次中 

を 



を     ４）                                

第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１５１条－第１５２条） 」

に，「第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１６１条－第１６２条）」  

こ「第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第１６０条の２－第１６０条の 

を     ４）                              に， 

第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１６１条－第１６２条） 」 

に，「第１６９条」を「第１６８条の２」に，「第１３章 共同生活援助」を 

「第１３章 就労定着支援 

第１節 基本方針（第１９６条の２） 

第２節 人員に関する基準（第１９６条の３・第１９６条の４） 

第３節 設備に関する基準（第１９６条の５） 

第４節 運営に関する基準（第１９６条の６－第１９６条の１２） 

第１４章 自立生活援助                      に， 

第１節 基本方針（第１９６条の１３） 

第２節 人員に関する基準（第１９６条の１４・第１９６条の１５） 

第３節 設備に関する基準（第１９６条の１６） 

第４節 運営に関する基準（第１９６条の１７－第１９６条の２０） 

第１５章 共同生活援助                     」 

「第５節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員，設 

備及び運営に関する基準                     」 

「第５節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員，設 

備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第２０３条の２・第２０３条の３） 

第２款 人員に関する基準（第２０３条の４・第２０３条の５） 

第３款 設備に関する基準（第２０３条の６） 

第４款 運営に関する基準（第２０３条の７－第２０３条の１１） 

第６節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員，設 

備及び運営に関する基準                     」 

を 

に， 



「第２０３条の２・第２０３条の３」を「第２０３条の１２・第２０３条の１３」に，

「第２０３条の４・第２０３条の５」を「第２０３条の１４・第２０３条の１５」に，

「第２０３条の６」を「第２０３条の１６」に，「第２０３条の７－第２０３条の１

２」を「第２０３条の１７－第２０３条の２２」に， 

「第１４章 多機能型に関する特例（第２０４条・第２０５条） 

第１５章 削除                     」 

能型に関する特例（第２０４条・第２０５条）」に，「第１６章」を「第１７章」に改

める。 

第１条中「第３０条第１項第２号」の次に「，第４１条の２第１項」を加え，「指定

障害福祉サービス及び」を「指定障害福祉サービス，共生型障害福祉サービス及び」に

改める。 

第２条第３号中「第５条第２１項」を「第５条第２３項」に改め，同条中第１７号を

第１８号とし，同条第１６号中「指定放課後等デイサービスの事業」の次に「，指定通

所支援基準条例第８０条の２に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業」を加え，

同号を同条第１７号とし，同条中第１５号を第１６号とし，第１４号の次に次の１号を

加える。 

(15) 共生型障害福祉サービス 法第４１条の２第１項の申請に係る法第２９条第１

項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。 

第３条第３項中「第１３章」を「第１５章」に改める。 

第５条第１項中「第２０３条の２」を「第２０３条の１２」に，「第２０３条の１０

第２項」を「第２０３条の２０第２項」に改める。 

第４９条中「前節」を「第４節」に改める。 

第２章中第５節を第６節とし，第４節の次に次の１節を加える。 

   第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準 

（共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準） 

第４４条の２ 居宅介護に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型居宅介護」とい

う。）の事業を行う指定訪問介護事業者（岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，

設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第８５号。以下「指定

を「第１６章 多機 



居宅サービス等基準条例」という。）第５条第１項に規定する指定訪問介護事業者を

いう。以下同じ。）が当該事業に関して満たすべき基準は，次のとおりとする。 

(1) 指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第５条第１項に規定する指定

訪問介護事業所をいう。以下同じ。）の従業者の員数が，当該指定訪問介護事業所

が提供する指定訪問介護（指定居宅サービス等基準条例第４条に規定する指定訪問

介護をいう。以下同じ。）の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型居

宅介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所と

して必要とされる数以上であること。 

(2) 共生型居宅介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため，指定居宅介護

事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準） 

第４４条の３ 重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型重度訪問介

護」という。）の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に関して満たすべき基準

は，次のとおりとする。 

(1) 指定訪問介護事業所の従業者の員数が，当該指定訪問介護事業所が提供する指定

訪問介護の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型重度訪問介護の利用

者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とさ

れる数以上であること。 

(2) 共生型重度訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため，指定重度

訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第４４条の４ 第４条（第３項及び第４項を除く。），第５条第２項及び第３項，第６

条並びに前節（第４４条を除く。）の規定は，共生型居宅介護及び共生型重度訪問介

護の事業について準用する。 

第８０条第１項第２号中「第１６章」を「第１７章」に改める。 

第８７条の次に次の１条を加える。 

（職場への定着のための支援の実施） 

第８７条の２ 指定生活介護事業者は，障害者の職場への定着を促進するため，当該指



定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された

障害者について，障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して，当該障害

者が就職した日から６月以上，職業生活における相談等の支援の継続に努めなければ

ならない。 

第９６条第１号及び第２号を次にように改める。 

(1) 指定通所介護事業者等であって，地域において生活介護が提供されていないこと

等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供する

ものであること。 

(2) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を，指定通所介護等の利用者

の数と基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が３平方メ

ートル以上であること。 

第９７条中各号列記以外の部分を次のように改める。 

次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等（指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この条，第１１１条，第１５１条の２及び

第１６１条の２において同じ。）が地域において生活介護が提供されていないこと等

により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。以下この条，第１１１条，第１５１

条の２及び第１６１条の２において同じ。）のうち通いサービス（指定地域密着型介

護予防サービス基準条例第４５条第１項に規定する通いサービスを除く。以下この条，

第１１１条，第１５１条の２及び第１６１条の２において同じ。）を提供する場合に

は，当該通いサービスを基準該当生活介護と，当該通いサービスを行う指定小規模多

機能型居宅介護事業所等（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下

この条，第１１１条，第１５１条の２及び第１６１条の２において同じ。）を基準該

当生活介護事業所とみなす。この場合において，前条の規定は，当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等については適用しない。 

第９７条第１号中「指定地域密着型サービス基準条例第８４条第１項又は第１９３条

第１項に規定する登録者をいう。以下同じ。」を「指定地域密着型介護予防サービス基

準条例第４５条第１項に規定する登録者を除く。第１１１条，第１５１条の２及び第１



６１条の２において同じ。」に，「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

（指定地域密着型サービス基準条例第８４条第７項に規定するサテライト型指定小規模

多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）」を「サテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所等（サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。

以下この条，第１１１条，第１５１条の２及び第１６１条の２において同じ。）」に改

め，同条第２号中「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「サテライト

型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め，同条第３号中「指定地域密着型サー

ビス基準条例第８８条第２項第１号又は第１９７条第２項第１号に規定する居間及び食

堂をいう。以下同じ。」を「指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４９条第２項

第１号に規定する居間及び食堂を除く。第１１１条，第１５１条の２及び第１６１条の

２において同じ。」に改める。 

第４章中第５節を第６節とし，第４節の次に次の１節を加える。 

第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準 

（共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準） 

第９５条の２ 生活介護に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型生活介護」とい

う。）の事業を行う指定児童発達支援事業者（指定通所支援基準条例第５条第１項に

規定する指定児童発達支援事業者をいう。）又は指定放課後等デイサービス事業者

（指定通所支援基準条例第７２条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業者

をいう。）が当該事業に関して満たすべき基準は，次のとおりとする。 

(1) 指定児童発達支援事業所（指定通所支援基準条例第５条第１項に規定する指定児

童発達支援事業所をいう。第２０４条において同じ。）又は指定放課後等デイサー

ビス事業所（指定通所支援基準条例第７２条第１項に規定する指定放課後等デイサ

ービス事業所をいう。第２０４条において同じ。）（以下「指定児童発達支援事業

所等」という。）の従業者の員数が当該指定児童発達支援事業所等が提供する指定

児童発達支援（指定通所支援基準条例第４条に規定する指定児童発達支援をい

う。）又は指定放課後等デイサービス（指定通所支援基準条例第７１条に規定する

指定放課後等デイサービスをいう。）（以下「指定児童発達支援等」という。）を

受ける障害児の数を指定児童発達支援等を受ける障害児の数及び共生型生活介護の



利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定児童発達支援事業所等とし

て必要とされる数以上であること。 

(2) 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため，指定生活介護

事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準） 

第９５条の３ 共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者（指定居宅サービス等

基準条例第１０２条第１項に規定する指定通所介護事業者をいう。）又は指定地域密

着型通所介護事業者（岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に

関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第８６号。以下「指定地域密着型サー

ビス基準条例」という。）第６１条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事

業者をいう。）（以下「指定通所介護事業者等」という。）が当該事業に関して満た

すべき基準は，次のとおりとする。 

(1) 指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第１０２条第１項に規定する

指定通所介護事業所をいう。）又は指定地域密着型通所介護事業所（指定地域密着

型サービス基準条例第６１条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所

をいう。）（以下「指定通所介護事業所等」という。）の食堂及び機能訓練室（指

定居宅サービス等基準条例第１０４条第２項第１号又は指定地域密着型サービス基

準条例第６１条の５第２項第１号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。以下同

じ。）の面積を，指定通所介護（指定居宅サービス等基準条例第１０１条に規定す

る指定通所介護をいう。）又は指定地域密着型通所介護（指定地域密着型サービス

基準条例第６１条の２に規定する指定地域密着型通所介護をいう。）（以下「指定

通所介護等」という。）の利用者の数と共生型生活介護の利用者の数の合計数で除

して得た面積が３平方メートル以上であること。 

(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が，当該指定通所介護事業所等が提供する

指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型生活介護の

利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必

要とされる数以上であること。 

(3) 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため，指定生活介護



事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準） 

第９５条の４ 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者（指定

地域密着型サービス基準条例第８４条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護

事業者をいう。），指定看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービ

ス基準条例第１９３条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をい

う。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者（岡山市指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年

市条例第９１号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。）第４

５条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同

じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。）が当該事業に関し

て満たすべき基準は，次のとおりとする。 

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第８４条

第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。），指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第１９３条第１項に規

定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又は指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条第１

項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）

（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）の登録定員（当該指定

小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者（指定地域密着型サービス基準条例第８

４条第１項若しくは第１９３条第１項又は指定地域密着型介護予防サービス基準条

例第４５条第１項に規定する登録者をいう。以下同じ。）の数と共生型生活介護，

共生型自立訓練（機能訓練）（第１５０条の２に規定する共生型自立訓練（機能訓

練）をいう。）若しくは共生型自立訓練（生活訓練）（第１６０条の２に規定する

共生型自立訓練（生活訓練）をいう。）又は共生型児童発達支援（指定通所支援基

準条例第５４条の２に規定する共生型児童発達支援をいう。）若しくは共生型放課

後等デイサービス（指定通所支援基準条例第７７条の２に規定する共生型放課後等



デイサービスをいう。）（以下「共生型通いサービス」という。）を利用するため

に当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数

の合計数の上限をいう。以下この条，第１５０条の３及び第１６０条の３において

同じ。）を２９人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密

着型サービス基準条例第８４条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所をいう。），サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

（指定地域密着型サービス基準条例第１９３条第８項に規定するサテライト型指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又はサテライト型指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条第

７項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。

第９７条において同じ。）（以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所等」という。）にあっては，１８人）以下とすること。 

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護

（指定地域密着型サービス基準条例第８３条に規定する指定小規模多機能型居宅介

護をいう。），指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条

例第１９２条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。）又は指定介護

予防小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条

に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。）（以下「指

定小規模多機能型居宅介護等」という。）のうち通いサービス（指定地域密着型サ

ービス基準条例第８４条第１項若しくは第１９３条第１項又は指定地域密着型介護

予防サービス基準条例第４５条第１項に規定する通いサービスをいう。以下同

じ。）の利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利

用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当た

りの上限をいう。以下この条，第１５０条の３及び第１６０条の３において同

じ。）を登録定員の２分の１から１５人（登録定員が２５人を超える指定小規模多

機能型居宅介護事業所等にあっては，登録定員に応じて，次の表に定める利用定員，

サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては，１２人）までの範

囲内とすること。 



登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂（指定地域密着型サービス

基準条例第８８条第２項第１号若しくは第１９７条第２項第１号又は指定地域密着

型介護予防サービス基準条例第４９条第２項第１号に規定する居間及び食堂をいう。

以下同じ。）は，機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が，当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数

並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場

合における指定地域密着型サービス基準条例第８４条若しくは第１９３条又は指定

地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条に規定する基準を満たしていること。 

(5) 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため，指定生活介護

事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第９５条の５ 第９条から第１７条まで，第１９条，第２０条，第２２条，第２３条，

第２９条，第３７条から第４２条まで，第５９条から第６２条まで，第６８条，第７

０条から第７２条まで，第７５条から第７７条まで，第７９条，第８１条，第８２条

及び前節（第９５条を除く。）の規定は，共生型生活介護の事業について準用する。 

第１００条第１項第２号中「又は第２０３条の４第１項」を「，第２０３条の２に規

定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は第２０３条の１４第１項」に改

め，同号ア中「又は第２０３条の２」を「，第２０３条の２に規定する日中サービス支

援型指定共同生活援助又は第２０３条の１２」に，「又は外部サービス利用型指定共同

生活援助事業所（第２０３条の４第１項」を「，日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所（第２０３条の４第１項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所

をいう。以下この章において同じ。）又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所

（第２０３条の１４第１項」に改め，同条第２項第２号中「指定自立訓練（生活訓練）



事業者等」の次に「（第２０３条の２に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助

事業者を除く。）」を加え，同号ア中「指定自立訓練（生活訓練）等」の次に「（第２

０３条の２に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。）」を，「時間帯 

当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等」の次に「（日中サービス支援型指定共同生

活援助事業所を除く。以下このアにおいて同じ。）」を加え，同条第３項第１号中「第

１９８条第１項に規定する指定共同生活援助事業所，第２０３条の４第１項に規定す

る」を「指定共同生活援助事業所，日中サービス支援型指定共同生活援助事業所，」に

改め，同号ア中「第２０３条の２」の次に「に規定する日中サービス支援型指定共同生

活援助，第２０３条の１２」を加える。 

第１０９条第２号中「第２０３条の４第１項」を「第２０３条の１４第１項」に改め

る。 

第１１１条第１号中「指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能

型居宅介護事業者」を「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」に，「指定小規模多機

能型居宅介護又は指定看護小規模多機能型居宅介護」を「指定小規模多機能型居宅介護

等」に改め，同条第２号中「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「サ

テライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改める。 

第５章中第５節を第６節とし，第４節の次に次の１節を加える。 

第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準 

（共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準） 

第１１０条の２ 短期入所に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型短期入所」と

いう。）の事業を行う指定短期入所生活介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第

１５０条第１項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。）又は指定介護予防

短期入所生活介護事業者（岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運

営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準等を定める条例（平成２４年市条例第９０号。以下「指定介護予防サービス等

基準条例」という。）第１３３条第１項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事

業者をいう。）が当該事業に関して満たすべき基準は，次のとおりとする。 

(1) 指定短期入所生活介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第１５０条第１項に



規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。）又は指定介護予防短期入所生活介

護事業所（指定介護予防サービス等基準条例第１３３条第１項に規定する指定介護

予防短期入所生活介護事業所をいう。）（以下「指定短期入所生活介護事業所等」

という。）の居室の面積を，指定短期入所生活介護（指定居宅サービス等基準条例

第１４９条に規定する指定短期入所生活介護をいう。）又は指定介護予防短期入所

生活介護（指定介護予防サービス等基準条例第１３２条に規定する指定介護予防短

期入所生活介護をいう。）（以下「指定短期入所生活介護等」という。）の利用者

の数と共生型短期入所の利用者の数の合計数で除して得た面積が１０．６５平方メ

ートル以上であること。 

(2) 指定短期入所生活介護事業所等の従業者の員数が，当該指定短期入所生活介護事

業所等が提供する指定短期入所生活介護等の利用者の数を指定短期入所生活介護等

の利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における

当該指定短期入所生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

(3) 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため，指定短期入所

事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準） 

第１１０条の３ 共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が

当該事業に関して満たすべき基準は，次のとおりとする。 

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室（指定地域密着型サービス基準条例

第８８条第２項第２号ウ若しくは第１９７条第２項第２号ウ又は指定地域密着型介

護予防サービス基準条例第４９条第２項第２号ウに規定する個室をいう。以下この

号において同じ。）以外の宿泊室を設ける場合は，当該個室以外の宿泊室の面積を

宿泊サービス（指定地域密着型サービス基準条例第８４条第５項若しくは第１９３

条第６項又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条第５項に規定する

宿泊サービスをいう。次号において同じ。）の利用定員から個室の定員数を減じて

得た数で除して得た面積が，おおむね７．４３平方メートル以上であること。 

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が，当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所等が提供する宿泊サービスの利用者の数を宿泊サービスの利用者



の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定

小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

(3) 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため，指定短期入所

事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第１１０条の４ 第９条，第１１条から第１７条まで，第１９条，第２０条，第２２条，

第２３条，第２９条，第３０条，第３７条から第４３条まで，第６２条，第６８条，

第７０条から第７２条まで，第７５条，第７６条，第８１条，第８９条，第９２条か

ら第９４条まで，第９９条及び前節（第１０９条及び第１１０条を除く。）の規定は，

共生型短期入所の事業について準用する。この場合において，病院又は診療所により

行われる共生型短期入所については，第８１条第２項の規定は，適用しない。 

第１１４条第４項中「専任かつ」を削る。 

第１２０条第１項中「サービス利用計画」を「重度障害者等包括支援計画」に改める。 

第１２１条の見出し中「サービス利用計画」を「重度障害者等包括支援計画」に改め，

同条第１項中「重度障害者等包括支援サービス利用計画（以下この章において「サービ

ス利用計画」という。）」を「重度障害者等包括支援計画」に改め，同条第２項を削り，

同条第３項中「サービス利用計画」を「重度障害者等包括支援計画」に改め，同項を同

条第２項とし，同条第４項中「サービス利用計画」を「重度障害者等包括支援計画」に

改め，同項を同条第３項とし，同条第５項中「から第３項まで」を「及び第２項」に，

「サービス利用計画」を「重度障害者等包括支援計画」に改め，同項を同条第４項とす

る。 

第１４２条中「，施行規則第６条の７第１号に規定する者に対し」を削る。 

第１５０条中「第８８条」を「第８７条の２」に改める。 

第１５１条の２中「指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型

居宅介護事業者」を「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」に，「指定小規模多機能

型居宅介護又は指定看護小規模多機能型居宅介護」を「指定小規模多機能型居宅介護

等」に改め，同条第１号及び第２号中「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所」を「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改める。 



第８章中第５節を第６節とし，第４節の次に次の１節を加える。 

第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準 

（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所介護事業者等の基準） 

第１５０条の２ 自立訓練（機能訓練）に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型

自立訓練（機能訓練）」という。）の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に

関して満たすべき基準は，次のとおりとする。 

(1) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を，指定通所介護等の利用者

の数と共生型自立訓練（機能訓練）の利用者の数の合計数で除して得た面積が３平

方メートル以上であること。 

(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が，当該指定通所介護事業所等が提供する

指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練

（機能訓練）の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事

業所等として必要とされる数以上であること。 

(3) 共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供するため，

指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けて

いること。 

（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の

基準） 

第１５０条の３ 共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定小規模多機能型居宅介

護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は，次のとおりとする。 

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を２９人（サテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所等にあっては，１８人）以下とすること。 

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のう

ち通いサービスの利用定員を登録定員の２分の１から１５人（登録定員が２５人を

超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては，登録定員に応じて，次の

表に定める利用定員，サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあって

は，１２人）までの範囲内とすること。 

登録定員 利用定員 



２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は，機能を十分に発揮し得

る適当な広さを有すること。 

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が，当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者

の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとし

た場合における指定地域密着型サービス基準条例第８４条若しくは第１９３条又は

指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条に規定する基準を満たしている

こと。 

(5) 共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供するため，

指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けて

いること。 

（準用） 

第１５０条の４ 第９条から第２０条まで，第２２条，第２３条，第２９条，第３７条

から第４２条まで，第５９条から第６２条まで，第６８条，第７０条から第７２条ま

で，第７５条から第７７条まで，第８１条，第８２条，第８７条の２から第９４条ま

で，第１４２条及び前節（第１５０条を除く。）の規定は，共生型自立訓練（機能訓

練）の事業について準用する。 

第１５３条中「，施行規則第６条の７第２号に規定する者に対して」を削る。 

第１６０条中「第８８条」を「第８７条の２」に改める。 

第１６１条の２中「指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型

居宅介護事業者」を「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」に，「指定小規模多機能

型居宅介護又は指定看護小規模多機能型居宅介護」を「指定小規模多機能型居宅介護

等」に改め，同条第１号及び第２号中「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所」を「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改める。 

第９章中第５節を第６節とし，第４節の次に次の１節を加える。 



第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準 

（共生型自立訓練（生活訓練）の事業を行う指定通所介護事業者等の基準） 

第１６０条の２ 自立訓練（生活訓練）に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型

自立訓練（生活訓練）」という。）の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に

関して満たすべき基準は，次のとおりとする。 

(1) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を，指定通所介護等の利用者

の数と共生型自立訓練（生活訓練）の利用者の数の合計数で除して得た面積が３平

方メートル以上であること。 

(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が，当該指定通所介護事業所等が提供する

指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練

（生活訓練）の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事

業所等として必要とされる数以上であること。 

(3) 共生型自立訓練（生活訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供するため，

指定自立訓練（生活訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けて

いること。 

（共生型自立訓練（生活訓練）の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の

基準） 

第１６０条の３ 共生型自立訓練（生活訓練）の事業を行う指定小規模多機能型居宅介

護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は，次のとおりとする。 

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を２９人（サテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所等にあっては，１８人）以下とすること。 

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のう

ち通いサービスの利用定員を登録定員の２分の１から１５人（登録定員が２５人を

超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては，登録定員に応じて，次の

表に定める利用定員，サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあって

は，１２人）までの範囲内とすること。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 



２８人 １７人 

２９人 １８人 

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は，機能を十分に発揮し得

る適当な広さを有すること。 

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が，当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者

の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとし

た場合における指定地域密着型サービス基準条例第８４条若しくは第１９３条又は

指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条に規定する基準を満たしている

こと。 

(5) 共生型自立訓練（生活訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供するため，

指定自立訓練（生活訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けて

いること。 

（準用） 

第１６０条の４ 第９条から第１８条まで，第２０条，第２３条，第２９条，第３７条

から第４２条まで，第５９条から第６２条まで，第６８条，第７０条から第７２条ま

で，第７５条，第７６条，第８１条，第８２条，第８７条の２から第９４条まで，第

１４８条，第１４９条，第１５３条及び前節（第１６０条を除く。）の規定は，共生

型自立訓練（生活訓練）の事業について準用する。 

第１０章第４節中第１６９条の前に次の１条を加える。 

（通勤のための訓練の実施） 

第１６８条の２ 指定就労移行支援事業者は，利用者が自ら通常の事業所に通勤するこ

とができるよう，通勤のための訓練を実施しなければならない。 

第１７３条中「第８６条」を「第８６条，第８７条，第８８条」に改める。 

第１６章を第１７章とし，第１５章を削る。 

第２０４条第１項中「（指定通所支援基準条例第５条に規定する指定児童発達支援事

業所をいう。）」及び「（指定通所支援基準条例第７２条に規定する指定放課後等デイ

サービス事業所をいう。）」を削る。 



第１４章を第１６章とする。 

第１９８条第１項第２号ア中「以下」の次に「この章において」を加える。 

第２０１条第３項中「利用者の」を「当該利用者の」に改め，「家事等」の次に

「（指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。）」を加える。 

第２０３条の１２中「第２０３条の１２」を「第２０３条の２２」に改め，同条を第

２０３条の２２とし，第２０３条の８から第２０３条の１１までを１０条ずつ繰り下げ

る。 

第２０３条の７第１項中「第２０３条の９」を「第２０３条の１９」に改め，同条を

第２０３条の１７とし，第２０３条の３から第２０３条の６までを１０条ずつ繰り下げ

る。 

第２０３条の２中「前節」を「第４節」に，「第２０３条の１２」を「第２０３条の

２２」に，「第２０３条の４第１項」を「第２０３条の１４第１項」に改め，同条を第

２０３条の１２とする。 

第１３章中第５節を第６節とし，第４節の次に次の１節を加える。 

第５節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員，

設備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第２０３条の２ 第１節から前節までの規定にかかわらず，日中サービス支援型指定共

同生活援助（指定共同生活援助であって，当該指定共同生活援助に係る指定共同生活

援助事業所の従業者により，常時介護を要する者に対して，常時の支援体制を確保し

た上で行われる入浴，排せつ，食事の介護その他の日常生活上の援助をいう。以下同

じ。）の事業を行う者（以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業者」とい

う。）の基本方針並びに人員，設備及び運営に関する基準については，この節に定め

るところによる。 

（基本方針） 

第２０３条の３ 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は，常時の支援体制を確

保することにより，利用者が地域において，家庭的な環境及び地域住民との交流の下



で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，当該利用者の身体及び精

神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談，入浴，排

せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなけれ

ばならない。 

第２款 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第２０３条の４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が当該事業を行う事業所

（以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。）に置くべき従業者

及びその員数は，次のとおりとする。 

(1) 世話人 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共

同生活援助の提供に当たる世話人の総数は，日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所ごとに，常勤換算方法で，利用者の数を５で除した数以上 

(2) 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指

定共同生活援助の提供に当たる生活支援員の総数は，日中サービス支援型指定共同

生活援助事業所ごとに，常勤換算方法で，次のアからエまでに掲げる数の合計数以

上 

ア 区分省令第１条第４号に規定する区分３に該当する利用者の数を９で除した数 

イ 区分省令第１条第５号に規定する区分４に該当する利用者の数を６で除した数 

ウ 区分省令第１条第６号に規定する区分５に該当する利用者の数を４で除した数 

エ 区分省令第１条第７号に規定する区分６に該当する利用者の数を２．５で除し

た数 

(3) サービス管理責任者 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに，ア又

はイに掲げる利用者の数の区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が３０以下 １以上 

イ 利用者の数が３１以上 １に，利用者の数が３０を超えて３０又はその端数を

増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者のほか，共同生活住

居ごとに，夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の夜間支援従事者（夜間及び深夜の



時間帯に勤務（宿直勤務を除く。）を行う世話人又は生活支援員をいう。）を置くも

のとする。 

３ 第１項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合

は，推定数による。 

４ 第１項及び第２項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者は，専

ら日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならな

い。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。 

５ 第１項及び第２項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者のうち，

１人以上は，常勤でなければならない。 

（準用） 

第２０３条の５ 第１９９条の規定は，日中サービス支援型指定共同生活援助の事業に

ついて準用する。 

第３款 設備に関する基準 

（設備） 

第２０３条の６ 日中サービス支援型指定共同生活援助に係る共同生活住居は，住宅地

又は住宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される地域に

あり，かつ，入所施設又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は，１以上の共同生活住居を有するも

のとし，当該共同生活住居の入居定員の合計は４人以上とする。 

３ 共同生活住居の配置，構造及び設備は，利用者の特性に応じて工夫されたものでな

ければならない。 

４ 共同生活住居は，その入居定員を２人以上１０人以下とする。ただし，構造上，共

同生活住居ごとの独立性が確保されており，利用者の支援に支障がない場合は，１つ

の建物に複数の共同生活住居を設けることができるものとする。この場合において，

１つの建物の入居定員の合計は２０人以下とする。 

５ 既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては，当該共同生活住居の入居定員を

２人以上２０人（市長が特に必要があると認めるときは３０人）以下とすることがで

きる。 



６ 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって，市長が特

に必要があると認めるときは，前項の規定にかかわらず，当該共同生活住居の入居定

員を２人以上３０人以下（ただし，当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同

数を上限とする。）とすることができる。 

７ 共同生活住居は，１以上のユニットを有するほか，日常生活を営む上で必要な設備

を設けなければならない。 

８ ユニットの入居定員は，２人以上１０人以下とする。 

９ ユニットには，居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる

設備を設けることとし，その基準は，次のとおりとする。 

(1) １の居室の定員は，１人とすること。ただし，利用者のサービス提供上必要と認

められる場合は，２人とすることができる。 

(2) １の居室の面積は，収納設備等を除き，７．４３平方メートル以上とすること。 

第４款 運営に関する基準 

（実施主体） 

第２０３条の７ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，当該日中サービス支

援型指定共同生活援助と同時に第９９条に規定する指定短期入所（第１００条第１項

に規定する併設事業所又は同条第３項に規定する単独型事業所に係るものに限る。）

を行うものとする。 

（介護及び家事等） 

第２０３条の８ 介護は，利用者の身体及び精神の状況に応じ，当該利用者の自立の支

援及び日常生活の充実に資するよう，適切な技術をもって行わなければならない。 

２ 調理，洗濯その他の家事等は，原則として利用者と従業者が共同で行うように努め

なければならない。 

３ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，常時１人以上の従業者を介護又は

家事等に従事させなければならない。 

４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，その利用者に対して，当該利用者

の負担により，当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者に

よる介護又は家事等（日中サービス支援型指定共同生活援助として提供される介護又



は家事等を除く。）を受けさせてはならない。 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第２０３条の９ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，利用者の身体及び精

神の状況又はその置かれている環境等に応じて，利用者の意向に基づき，社会生活上

必要な支援を適切に行わなければならない。 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，利用者について，特定相談支援事

業を行う者又は他の障害福祉サービスの事業を行う者等との連絡調整に努めなければ

ならない。 

３ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，利用者が日常生活を営む上で必要

な行政機関に対する手続等について，その者又はその家族が行うことが困難である場

合は，その者の同意を得て代わって行わなければならない。 

４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，常に利用者の家族との連携を図る

とともに，利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（協議の場の設置等） 

第２０３条の１０ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，日中サービス支援

型指定共同生活援助の提供に当たっては，法第８９条の３第１項に規定する協議会そ

の他市長がこれに準ずるものとして特に認めるもの（以下「協議会等」という。）に

対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況等を報告し，

協議会等による評価を受けるとともに，協議会等から必要な要望，助言等を聴く機会

を設けなければならない。 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，前項の報告，評価，要望，助言等

についての記録を整備しなければならない。 

（準用） 

第２０３条の１１ 第９条，第１１条，第１２条，第１４条から第１７条まで，第２０

条，第２３条，第２９条，第３７条から第４２条まで，第５５条，第６０条，第６２

条，第６８条，第７２条，第７５条から第７７条まで，第９０条，第９２条，第９４

条，第１５８条の２，第２００条の２から第２００条の６まで及び第２０１条の３か

ら第２０２条の４までの規定は，日中サービス支援型指定共同生活援助の事業につい



て準用する。この場合において，第９条第１項中「第３２条」とあるのは「第２０３

条の１１において準用する第２０１条の３」と，第２０条第２項中「次条第１項」と

あるのは「第２０３条の１１において準用する第２００条の４第１項」と，第２３条

第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第２０３条の１１において準用する第２０

０条の４第２項」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型

共同生活援助計画」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第２０３

条の１１において読み替えて準用する第６０条」と，「療養介護計画」とあるのは

「日中サービス支援型共同生活援助計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とあ

るのは「第２０３条の１１において準用する第５５条第１項」と，同項第３号中「第

６７条」とあるのは「第２０３条の１１において準用する第９０条」と，同項第４号

中「第７５条第２項」とあるのは「第２０３条の１１において準用する第７５条第２

項」と，同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第２０３条の１１」と，第９

４条中「前条の協力医療機関」とあるのは「第２０３条の１１において準用する第２

０２条の４第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と，第１５８

条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣

が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な日中サービ

ス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。）」と，同条第２項中「支給決定

障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。）」と

あるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助

を受けている者に限る。）」と読み替えるものとする。 

第１３章を第１５章とし，第１２章の次に次の２章を加える。 

第１３章 就労定着支援 

第１節 基本方針 

第１９６条の２ 就労定着支援に係る指定障害福祉サービス（以下「指定就労定着支

援」という。）の事業は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう，就労に向けた支援として施行規則第６条の１０の２に規定するものを受けて

通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して，施行規則第６条の１０の３に規定

する期間にわたり，当該通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該通常の



事業所の事業主，障害福祉サービス事業者等，医療機関その他の者との連絡調整その

他の支援を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１９６条の３ 指定就労定着支援の事業を行う者（以下「指定就労定着支援事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定就労定着支援事業所」という。）に

置くべき就労定着支援員の数は，指定就労定着支援事業所ごとに，常勤換算方法で，

利用者の数を４０で除した数以上とする。 

２ 指定就労定着支援事業者は，指定就労定着支援事業所ごとに，当該指定就労定着支

援の事業の利用者の数（当該指定就労定着支援事業者が，生活介護，自立訓練（機能

訓練），自立訓練（生活訓練），就労移行支援，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援

Ｂ型（以下「生活介護等」という。）に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併

せて受け，かつ，指定就労定着支援の事業と生活介護等に係る指定障害福祉サービス

の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては，当該事業所

において一体的に運営している指定就労定着支援の事業及び生活介護等に係る指定障

害福祉サービスの事業の利用者の合計数。以下この条において同じ。）に応じて，次

に掲げる員数を，サービス管理責任者として置くこととする。 

(1) 利用者の数が６０以下 １以上 

(2) 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上 

３ 前２項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合

は，推定数による。 

４ 第１項に規定する就労定着支援員及び第２項に規定するサービス管理責任者は，専

ら当該指定就労定着支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし，利

用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。 

５ 第２項に規定するサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならな

い。 

（準用） 



第１９６条の４ 第５２条第１項の規定は，指定就労定着支援の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第１９６条の５ 指定就労定着支援事業者は，事業を行うために必要な広さの区画を有

するとともに，指定就労定着支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければなら

ない。 

 第４節 運営に関する基準 

（サービス管理責任者の責務） 

第１９６条の６ サービス管理責任者は，第１９６条の１２において準用する第６０条

に規定する業務のほか，次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 利用申込者の利用に際し，その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する

照会等により，その者の心身の状況，当該指定就労定着支援事業所以外における指

定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 

(2) 利用者の心身の状況，その置かれている環境等に照らし，利用者が地域において

自立した日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支援を行う

こと。 

(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（実施主体） 

第１９６条の７ 指定就労定着支援事業者は，過去３年間において平均１人以上，通常

の事業所に新たに障害者を雇用させている生活介護等に係る指定障害福祉サービス事

業者でなければならない。 

（職場への定着のための支援の実施） 

第１９６条の８ 指定就労定着支援事業者は，利用者の職場への定着及び就労の継続を

図るため，新たに障害者を雇用した通常の事業所の事業主，指定障害福祉サービス事

業者等，医療機関等との連絡調整及び連携を行うとともに，利用者及びその家族等に

対して，当該雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関す

る相談，指導及び助言その他の必要な支援を提供しなければならない。 

２ 指定就労定着支援事業者は，利用者に対して前項の支援を提供するに当たっては，



１月に１回以上，当該利用者との対面により行うとともに，１月に１回以上，当該利

用者を雇用した通常の事業所の事業主を訪問することにより当該利用者の職場での状

況を把握するよう努めなければならない。 

（サービス利用中に離職する者への支援） 

第１９６条の９ 指定就労定着支援事業者は，指定就労定着支援の提供期間中に雇用さ

れた通常の事業所を離職する利用者であって，当該離職後も他の通常の事業所への就

職等を希望するものに対し，指定特定相談支援事業者その他の関係者と連携し，他の

指定障害福祉サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わ

なければならない。 

（運営規程） 

第１９６条の１０ 指定就労定着支援事業者は，指定就労定着支援事業所ごとに，次に

掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならな

い。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定就労定着支援の提供方法及び内容並びに支給決定障害者から受領する費用の

種類及びその額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

(7) 身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続 

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(9) 成年後見制度の活用支援 

(10) 苦情解決体制の整備 

(11) その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第１９６条の１１ 指定就労定着支援事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する

諸記録を整備しておかなければならない。 



２ 指定就労定着支援事業者は，利用者に対する指定就労定着支援の提供に関する次に

掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 次条において準用する第１９条第１項に規定するサービス提供の記録 

(2) 次条において読み替えて準用する第６０条第１項に規定する就労定着支援計画 

(3) 次条において準用する第３０条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第４０条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第４１条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してと

った処置についての記録 

(6) 次条において準用する第３４条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(7) 法第６条に規定する自立支援給付及び次条において準用する第２１条第１項から

第３項までに規定する利用者負担額に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第１９６条の１２ 第９条から第２３条まで，第３０条，第３４条から第４２条まで，

第５９条，第６０条，第６２条及び第６８条の規定は，指定就労定着支援の事業につ

いて準用する。この場合において，第９条第１項中「第３２条」とあるのは「第１９

６条の１０」と，第２０条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１９６条の１２に

おいて準用する次条第１項」と，第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは

「第１９６条の１２において準用する第２１条第２項」と，第５９条第１項中「次条

第１項」とあるのは「第１９６条の１２において準用する次条第１項」と，「療養介

護計画」とあるのは「就労定着支援計画」と，第６０条中「療養介護計画」とあるの

は「就労定着支援計画」と読み替えるものとする。 

第１４章 自立生活援助 

第１節 基本方針 

第１９６条の１３ 自立生活援助に係る指定障害福祉サービス（以下「指定自立生活援

助」という。）の事業は，利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう，定期的な巡回又は随時の通報を受けて行う訪問，当該利用者か

らの相談対応等により，当該利用者の状況を把握し，必要な情報の提供及び助言その

他の必要な支援が，保健，医療，福祉，就労支援，教育等の関係機関との密接な連携



の下で，当該利用者の意向，適性，障害の特性その他の状況及びその置かれている環

境に応じて，適切かつ効果的に行われるものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１９６条の１４ 指定自立生活援助の事業を行う者（以下「指定自立生活援助事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定自立生活援助事業所」とい

う。）に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(1) 地域生活支援員 指定自立生活援助事業所ごとに，１以上 

(2) サービス管理責任者 指定自立生活援助事業所ごとに，ア又はイに掲げる利用者

の数の区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が３０以下 １以上 

イ 利用者の数が３１以上 １に，利用者の数が３０を超えて３０又はその端数を

増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項第１号に規定する地域生活支援員の員数の標準は，利用者の数が２５又はその

端数を増すごとに１とする。 

３ 第１項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合

は，推定数による。 

４ 第１項に規定する指定自立生活援助の従業者は，専ら当該指定自立生活援助事業所

の職務に従事する者でなければならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は

この限りでない。 

（準用） 

第１９６条の１５ 第５２条第１項の規定は，指定自立生活援助の事業について準用す

る。 

第３節 設備に関する基準 

（準用） 

第１９６条の１６ 第１９６条の５の規定は，指定自立生活援助の事業について準用す

る。 

第４節 運営に関する基準 



（実施主体） 

第１９６条の１７ 指定自立生活援助事業者は，指定障害福祉サービス事業者（居宅介

護，重度訪問介護，同行援護，行動援護，宿泊型自立訓練又は共同生活援助の事業を

行う者に限る。），指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者（法第５１条の２２

第１項に規定する指定相談支援事業者をいう。）でなければならない。 

（定期的な訪問による支援） 

第１９６条の１８ 指定自立生活援助事業者は，おおむね週に１回以上，利用者の居宅

を訪問することにより，当該利用者の心身の状況，その置かれている環境及び日常生

活全般の状況等の把握を行い，必要な情報の提供及び助言並びに相談，指定障害福祉

サービス事業者等，医療機関等との連絡調整その他の障害者が地域における自立した

日常生活又は社会生活を営むために必要な援助を行わなければならない。 

（随時の通報による支援等） 

第１９６条の１９ 指定自立生活援助事業者は，利用者からの通報があった場合には，

速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況把握を行わなければならない。 

２ 指定自立生活援助事業者は，前項の状況把握を踏まえ，当該利用者の家族，当該利

用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等，医療機関その他の関係機関等との連

絡調整その他の必要な措置を適切に講じなければならない。 

３ 指定自立生活援助事業者は，利用者の心身の状況及び障害の特性に応じ，適切な方

法により，当該利用者との常時の連絡体制を確保しなければならない。 

（準用） 

第１９６条の２０ 第９条から第２３条まで，第３０条，第３４条から第４２条まで，

第５９条，第６０条，第６２条，第６８条，第１９６条の６，第１９６条の１０及び

第１９６条の１１の規定は，指定自立生活援助の事業について準用する。この場合に

おいて，第９条第１項中「第３２条」とあるのは「第１９６条の２０において準用す

る第１９６条の１０」と，第２０条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１９６条

の２０において準用する次条第１項」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは

「自立生活援助計画」と，同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と読み替えるも

のとする。 



附則第３条第１項中「第２０３条の６」を「第２０３条の１６」に改める。 

附則第６条中「第２０３条の１２」を「第２０３条の２２」に改める。 

附則第８条及び第１３条中「第２０３条の６」を「第２０３条の１６」に改める。 

附則第１４条の見出し中「指定共同生活援助事業所」の次に「又は日中サービス支援

型指定共同生活援助事業所」を加え，同条第１項中「第２０１条第３項」の次に「及び

第２０３条の８第４項」を，「指定共同生活援助事業所」の次に「又は日中サービス支

援型指定共同生活援助事業所」を加え，「平成３０年３月３１日」を「平成３３年３月

３１日」に改め，同条第２項中「第２０１条第３項」の次に「及び第２０３条の８第４

項」を，「指定共同生活援助事業所」の次に「又は日中サービス支援型指定共同生活援

助事業所」を加え，「平成３０年３月３１日」を「平成３３年３月３１日」に改め，同

条第３項中「エまで」の次に「及び第２０３条の４第１項第２号イからエまで」を加え

る。 

附則第１５条中「第２０３条の６」を「第２０３条の１６」に改める。 

（岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例等の

一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例

等の一部を改正する条例（平成２６年市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

附則第２条第２項中「第２０３条の２」を「第２０３条の１２」に改める。 

附則第３条中「第２０３条の４」を「第２０３条の１４」に改める。 

附則第４条中「第２０３条の１０第４項」を「第２０３条の２０第４項」に改める。 

   附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号）

の一部改正等に伴い，共生型障害福祉サービスの基準を定める等のため，関係条例の一部



を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ９ 号 議 案 

岡山市指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める 

条例の一部を改正する条例 

岡山市指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２４年市条例第８２号）の一部を次のように改正する。 

 第５条を次のように改める。 

第５条 削除 

第９条を次のように改める。 

第９条 削除 

附則第４条第４項中「児童福祉法」の次に「（昭和２２年法律第１６４号）」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置）  

２ この条例の施行の際現に指定を受けているこの条例による改正前の第５条及び第９条 

に規定する指定障害者支援施設等については，この条例による改正後の第４条及び第８ 

条の規定にかかわらず，平成３３年３月３１日までの間は，なお従前の例による。 

     



 

提案理由 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援

施設等の人員，設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７２号）の一部

改正に伴い，指定障害者支援施設等が指定障害児入所施設等の指定を受けて一体的に支援

を提供している場合の人員及び設備の特例を廃止するため，本条例の一部を改正しようと

するものである。 

 



甲 第 ４ ０ 号 議 案 

岡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について 

岡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一     

部を改正する条例 

岡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市

条例第８３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３号中「放課後等デイサービスをいう。）の事業」の次に「，居宅訪問型児童

発達支援（同条第５項に規定する居宅訪問型児童発達支援をいう。）の事業」を加え，

「同条第５項」を「同条第６項」に改める。 

 第４４条の次に次の１条を加える。 

 （職場への定着のための支援の実施） 

第４４条の２ 生活介護事業者は，障害者の職場への定着を促進するため，当該生活介護

事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について，

障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して，当該障害者が就職した日から

６月以上，職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。 

第５１条中「，施行規則第６条の７第１号に規定する者に対して」を削る。 

第５６条中「第４５条」を「第４４条の２」に改める。 

第５７条中「，施行規則第６条の７第２号に規定する者に対して」を削る。 

第６１条中「第４５条」を「第４４条の２」に改める。 



第６５条の次に次の１条を加える。 

（通勤のための訓練の実施） 

第６５条の２ 就労移行支援事業者は，利用者が自ら通常の事業所に通勤することができ

るよう，通勤のための訓練を実施しなければならない。 

 第７０条中「第４３条」の次に「，第４４条，第４５条」を加える。 

  附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

     

提案理由 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービ

ス事業の設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７４号）の一部改正に

伴い，生活介護事業者による障害者の職場への定着のための支援の実施の責務を定める等

のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ １ 号 議 案 

岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例 

岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成２４年市条例第８５号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第５節 基準該当居宅サービスに関する基準（第４３条－第４７条）」を 

「第５節 共生型居宅サービスに関する基準（第４２条の２・第４２条の３） 

第６節 基準該当居宅サービスに関する基準（第４３条－第４７条）   」 

５節 削除」を「第５節 共生型居宅サービスに関する基準（第１１６条－第１３３

条）」に，「第６節 基準該当居宅サービスに関する基準（第１８４条－第１９０条）」 

 「第６節 共生型居宅サービスに関する基準（第１８３条の２・第１８３条の３） 

 第７節 基準該当居宅サービスに関する基準（第１８４条－第１９０条）   」 

改める。 

第１条中「第４２条第１項第２号」の次に「，第７２条の２第１項」を，「第２項の規

定に基づき，指定居宅サービス」の次に「，共生型居宅サービス」を加える。 

第２条中第８号を第９号とし，第７号を第８号とし，第６号の次に次の１号を加える。 

(7) 共生型居宅サービス 法第７２条の２第１項の申請に係る法第４１条第１項本文の

指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。 

に，「第 

を に 



第１０条中「規定する居宅介護支援」を「規定する居宅介護支援事業」に改める。 

第１４条第１項中「提供する者」の次に「（以下「居宅介護支援事業者等」とい

う。）」を加える。 

第２９条第３項中第８号を第９号とし，第３号から第７号までを１号ずつ繰り下げ，第

２号の次に次の１号を加える。 

(3) 居宅介護支援事業者等に対し，指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬

状況，口腔
くう

機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供

を行うこと。 

第３６条の次に次の１条を加える。 

（不当な働きかけの禁止） 

第３６条の２ 指定訪問介護事業者は，居宅サービス計画の作成又は変更に関し，指定居

宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等基準条例第５条第１項に規定する指定居宅介護

支援事業所をいう。第１６７条第２項において同じ。）の介護支援専門員又は居宅要介

護被保険者（法第４１条第１項に規定する居宅要介護被保険者をいう。）に対して，利

用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行っ

てはならない。 

第４７条中「第２章第５節」を「第２章第６節」に改める。 

第２章中第５節を第６節とし，第４節の次に次の１節を加える。 

第５節 共生型居宅サービスに関する基準 

（共生型訪問介護の基準） 

第４２条の２ 訪問介護に係る共生型居宅サービス（以下この条及び次条において「共生

型訪問介護」という。）の事業を行う指定居宅介護事業者（岡山市指定障害福祉サービ

スの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第８

１号。以下「指定障害福祉サービス基準条例」という。）第５条第１項に規定する指定

居宅介護事業者をいう。）及び重度訪問介護（障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下この条及び第１８３条の２に

おいて「障害者総合支援法」という。）第５条第３項に規定する重度訪問介護をいう。

第１号において同じ。）に係る指定障害福祉サービス（障害者総合支援法第２９条第１



項に規定する指定障害福祉サービスをいう。第１号において同じ。）の事業を行う者が

当該事業に関して満たすべき基準は，次のとおりとする。 

(1) 指定居宅介護事業所（指定障害福祉サービス基準条例第５条第１項に規定する指定

居宅介護事業所をいう。）又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行

う者が当該事業を行う事業所（以下この号において「指定居宅介護事業所等」とい

う。）の従業者の員数が，当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護（指定

障害福祉サービス基準条例第４条第１項に規定する指定居宅介護をいう。）又は重度

訪問介護（以下この号において「指定居宅介護等」という。）の利用者の数を指定居

宅介護等の利用者及び共生型訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合におけ

る当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

(2) 共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため，指定訪問介護事

業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第４２条の３ 第４条，第５条（第１項を除く。）及び第６条並びに前節の規定は，共生

型訪問介護の事業について準用する。この場合において，第５条第２項中「利用者（」

とあるのは「利用者（共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係

る指定障害福祉サービスの利用者をいい，」と，「指定訪問介護又は」とあるのは「共

生型訪問介護及び指定居宅介護若しくは重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス又

は」と，第８条第１項中「第３０条」とあるのは「第４２条の３において準用する第３

０条」と，第２３条第１項第１号中「次条第１項」とあるのは「第４２条の３において

準用する次条第１項」と，第２９条第３項中「第２４条」とあるのは「第４２条の３に

おいて準用する第２４条」と，第４２条第２項第２号中「第１９条第２項」とあるのは

「第４２条の３において準用する第１９条第２項」と，同項第３号中「第２７条」とあ

るのは「第４２条の３において準用する第２７条」と，同項第４号中「第３２条第１

項」とあるのは「第４２条の３において準用する第３２条第１項」と，同項第５号中

「第３８条第２項」とあるのは「第４２条の３において準用する第３８条第２項」と，

同項第６号中「第４０条第２項」とあるのは「第４２条の３において準用する第４０条

第２項」と，同項第７号中「第２０条第１項から第３項まで」とあるのは「第４２条の



３において準用する第２０条第１項から第３項まで」と読み替えるものとする。 

第６０条中「及び第３２条」を「，第３２条から第３６条まで及び第３７条」に改める。 

第６４条中「第３７条まで」を「第３６条まで，第３７条」に改める。 

第６６条第５項中「第１９３条第１０項」を「第１９３条第１４項」に改める。 

第７０条第１項中「居宅介護支援事業者，地域包括支援センター又は保健医療サービス

若しくは福祉サービスを提供する者」を「居宅介護支援事業者等」に改める。 

第８１条中「第４１条」を「第３６条まで，第３７条から第４１条」に改める。 

第８３条第１項中「，指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士，作業療

法士又は言語聴覚士（以下この章において「理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士」と

いう。）を置かなければならない」を「置くべき従業者の員数は，次のとおりとする」に

改め，同項に次の各号を加える。 

(1) 医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な１以上の数 

(2) 理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士 １以上 

第８３条第２項中「前項」を「第１項」に改め，同項を同条第３項とし，同条第１項の

次に次の１項を加える。 

２ 前項第１号の医師は，常勤でなければならない。 

第８４条の見出し中「の要件」を削り，同条第１項中「又は介護老人保健施設」を「，

介護老人保健施設又は介護医療院」に改める。 

第９２条中「，看護職員（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保

健師，看護師及び准看護師を除いた保健師，看護師又は准看護師をいう。以下この章にお

いて同じ。）」を削る。 

第９３条第１項第１号イ中「，看護職員」を削り，同項第３号を削る。 

第９４条第１項中「，薬局又は指定訪問看護ステーション等」を「又は薬局」に改める。 

第９７条第１項第１号中「居宅介護支援事業者等」を「居宅介護支援事業者」に改め，

同条中第３項を削り，第４項を第３項とする。 

第９８条中第９号を第１０号とし，第５号から第８号までを１号ずつ繰り下げ，第４号

の次に次の１号を加える。 

(5) 通常の事業の実施地域 



第１０７条第１項に次の１号を加える。 

(7) 指定通所介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置を講

じなければならないこと。 

ア 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

イ 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

第１１５条中「第３９条」を「第３６条まで，第３７条から第３９条」に改める。 

第７章第５節を次のように改める。 

第５節 共生型居宅サービスに関する基準 

（共生型通所介護の基準） 

第１１６条 通所介護に係る共生型居宅サービス（以下この条及び次条において「共生型

通所介護」という。）の事業を行う指定生活介護事業者（指定障害福祉サービス基準条

例第８０条第１項に規定する指定生活介護事業者をいう。），指定自立訓練（機能訓

練）事業者（指定障害福祉サービス基準条例第１４３条第１項に規定する指定自立訓練

（機能訓練）事業者をいう。），指定自立訓練（生活訓練）事業者（指定障害福祉サー

ビス基準条例第１５４条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。），

指定児童発達支援事業者（岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する

基準等を定める条例（平成２４年市条例第７９号。以下この条において「指定通所支援

基準条例」という。）第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業者をいい，主とし

て重症心身障害児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第２項に規定する

重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。）を通わせる事業所において指定児

童発達支援（指定通所支援基準条例第４条に規定する指定児童発達支援をいう。第１号

において同じ。）を提供する事業者を除く。）及び指定放課後等デイサービス事業者

（指定通所支援基準条例第７２条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業者を

いい，主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス

（指定通所支援基準条例第７１条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。第１号

において同じ。）を提供する事業者を除く。）が当該事業に関して満たすべき基準は，

次のとおりとする。 



(1) 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス基準条例第８０条第１項に規定する指

定生活介護事業所をいう。），指定自立訓練（機能訓練）事業所（指定障害福祉サー

ビス基準条例第１４３条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業所をい

う。），指定自立訓練（生活訓練）事業所（指定障害福祉サービス基準条例第１５４

条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所をいう。），指定児童発達支援

事業所（指定通所支援基準条例第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業所をい

う。）又は指定放課後等デイサービス事業所（指定通所支援基準条例第７２条第１項

に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。）（以下この号において「指定

生活介護事業所等」という。）の従業者の員数が，当該指定生活介護事業所等が提供

する指定生活介護（指定障害福祉サービス基準条例第７９条に規定する指定生活介護

をいう。），指定自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービス基準条例第１４２条

に規定する指定自立訓練（機能訓練）をいう。），指定自立訓練（生活訓練）（指定

障害福祉サービス基準条例第１５３条に規定する指定自立訓練（生活訓練）をい

う。），指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス（以下この号において「指

定生活介護等」という。）の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型通所介

護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として

必要とされる数以上であること。 

(2) 共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため，指定通所介護事

業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第１１７条 第８条から第１７条まで，第１９条，第２１条，第２７条，第２８条，第３

４条から第３６条まで，第３７条から第３９条まで，第４１条，第５７条，第１０１条，

第１０３条及び第１０４条第４項並びに前節（第１１５条を除く。）の規定は，共生型

通所介護の事業について準用する。この場合において，第８条第１項中「第３０条に規

定する重要事項に関する規程」とあるのは「重要事項に関する規程（第１１７条におい

て準用する第１０９条に規定する重要事項に関する規程をいう。第１１７条において準

用する第３４条において同じ。）」と，「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護

の提供に当たる従業者（以下「共生型通所介護従業者」という。）」と，第２８条及び



第３４条中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と，第５７条第２項

中「この節」とあるのは「第１１７条において準用する第７章第４節」と，第１０４条

第４項中「前項ただし書の場合（指定通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し，

夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）」とあるのは

「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備を利用し，夜間及び深夜に共生

型通所介護以外のサービスを提供する場合」と，第１０７条第１項第１号中「次条第１

項」とあるのは「第１１７条において準用する次条第１項」と，同項第２号，第１０８

条第５項及び第１１０条第３項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業

者」と，第１１３条の２第４項中「第１０４条第４項の指定通所介護」とあるのは「第

１１７条において準用する第１０４条第４項の共生型通所介護」と，第１１４条第２項

中「次条」とあるのは「第１１７条」と，「前条第２項」とあるのは「第１１７条にお

いて準用する前条第２項」と，「第１０５条第１項から第３項まで」とあるのは「第１

１７条において準用する第１０５条第１項から第３項まで」と読み替えるものとする。 

第１１８条から第１３３条まで 削除 

第１３７条中「第３７条まで」を「第３６条まで，第３７条」に改める。 

第１４０条第２項第１号中「介護老人保健施設」の次に「又は介護医療院」を加える。 

第１４２条第１項中第６号を第７号とし，第５号の次に次の１号を加える。 

(6) 指定通所リハビリテーション事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲

げる措置を講じなければならないこと。 

ア 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

イ 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

第１４４条第１項中「作業療法士」の次に「若しくは言語聴覚士」を加える。 

第１５０条第４項中「介護老人保健施設」の次に「，介護医療院」を加える。 

第１５５条第２項中「居宅介護支援事業者，地域包括支援センター又は保健医療サービ

ス若しくは福祉サービスを提供する者」を「居宅介護支援事業者等」に改める。 

第１６７条第２項中「（指定居宅介護支援等基準条例第５条第１項に規定する指定居宅

介護支援事業所をいう。）」を削る。 



第１７０条中「第４１条」を「第３６条まで，第３７条から第４１条」に改める。 

第１９０条中「第３７条まで」を「第３６条まで，第３７条」に，「第９章第６節」を

「第９章第７節」に改める。 

第９章中第６節を第７節とし，第５節の次に次の１節を加える。 

 第６節 共生型居宅サービスに関する基準 

（共生型短期入所生活介護の基準） 

第１８３条の２ 短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス（以下この条及び次条にお

いて「共生型短期入所生活介護」という。）の事業を行う指定短期入所事業者（指定障

害福祉サービス基準条例第１０３条第１項に規定する指定短期入所事業者をいい，指定

障害者支援施設（障害者総合支援法第２９条第１項に規定する指定障害者支援施設をい

う。以下この条において同じ。）が指定短期入所（指定障害福祉サービス基準条例第９

９条に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。）の事業を行う事業所

として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部

又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合に

おいて，当該事業を行う事業所（以下この条において「指定短期入所事業所」とい

う。）において指定短期入所を提供する事業者に限る。）が当該事業に関して満たすべ

き基準は，次のとおりとする。 

(1) 指定短期入所事業所の居室の面積を指定短期入所の利用者の数と共生型短期入所生

活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が，９．９平方メートル以上であるこ

と。 

(2) 指定短期入所事業所の従業者の員数が，当該指定短期入所事業所が提供する指定短

期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型短期入所生活介護の利用者の

数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数

以上であること。 

(3) 共生型短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため，指定短

期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第１８３条の３ 第９条から第１３条まで，第１５条，第１６条，第１９条，第２１条，



第２７条，第３４条から第３６条まで，第３７条から第４１条まで，第５７条，第１１

０条，第１１２条，第１１３条，第１４９条及び第１５１条並びに第４節（第１７０条

を除く。）の規定は，共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合にお

いて，第３４条中「重要事項に関する規程」とあるのは「重要事項に関する規程（第１

８３条の３において準用する第１６６条に規定する重要事項に関する規程をいう。第１

８３条の３において準用する第１５４条第１項において同じ。）」と，「訪問介護員

等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者（以下「共生型短期入

所生活介護従業者」という。）」と，第１１０条第３項中「通所介護従業者」とあるの

は「共生型短期入所生活介護従業者」と，第１５４条第１項中「第１６６条に規定する

重要事項に関する規程」とあるのは「重要事項に関する規程」と，同項，第１５７条第

３項，第１５８条第１項及び第１６５条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共

生型短期入所生活介護従業者」と，第１５７条第２項中「次条第１項」とあるのは「第

１８３条の３において準用する次条第１項」と，第１６９条第２項第２号中「第１５７

条第５項」とあるのは「第１８３条の３において準用する第１５７条第５項」と，同項

第３号から第７号までの規定中「次条」とあるのは「第１８３条の３」と，同項第８号

中「第１５６条第１項から第３項まで」とあるのは「第１８３条の３において準用する

第１５６条第１項から第３項まで」と読み替えるものとする。 

第１９２条第１項に次の１号を加える。 

(5) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては，当該指定短期入所療養

介護事業所に置くべき医師，薬剤師，看護職員，介護職員，理学療法士又は作業療法

士及び栄養士の員数は，それぞれ，利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合

における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数

以上とする。 

第１９３条第１項第４号イ中「食堂及び」を削り，同項に次の１号を加える。 

(5) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては，法に規定する介護医療

院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院（岡山市介護医療院の人

員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成３０年市条例第  

号）第４４条に規定するユニット型介護医療院をいう。第２０９条及び第２１７条に



おいて同じ。）に関するものを除く。）を有すること。 

第１９４条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加える。 

第２０４条に次の１号を加える。 

(4) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては，利用者を当該介護医療

院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利

用者数 

第２０９条第１項に次の１号を加える。 

(5) 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては，法に規定す

る介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院に関するもの

に限る。）を有することとする。 

第２１７条に次の１号を加える。 

(3) ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては，

利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療

養室の定員を超えることとなる利用者数 

第２２０条第９項中「のうち１人以上，及び介護職員のうち」を「及び介護職員のうち

それぞれ」に改める。 

第２２８条中第６項を第７項とし，第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

第２３９条中「第４１条」を「第３６条まで，第３７条から第４１条」に改める。 

第２４０条中「をいう。」の次に「以下同じ。」を加える。 

第２５０条中「第４１条」を「第３６条まで，第３７条から第４１条」に改める。 

第２５７条第１項第１号中「利用料」の次に「，全国平均貸与価格」を加え，同項に次



の１号を加える。 

(6) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，同一種目における機能又は価格帯の異なる

複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供すること。 

第２５８条第４項中「利用者」の次に「及び当該利用者に係る介護支援専門員」を加え

る。 

第２６５条中「第３５条」の次に「，第３６条，第３７条」を加える。 

第２６７条中「から第３７条まで」を「，第３６条，第３７条」に改める。 

第２７８条中「第３５条」の次に「，第３６条，第３７条」を，「「利用者」と」の次

に「，第３３条第１項中「訪問介護員等」とあるのは「従業員」と」を加える。 

附則第８条第１号中「以下」を「老人福祉法第２０条の６に規定する軽費老人ホームを

いう。附則第２２条において同じ。）（以下この号において」に改める。 

附則に次の３条を加える。 

第２２条 第２２０条の規定にかかわらず，療養病床等を有する病院又は病床を有する診

療所の開設者が，当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１日

までの間に転換（当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させると

ともに，当該病院等の施設を介護医療院，軽費老人ホームその他の要介護者，要支援者

その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次条及び附則第

２４条において同じ。）を行って指定特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型指

定特定施設入居者生活介護を除く。）の事業を行う医療機関併設型指定特定施設（介護

老人保健施設，介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設をいう。

以下同じ。）の生活相談員，機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は，次の

とおりとする。 

(1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設，介護医療院又は病院若しくは診療

所の理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定特定施設

の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは，置かないことができること。 

(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた

適当数 

第２３条 第２４２条の規定にかかわらず，療養病床等を有する病院又は病床を有する診



療所の開設者が，当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１日

までの間に転換を行って外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う

医療機関併設型指定特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は，当該医

療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数とする。 

第２４条 第２２２条及び第２４４条の規定にかかわらず，療養病床等を有する病院又は

病床を有する診療所の開設者が，当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３

６年３月３１日までの間に転換を行って指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合

の医療機関併設型指定特定施設においては，併設される介護老人保健施設，介護医療院

又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより，当該医療機関併設型指定特定施

設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは，当該医療機関併設型指定特定

施設に浴室，便所及び食堂を置かないことができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，第２５７条第１項第１号の

改正規定は，平成３０年１０月１日から施行する。 

（看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置） 

２ この条例の施行の際現に介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項に規

定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる改正前の岡山市指定居宅

サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「旧居宅サ

ービス等基準条例」という。）第９２条に規定する指定居宅療養管理指導のうち，看護

職員（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師，看護師及び准

看護師を除いた保健師，看護師又は准看護師をいう。）が行うものについては，旧居宅

サービス等基準条例第９２条から第９４条まで及び第９７条第３項の規定は，平成３０

年９月３０日までの間，なおその効力を有する。 

 

 

提案理由 

指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第



３７号）の一部改正に伴い，共生型居宅サービスに関する基準を定める等のため，本条例

の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ ２ 号 議 案 

   岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等 

を定める条例の一部を改正する条例 

岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条

例（平成２４年市条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員，設備及び運営に関す 

    「第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準（第６１条の２０の２・ 

第６節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員，設備及び運営に 

第６１条の２０の３） 

関する基準     」 

第１条中「要件を定め，」の次に「法第７８条の２の２第１項の規定に基づき，指定共

生型地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準を定め，並びに」を加

える。 

第２条中第７号を第８号とし，第６号を第７号とし，第５号の次に次の１号を加える。 

(6) 共生型地域密着型サービス 法第７８条の２の２第１項の申請に係る法第４２条の

２第１項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをいう。 

第６条第１項第２号中「（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護

福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同

る基準」を 

に改める。 



じ。）」を削り，同条第２項中「３年以上」を「１年以上（特に業務に従事した経験が必

要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては，３年以上）」に改め，同条第５項中

「，午後６時から午前８時までの間において」を削り，同項に次の１号を加える。 

(12) 介護医療院 

第６条第７項中「午後６時から午前８時までの間は，」を削り，同条第８項中「，午後

６時から午前８時までの間は」を削り，同条第１２項中「第１９３条第１０項」を「第１

９３条第１４項」に改める。 

第３３条第３項中「午後６時から午前８時までの間に行われる」を削る。 

第４０条第１項中「３月」を「６月」に改め，同条第４項中「場合には」の次に「，正

当な理由がある場合を除き」を加え，「行うよう努めなければならない」を「行わなけれ

ばならない」に改める。 

第４８条第２項中「３年以上」を「１年以上（特に業務に従事した経験が必要な者とし

て厚生労働大臣が定めるものにあっては，３年以上）」に改める。 

 第６１条の９第１項中第８号を第９号とし，第７号を第８号とし，第６号の次に次の１

号を加える。 

(7) 指定地域密着型通所介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる

措置を講じなければならないこと。 

 ア 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  イ 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

 第６１条の１０第５項中「指定地域密着型通所介護従業者」を「地域密着型通所介護従

業者」に改める。 

第６１条の２５中「９人」を「１８人」に改める。 

第６１条の３０第１項に次の１号を加える。 

(8) 指定療養通所介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置

を講じなければならないこと。 

 ア 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

 イ 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に



実施すること。 

第６１条の３８中「第３５条中」の次に「「運営規程」とあるのは「第６１条の３４に

規定する重要事項に関する規程」と，」を加える。 

第３章の２中第５節を第６節とし，第４節の次に次の１節を加える。 

   第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準 

（共生型地域密着型通所介護の基準） 

第６１条の２０の２ 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス（以下この条

及び次条において「共生型地域密着型通所介護」という。）の事業を行う指定生活介

護事業者（岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準

等を定める条例（平成２４年市条例第８１号。以下この条において「指定障害福祉サ

ービス基準条例」という。）第８０条第１項に規定する指定生活介護事業者をい

う。），指定自立訓練（機能訓練）事業者（指定障害福祉サービス基準条例第１４３

条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。），指定自立訓練（生

活訓練）事業者（指定障害福祉サービス基準条例第１５４条第１項に規定する指定自

立訓練（生活訓練）事業者をいう。），指定児童発達支援事業者（岡山市指定通所支

援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第

７９号。以下この条において「指定通所支援基準条例」という。）第５条第１項に規

定する指定児童発達支援事業者をいい，主として重症心身障害児（児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第７条第２項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条

において同じ。）を通わせる事業所において指定児童発達支援（指定通所支援基準条

例第４条に規定する指定児童発達支援をいう。第１号において同じ。）を提供する事

業者を除く。）及び指定放課後等デイサービス事業者（指定通所支援基準条例第７２

条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい，主として重症心身障害

児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス（指定通所支援基準条例第７

１条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。）を提供する事業者を除く。）が

当該事業に関して満たすべき基準は，次のとおりとする。 

(1) 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス基準条例第８０条第１項に規定する

指定生活介護事業所をいう。），指定自立訓練（機能訓練）事業所（指定障害福祉



サービス基準条例第１４３条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業所を

いう。），指定自立訓練（生活訓練）事業所（指定障害福祉サービス基準条例第１

５４条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所をいう。），指定児童発

達支援事業所（指定通所支援基準条例第５条第１項に規定する指定児童発達支援事

業所をいう。）又は指定放課後等デイサービス事業所（指定通所支援基準条例第７

２条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。）（以下この号に

おいて「指定生活介護事業所等」という。）の従業者の員数が，当該指定生活介護

事業所等が提供する指定生活介護（指定障害福祉サービス基準条例第７９条に規定

する指定生活介護をいう。），指定自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービス

基準条例第１４２条に規定する指定自立訓練（機能訓練）をいう。），指定自立訓

練（生活訓練）（指定障害福祉サービス基準条例第１５３条に規定する指定自立訓

練（生活訓練）をいう。），指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス（以

下この号において「指定生活介護等」という。）の利用者の数を指定生活介護等の

利用者及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合にお

ける当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

(2) 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため，指

定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けている

こと。 

（準用） 

第６１条の２０の３ 第９条から第１３条まで，第１５条から第１８条まで，第２０条，

第２２条，第２９条，第３５条から第３９条まで，第４２条，第５５条，第６１条の２，

第６１条の４及び第６１条の５第４項並びに前節（第６１条の２０を除く。）の規定は，

共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において，第９条第１項

中「第３２条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程（第６１条の１２に規定する

重要事項に関する規程をいう。第３５条において同じ。）」と，「定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者

（以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。）」と，第３５条中「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と，



第６１条の５第４項中「前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第１項

に掲げる設備を利用し，夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供

する場合に限る。）」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着

型通所介護事業所の設備を利用し，夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサ

ービスを提供する場合」と，第６１条の９第１項第４号，第６１条の１０第５項並びに

第６１条の１３第３項及び第４項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型

地域密着型通所介護従業者」と，第６１条の１９第２項第４号中「次条において準用す

る第２０条第２項」とあるのは「第２０条第２項」と，同項第５号中「次条において準

用する第２９条」とあるのは「第２９条」と，同項第６号中「次条において準用する第

３９条第２項」とあるのは「第３９条第２項」と読み替えるものとする。 

第６３条第１項中「介護老人保健施設」の次に「，介護医療院」を加え，「同条第２０

項」を「同条第２１項」に改める。 

第６７条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニット型指定地域

密着型介護老人福祉施設（第１８０条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設をいう。以下この項において同じ。）を除く。）」を加え，「３人以下とする」を

「３人以下とし，ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに

当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定認知症対

応型通所介護の利用者の数の合計が１日当たり１２人以下となる数とする」に改め，同条

第２項中「第８４条第７項」の次に「及び第１９３条第８項」を加える。 

第７２条第１項中第８号を第９号とし，第７号を第８号とし，第６号の次に次の１号を

加える。 

(7) 指定認知症対応型通所介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲

げる措置を講じなければならないこと。 

 ア 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  イ 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

第８４条第１項中「小規模多機能型居宅介護，」を「小規模多機能型居宅介護」に，

「本体事業所及び」を「本体事業所並びに」に改め，「他の同項に規定するサテライト型



指定小規模多機能型居宅介護事業所」の次に「及び第１９３条第８項に規定するサテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」を加え，同条第６項の表当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項中「又

は指定介護療養型医療施設」を「，指定介護療養型医療施設」に，「に限る。）」を「に

限る。）又は介護医療院」に改め，同表当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷

地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合の項中「指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所」を「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所，指定地域密着型通

所介護事業所」に改め，同条第７項中「（以下」を「（以下この章において」に改める。 

第８５条第３項及び第８６条中「介護老人保健施設」の次に「，介護医療院」を加える。 

第９４条中第８号を第９号とし，第７号を第８号とし，第６号の次に次の１号を加える。 

(7) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲

げる措置を講じなければならないこと。 

 ア 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  イ 小規模多機能型居宅介護従業者その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化の

ための研修を定期的に実施すること。 

第１０５条第３項，第１１３条第２項及び第１１４条中「介護老人保健施設」の次に「，

介護医療院」を加える。 

第１１９条中第７項を第８項とし，第６項の次に次の１項を加える。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲

げる措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護従業者その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

第１２７条第３項中「介護老人保健施設」の次に「，介護医療院」を加える。 

第１３２条第４項中「のうち１人以上，及び介護職員のうち」を「及び介護職員のうち

それぞれ」に改め，「介護老人保健施設」の次に「，介護医療院」を加え，同条第７項第



１号中「若しくは作業療法士」を「，作業療法士若しくは言語聴覚士」に改め，同項に次

の１号を加える。 

(3) 介護医療院 介護支援専門員 

第１４０条中第６項を第７項とし，第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，

次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

第１５３条第３項ただし書を次のように改める。 

ただし，指定地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設（第１８０条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下

この項において同じ。）を除く。以下この項において同じ。）にユニット型指定介護老

人福祉施設（岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成２４年市条例第８７号。以下「指定介護老人福祉施設基準条例」とい

う。）第４４条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下この項におい

て同じ。）を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介護

老人福祉施設の介護職員及び看護職員（指定介護老人福祉施設基準条例第５３条第２項

の規定に基づき配置される看護職員に限る。）又は指定地域密着型介護老人福祉施設に

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合の指定地域密着型介護老人

福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員（第

１８９条第２項の規定に基づき配置される看護職員に限る。）を除き，入所者の処遇に

支障がない場合は，この限りでない。 

第１５３条第４項中「介護老人保健施設」の次に「，介護医療院」を加え，同条第８項

第２号中「若しくは作業療法士」を「，作業療法士若しくは言語聴覚士」に改め，同項に

次の１号を加える。 



(4) 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員 

第１５５条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加える。 

第１５９条中第６項を第７項とし，第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

第１６７条の次に次の１条を加える。 

（緊急時等の対応） 

第１６７条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，現に指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他

必要な場合のため，あらかじめ，第１５３条第１項第１号に掲げる医師との連携方法そ

の他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。 

第１７０条中第１２号を第１３号とし，第７号から第１１号までを１号ずつ繰り下げ，

第６号の次に次の１号を加える。 

(7) 緊急時等における対応方法 

第１８４条中第８項を第９項とし，第７項の次に次の１項を加える。 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，身体的拘束等の適正化を図るため，

次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

第１８８条中第１３号を第１４号とし，第８号から第１２号までを１号ずつ繰り下げ，



第７号の次に次の１号を加える。 

(8) 緊急時等における対応方法 

第１９３条第１項中「（本体事業所」を「（第８４条第７項に規定する本体事業所」に，

「又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」を「及び指定地域密着

型介護予防サービス基準条例第４５条第７項に規定するサテライト型指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所（第６項において「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所」という。）の登録者，第８項に規定する本体事業所である指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所にあっては，当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト型指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，当該サテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所，当該本体事業所に係る他の同項に規

定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係る第

８４条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」に改め，同条

第６項中「（本体事業所」を「（第８４条第７項に規定する本体事業所」に，「サテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」を「サテライト型指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し，その処遇に支障がない場合に，

当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び第８

項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，当該

本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」

に改め，同条第７項に次の１号を加える。 

(5) 介護医療院 

第１９３条中第１０項を第１４項とし，第９項を第１２項とし，同項の次に次の１項を

加える。 

１３ 第１１項の規定にかかわらず，サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所については，本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるとき

は，介護支援専門員に代えて，看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する

前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者（第２０１条において「研修修



了者」という。）を置くことができる。 

第１９３条中第８項を第１１項とし，第７項の次に次の３項を加える。 

８ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

（利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対

応し，利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所であって，指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関す

る事業について３年以上の経験を有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により

設置される当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所であって，当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看

護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下この章において「本体事

業所」という。）との密接な連携の下に運営され，利用者に対し適切な看護サービスを

提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サービスの提供に当た

る看護小規模多機能型居宅介護従業者については，本体事業所の職員により当該サテラ

イト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認め

られるときは，２人以上とすることができる。 

９ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

ついては，夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う看護小規

模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは，夜間及び深夜の時間帯を通

じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 

１０ 第４項の規定にかかわらず，サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

については，看護職員の員数は常勤換算方法で１以上とする。 

第１９４条第２項中「前項」を「第１項」に改め，「介護老人保健施設」の次に「，介

護医療院」を加え，同項を同条第３項とし，同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず，指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障

がない場合は，サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は，本体

事業所の管理者をもって充てることができる。 

第１９５条中「介護老人保健施設」の次に「，介護医療院」を加える。 



第１９６条第１項中「２９人」を「２９人（サテライト型指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所にあっては，１８人）」に改め，同条第２項第１号中「あっては，」を「あっ

ては」に改め，「定める利用定員」の次に「，サテライト型指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所にあっては１２人」を加え，同項第２号中「９人」の次に「（サテライト型指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，６人）」を加える。 

第１９７条第２項第２号に次のように加える。 

オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって，当該指定

看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合には，

当該診療所が有する病床については，宿泊室を兼用することができる。 

第１９９条中第１１号を第１２号とし，第７号から第１０号を１号ずつ繰り下げ，第６

号の次に次の１号を加える。 

(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，

次に掲げる措置を講じなければならないこと。 

 ア 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  イ 看護小規模多機能型居宅介護従業者その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正

化のための研修を定期的に実施すること。 

第２０１条第１項中「介護支援専門員」の次に「（第１９３条第１３項の規定により介

護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあ

っては，研修修了者。以下この条において同じ。）」を加える。 

第２０４条中「介護支援専門員（第８４条第１２項の規定により介護支援専門員を配置

していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，本体事業所の介

護支援専門員。以下この条及び第９５条において同じ。）」とあるのは「介護支援専門

員」を「第８４条第１２項」とあるのは「第１９３条第１３項」と，「サテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所」とあるのは「サテライト型指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所」に改める。 

附則第５条から第７条までの規定中「平成３０年３月３１日」を「平成３６年３月３１

日」に改める。 

附則第７条の次に次の２条を加える。 



第７条の２ 第１３２条の規定にかかわらず，療養病床等を有する病院又は病床を有する

診療所の開設者が，当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１

日までの間に転換（当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させる

とともに，当該病院等の施設を介護医療院，軽費老人ホームその他の要介護者，要支援

者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次条において

同じ。）を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型

指定地域密着型特定施設（介護老人保健施設，介護医療院又は病院若しくは診療所に併

設される指定地域密着型特定施設をいう。以下この条及び次条において同じ。）の生活

相談員，機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は，次のとおりとする。 

 (1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設，介護医療院又は病院若しくは診療

所の理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定地域密着

型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは，置かないことがで

きること。 

 (2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の実

情に応じた適当数 

第７条の３ 第１３４条の規定にかかわらず，療養病床等を有する病院又は病床を有する

診療所の開設者が，当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１

日までの間に転換を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の

医療機関併設型指定地域密着型特定施設においては，併設される介護老人保健施設，介

護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより，当該医療機関併設型指

定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは，当該医療

機関併設型指定地域密着型特定施設に浴室，便所及び食堂を設けないことができる。 

   附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労



働省令第３４号）の一部改正に伴い，共生型地域密着型サービスに関する基準を定める等

のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 

 



甲 第 ４ ３ 号 議 案 

   岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条 

例の一部を改正する条例 

 岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成２

６年市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第３項中「居宅サービス事業者」を「指定居宅サービス事業者（法第４１条第１

項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。）等」に改め，同条第４項中

「介護保険施設」の次に「，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支

援事業者」を加える。 

 第５条第１項中「（以下次条第２項を除き，単に「介護支援専門員」という。）」を削

る。 

 第６条第２項中「介護支援専門員」を「介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３

６号）第１４０条の６６第１号イ（３）に規定する主任介護支援専門員」に改める。 

 第７条第２項中「である」を「であり，利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹

介するよう求めることができる」に改め，同条中第７項を第８項とし，同条第６項中「第

３項の」を「第４項の」に改め，同項第１号中「第３項各号」を「第４項各号」に改め，

同項を同条第７項とし，同条第５項中「第３項第１号」を「第４項第１号」に改め，同項



を同条第６項とし，同条中第４項を第５項とし，第３項を第４項とし，第２項の次に次の

１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援の提供の開始に際し，あらかじめ，利

用者又はその家族に対し，利用者について，病院又は診療所に入院する必要が生じた場

合には，当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝

えるよう求めなければならない。 

 第１６条第９号中「ただし，」の次に「利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）の心

身の状況等により，主治の医師又は歯科医師（以下この条において「主治の医師等」とい

う。）の意見を勘案して必要と認める場合その他の」を加え，同条第１３号の次に次の１

号を加える。 

(13)の２ 介護支援専門員は，指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供

を受けたときその他必要と認めるときは，利用者の服薬状況，口腔
くう

機能その他の利用

者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを，利用者の同意を得て

主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供すること。 

第１６条第１４号中「前号」を「第１３号」に改め，同条第１８号の次に次の１号を加

える。 

 (18)の２ 介護支援専門員は，居宅サービス計画に指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号）第１３条第１８号の２に規定す

る厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護（同号に規定する厚生労働大臣が定める

ものに限る。以下この号において同じ。）を位置付ける場合にあっては，その利用の

妥当性を検討し，当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに，

当該居宅サービス計画を市町村に届け出ること。 

第１６条第１９号中「主治の医師又は歯科医師（以下「主治の医師等」という。）」を

「主治の医師等」に改め，同号の次に次の１号を加える。 

 (19)の２ 前号の場合において，介護支援専門員は，居宅サービス計画を作成した際に

は，当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付すること。 

   附 則 

 （施行期日） 



１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，第１６条第１８号の次に１

号を加える改正規定は，平成３０年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成３３年３月３１日までの間は，改正後の第６条第２項の規定にかかわらず，介護

支援専門員（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６第

１号イ（３）に規定する主任介護支援専門員を除く。）を改正後の第６条第１項に規定

する管理者とすることができる。 

 

 

提案理由 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８ 

号）の一部改正に伴い，指定居宅介護支援事業者の医師等に対する情報提供義務を定める

等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 

 



甲 第 ４ ４ 号 議 案 

岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例 

 岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２４年市条例第８７号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第４項中「及びユニット型指定介護老人福祉施設を併設する場合又は指定介護老

人福祉施設及び」を「にユニット型指定介護老人福祉施設を併設する場合の指定介護老人

福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員（第５３条第２項

の規定に基づき配置される看護職員に限る。）又は指定介護老人福祉施設に」に，「）を

併設する場合の介護職員及び看護職員（第５３条第２項」を「以下この項において同

じ。）を併設する場合の指定介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設の介護職員及び看護職員（指定地域密着型サービス基準条例第１８９条第２項」に

改める。 

 第９条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加える。 

 第１６条中第６項を第７項とし，第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定介護老人福祉施設は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると 



ともに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

第２５条の次に次の１条を加える。 

（緊急時等の対応） 

第２５条の２ 指定介護老人福祉施設は，現に指定介護福祉施設サービスの提供を行って

いるときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため，あらかじめ，第

５条第１項第１号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定め

ておかなければならない。 

 第２９条中第１２号を第１３号とし，第７号から第１１号までを１号ずつ繰り下げ，第

６号の次に次の１号を加える。 

 (7) 緊急時等における対応方法 

第４８条中第８項を第９項とし，第７項の次に次の１項を加える。 

８ ユニット型指定介護老人福祉施設は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる

措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

第５２条中第１３号を第１４号とし，第８号から第１２号までを１号ずつ繰り下げ，第

７号の次に次の１号を加える。 

 (8) 緊急時等における対応方法 

附則第５条から第７条までの規定中「平成３０年３月３１日」を「平成３６年３月３１

日」に改める。 

附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 



 

 

提案理由 

 指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３９

号）の一部改正に伴い，指定介護老人福祉施設における身体的拘束等の適正化のための措

置を講ずる義務を定める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 

 



甲 第 ４ ５ 号 議 案 

   岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定 

める条例の一部を改正する条例 

岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

（平成２４年市条例第８８号）の一部を次のように改正する。 

第５条第４項中「）及び」を「以下この項において同じ。）に」に改め，「場合の」の

次に「介護老人保健施設及びユニット型介護老人保健施設の」を加え，同条第６項中「当

該施設以外の介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加え，同項中第２号を

第３号とし，第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員 

第５条第７項及び第６条第１項中「病院又は」を「介護医療院又は病院若しくは」に改

める。 

第１７条第６項中「介護保険施設サービス」を「介護保健施設サービス」に改め，同項

を同条第７項とし，同条第５項の次に次の１項を加える。 

６ 介護老人保健施設は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 



(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

第３３条第４項中「介護保健施設」を「介護保険施設」に改める。 

第４６条第１項中「病院又は」を「介護医療院又は病院若しくは」に改める。 

第４８条中第８項を第９項とし，第７項の次に次の１項を加える。 

８ ユニット型介護老人保健施設は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置

を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

附則第６条から第１０条までの規定中「平成３０年３月３１日」を「平成３６年３月３

１日」に改める。 

附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準（平成１１年厚生省令

第４０号）の一部改正に伴い，介護老人保健施設における身体的拘束等の適正化のための

措置を講ずる義務を定める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ ６ 号 議 案 

   岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部を改正する条例 

岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２４年市条例第８９号）の一部を次のように改正する。 

第５条第７項中「）及び」を「以下この項において同じ。）に」に改め，「場合の」の

次に「指定介護療養型医療施設及びユニット型指定介護療養型医療施設の」を加える。 

第１８条中第６項を第７項とし，第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定介護療養型医療施設は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置を講

じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

第４９条中第８項を第９項とし，第７項の次に次の１項を加える。 

８ ユニット型指定介護療養型医療施設は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げ

る措置を講じなければならない。 



(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

附則第９条から第１２条までの規定中「平成３０年３月３１日」を「平成３６年３月３

１日」に改める。 

附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効

力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準（平

成１１年厚生省令第４１号）の一部改正に伴い，指定介護療養型医療施設における身体的

拘束等の適正化のための措置を講ずる義務を定める等のため，本条例の一部を改正しよう

とするものである。 



甲 第 ４ ７ 号 議 案 

岡山市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条

例の制定について 

岡山市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例を次のよ

うに制定するものとする。 

平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条 

例 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 基本方針（第４条） 

第３章 人員に関する基準（第５条） 

第４章 施設及び設備に関する基準（第６条・第７条） 

第５章 運営に関する基準（第８条－第４３条） 

第６章 ユニット型介護医療院の基本方針並びに施設，設備及び運営に関する基準 

第１節 この章の趣旨及び基本方針（第４４条・第４５条） 

第２節 施設及び設備に関する基準（第４６条） 

第３節 運営に関する基準（第４７条－第５５条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１

１１条第１項から第３項までの規定に基づき，介護医療院の人員，施設及び設備並びに



運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 療養床 療養室のうち，入所者１人当たりの寝台又はこれに代わる設備の部分をい

う。 

(2) Ⅰ型療養床 療養床のうち，主として長期にわたり療養が必要である者であって，

重篤な身体疾患を有するもの，身体合併症を有する認知症高齢者であるもの等を入所

させるためのものをいう。 

(3) Ⅱ型療養床 療養床のうち，Ⅰ型療養床以外のものをいう。 

（一般原則） 

第３条 介護医療院の開設者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに

準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，事業

を行う者に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上

の支配力を有するものと認められる者を含む。）及び当該施設を管理する者は，岡山市

暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員であ

ってはならない。 

２ 介護医療院は，入所者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置する等必要

な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実施する等の措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

第２章 基本方針 

第４条 介護医療院は，長期にわたり療養が必要である者に対し，施設サービス計画に基

づいて，療養上の管理，看護，医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な

医療並びに日常生活上の世話を行うことにより，その者がその有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 

２ 介護医療院は，入所者の意思及び人格を尊重し，常に入所者の立場に立って介護医療

院サービスの提供に努めなければならない。 

３ 介護医療院は，明るく家庭的な雰囲気を有し，地域及び家庭との結び付きを重視した



運営を行い，市町村，地域包括支援センター（法第１１５条の４６第１項に規定する地

域包括支援センターをいう。以下同じ。），居宅介護支援事業者（居宅介護支援事業を

行う者をいう。以下同じ。），居宅サービス事業者（居宅サービス事業を行う者をいう。

第４５条第２項において同じ。），介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

４ 介護医療院は，地域包括支援センターから求めがあった場合には，地域ケア会議に参

加し，又は地域包括支援センターの行う包括的支援事業その他の事業に協力するものと

する。 

第３章 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第５条 法第１１１条第２項の規定により介護医療院に置くべき従業者の員数は，医師及

び看護師にあっては介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準（平成３

０年厚生労働省令第５号。以下「基準省令」という。）で定めるところにより，その他

の従業者にあっては次のとおりとする。 

(1) 薬剤師 常勤換算方法で，介護医療院の入所者のうちⅠ型療養床の利用者（以下こ

の項において「Ⅰ型入所者」という。）の数を１５０で除した数に，介護医療院の入

所者のうちⅡ型療養床の利用者（以下この項において「Ⅱ型入所者」という。）の数

を３００で除した数を加えて得た数以上 

(2) 看護師又は准看護師（第１３条及び第５３条において「看護職員」という。） 常

勤換算方法で，介護医療院の入所者の数を６で除した数以上 

(3) 介護職員 常勤換算方法で，Ⅰ型入所者の数を５で除した数に，Ⅱ型入所者の数を

６で除した数を加えて得た数以上 

(4) 理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士 介護医療院の実情に応じた適当数 

(5) 栄養士 入所定員１００以上の介護医療院にあっては，１以上 

(6) 介護支援専門員 １以上（入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１を標準

とする。） 

(7) 診療放射線技師 介護医療院の実情に応じた適当数 

(8) 調理員，事務員その他の従業者 介護医療院の実情に応じた適当数 



２ 前項の入所者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に許可を受ける場合は，

推定数とする。 

３ 第１項の常勤換算方法は，当該介護医療院の従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数

を当該介護医療院において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の

従業者の員数に換算する方法をいう。 

４ 介護医療院の従業者は，専ら当該介護医療院の職務に従事する者でなければならない。

ただし，介護医療院（ユニット型介護医療院（第４４条に規定するユニット型介護医療

院をいう。以下この項において同じ。）を除く。以下この項において同じ。）にユニッ

ト型介護医療院を併設する場合の介護医療院及びユニット型介護医療院の介護職員を除

き，入所者の処遇に支障がない場合には，この限りでない。 

５ 介護医療院の介護支援専門員は，専らその職務に従事する常勤の者でなければならな

い。ただし，入所者の処遇に支障がない場合には，当該介護医療院の他の職務に従事す

ることができるものとし，介護支援専門員が医療機関併設型介護医療院（病院又は診療

所に併設され，入所者の療養生活の支援を目的とする介護医療院をいう。次項において

同じ。）の職務に従事する場合であって，当該医療機関併設型介護医療院の入所者の処

遇に支障がない場合には，当該医療機関併設型介護医療院に併設される病院又は診療所

の職務に従事することができる。 

６ 第１項第１号，第３号，第４号及び第６号の規定にかかわらず，併設型小規模介護医

療院（医療機関併設型介護医療院のうち，入所定員が１９人以下のものをいう。以下こ

の項において同じ。）の薬剤師，介護職員，理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚

士又は介護支援専門員の員数の基準は，次のとおりとする。 

(1) 薬剤師又は理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士 併設される医療機関が病

院の場合にあっては当該病院の医師，薬剤師又は理学療法士，作業療法士若しくは言

語聴覚士により，併設される医療機関が診療所の場合にあっては当該診療所の医師に

より当該併設型小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われると認められるとき

は，置かないことができること。 

(2) 介護職員 常勤換算方法で，当該併設型小規模介護医療院の入所者の数を６で除し

た数以上 



(3) 介護支援専門員 当該併設型小規模介護医療院の実情に応じた適当数 

第４章 施設及び設備に関する基準 

（条例で定める施設） 

第６条 法第１１１条第１項の規定により介護医療院が有しなければならない施設は，療

養室，診察室，処置室及び機能訓練室にあっては基準省令で定めるところにより，その

他の施設にあっては次のとおりとする。 

(1) 談話室 

(2) 食堂 

(3) 浴室 

(4) レクリエーション・ルーム 

(5) 洗面所 

(6) 便所 

(7) サービス・ステーション 

(8) 調理室 

(9) 洗濯室又は洗濯場 

(10) 汚物処理室 

２ 前項各号に掲げる施設の基準は，次のとおりとする。 

(1) 談話室 入所者同士及び入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。 

(2) 食堂 

ア 内法による測定で，入所者１人当たり１平方メートル以上の面積を有すること。 

イ 食堂は，療養室のある階ごとに療養室に近接して設けるものとし，各階ごとの面

積は，１平方メートルに当該階に設ける療養室の入所定員の合計数を乗じて得た面

積以上とすること。ただし，規則で定める基準を満たすときは，この限りでない。 

(3) 浴室 

ア 浴槽を１つとすること。 

イ 規則で定める基準に従い，浴室ごとに脱衣室を設けること。ただし，入所者等が

一の脱衣室を利用している際は，他の入所者等を入室させない等，プライバシーを

確保するために必要な措置を行う場合は，一の脱衣室を複数の浴室の兼用とするこ



とができる。 

ウ 浴室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いること。 

エ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

オ 一般浴槽のほか，入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けるこ

と。 

カ アからオまでに掲げるもののほか，身体の不自由な者が入浴するのに適したもの

とすること。 

(4) レクリエーション・ルーム レクリエーションを行うために十分な広さを有し，必

要な設備を備えること。 

(5) 洗面所 身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。 

(6) 便所 

ア 便房は，規則で定める基準を満たすものとすること。 

イ アに掲げるもののほか，身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。 

３ 第１項各号に掲げる施設は，専ら当該介護医療院の用に供するものでなければならな

い。ただし，入所者の処遇に支障がない場合には，この限りでない。 

（構造設備の基準） 

第７条 介護医療院の構造設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 介護医療院の建物（入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下

同じ。）は，耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の

２に規定する耐火建築物をいう。第４６条において同じ。）とすること。ただし，次

のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建ての介護医療院の建物にあっては，準

耐火建築物（建築基準法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。第４６条

において同じ。）とすることができる。 

ア 療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設（以下この項及び第４６条第

４項において「療養室等」という。）を２階及び地階のいずれにも設けていないこ

と。 

イ 療養室等を２階又は地階に設けている場合であって，次に掲げる要件の全てを満

たすこと。 



(ｱ) 消防長又は当該介護医療院の所在地を管轄する消防署長と相談の上，第３３条

第１項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事

項を定めること。 

(ｲ) 第３３条第３項に規定する訓練については，同条第１項の計画に従い，昼間及

び夜間において行うこと。 

(ｳ) 火災時における避難，消火等の協力を得ることができるよう，地域住民等との

連携体制を整備すること。 

(2) 療養室等が２階以上の階にある場合は，屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞ

れ１以上設けること。 

(3) 療養室等が３階以上の階にある場合は，避難に支障がないように避難階段を２以上

設けること。ただし，前号の直通階段を建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号）第１２３条第１項の規定による避難階段としての構造とする場合は，その直通階

段の数を避難階段の数に算入することができる。 

(4) 診察の用に供する電気，光線，熱，蒸気又はガスに関する構造設備については，危

害防止上必要な方法を講ずることとし，放射線に関する構造設備については，医療法

施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）第３０条，第３０条の４，第３０条の１３，

第３０条の１４，第３０条の１６，第３０条の１７，第３０条の１８（第１項第４号

から第６号までを除く。），第３０条の１９，第３０条の２０第２項，第３０条の２

１，第３０条の２２，第３０条の２３第１項，第３０条の２５，第３０条の２６第３

項から第５項まで及び第３０条の２７の規定を準用する。この場合において，同令第

３０条の１８第１項中「いずれか及び第４号から第６号までに掲げる措置」とあるの

は，「いずれか」と読み替えるものとする。 

(5) 階段には，手すりを設けること。 

(6) 廊下の構造は，次のとおりとすること。 

ア 幅は，１．８メートル以上とすること。ただし，中廊下の幅は，２．７メートル

以上とすること。 

イ 手すりを設けること。 

ウ 常夜灯を設けること。 



(7) 入所者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備える

こと。 

(8) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

第５章 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第８条 介護医療院は，介護医療院サービスの提供の開始に際し，あらかじめ，入所申込

者又はその家族に対し，第３０条に規定する運営規程の概要，従業者の勤務の体制その

他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付し

て説明を行い，当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。 

２ 介護医療院は，入所申込者又はその家族からの申出があった場合には，前項の規定に

よる文書の交付に代えて，第５項で定めるところにより，当該入所申込者又はその家族

の承諾を得て，当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁

的方法」という。）により提供することができる。この場合において，当該介護医療院

は，当該文書を交付したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 介護医療院の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子

計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し，受信者の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルに記録する方法 

イ 介護医療院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規

定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し，当

該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重

要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の

申出をする場合にあっては，介護医療院の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルにその旨を記録する方法） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要

事項を記録したものを交付する方法 



３ 前項各号に掲げる方法は，入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力するこ

とによる文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは，介護医療院の使用に係る電子計算機と，

入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報

処理組織をいう。 

５ 介護医療院は，第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しようとすると

きは，あらかじめ，当該入所申込者又はその家族に対し，その用いる次に掲げる電磁的

方法の種類及び内容を示し，文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

(1) 第２項各号に掲げる方法のうち介護医療院が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た介護医療院は，当該入所申込者又はその家族から文書又

は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは，当該入

所申込者又はその家族に対し，第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によって

してはならない。ただし，当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾を

した場合は，この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第９条 介護医療院は，正当な理由がなく介護医療院サービスの提供を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第１０条 介護医療院は，入所申込者の病状等を勘案し，入所申込者に対し自ら必要なサ

ービスを提供することが困難であると認めた場合は，適切な病院又は診療所を紹介する

等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第１１条 介護医療院は，介護医療院サービスの提供を求められた場合には，その者の提

示する被保険者証によって，被保険者資格，要介護認定の有無及び要介護認定の有効期

間を確かめるものとする。 

２ 介護医療院は，前項の被保険者証に法第７３条第２項に規定する認定審査会意見が記

載されているときは，当該認定審査会意見に配慮して，介護医療院サービスを提供する

ように努めなければならない。 



（要介護認定の申請に係る援助） 

第１２条 介護医療院は，入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については，

要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し，当該申請が行われていない場

合は，入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わ

なければならない。 

２ 介護医療院は，要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認

定の有効期間の満了日の３０日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

（入退所） 

第１３条 介護医療院は，その心身の状況，病状，その置かれている環境等に照らし療養

上の管理，看護，医学的管理の下における介護及び機能訓練その他医療等が必要である

と認められる者を対象に，介護医療院サービスを提供するものとする。 

２ 介護医療院は，入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えてい

る場合には，長期にわたる療養及び医学的管理の下における介護の必要性を勘案し，介

護医療院サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させる

よう努めなければならない。 

３ 介護医療院は，入所申込者の入所に際しては，その者に係る居宅介護支援事業者に対

する照会等により，その者の心身の状況，生活歴，病歴，指定居宅サービス等（法第８

条第２４項に規定する指定居宅サービス等をいう。第２９条において同じ。）の利用状

況等の把握に努めなければならない。 

４ 介護医療院は，入所者の心身の状況，病状，その置かれている環境等に照らし，その

者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し，その

内容等を記録しなければならない。 

５ 前項の規定による検討に当たっては，医師，薬剤師，看護職員，介護職員，介護支援

専門員等の従業者の間で協議しなければならない。 

６ 介護医療院は，入所者の退所に際しては，入所者又はその家族に対し，適切な指導を

行うとともに，居宅サービス計画の作成等の援助に資するため，居宅介護支援事業者に

対する情報の提供に努めるほか，退所後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医

療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 



（サービスの提供の記録） 

第１４条 介護医療院は，入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設

の種類及び名称を，退所に際しては退所の年月日を，入所者の被保険者証に記載しなけ

ればならない。 

２ 介護医療院は，介護医療院サービスを提供した際には，提供した具体的なサービスの

内容等を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第１５条 介護医療院は，法定代理受領サービス（法第４８条第４項の規定により施設介

護サービス費（同条第１項に規定する施設介護サービス費をいう。以下この項及び第４

７条第１項において同じ。）が入所者に代わり当該介護医療院に支払われる場合の当該

施設介護サービス費に係る介護医療院サービスをいう。以下同じ。）に該当する介護医

療院サービスを提供した際には，入所者から利用料（施設介護サービス費の支給の対象

となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）の一部として，当該介護医療院サービスに

ついて法第４８条第２項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

（その額が現に当該介護医療院サービスに要した費用の額を超えるときは，当該現に介

護医療院サービスに要した費用の額とする。次項及び第４７条において「施設サービス

費用基準額」という。）から当該介護医療院に支払われる施設介護サービス費の額を控

除して得られた額の支払を受けるものとする。 

２ 介護医療院は，法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスを提供した際

に入所者から支払を受ける利用料の額と，施設サービス費用基準額との間に，不合理な

差額が生じないようにしなければならない。 

３ 介護医療院は，前２項に定めるもののほか，次に掲げる費用の額の支払を受けること

ができる。 

(1) 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が入所者に支給された場合は，同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額

（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護

医療院に支払われた場合は，同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額）を限度

とする。） 



(2) 居住に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費

が入所者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同

条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療

院に支払われた場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の負担限度額）を限度と

する。） 

(3) 基準省令第１４条第３項第３号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき入所

者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

(4) 基準省令第１４条第３項第４号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき入所

者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

(5) 理美容代 

(6) 前各号に掲げるもののほか，介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち，

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，入所者に負担させるこ

とが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，基準省令第１４条第４項に規定

する厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 介護医療院は，第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては，あ

らかじめ，入所者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用を記した文書を交

付して説明を行い，入所者の同意を得なければならない。ただし，同項第１号から第４

号までに掲げる費用に係る同意については，文書によるものとする。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第１６条 介護医療院は，法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスに係る

費用の支払を受けた場合は，提供した介護医療院サービスの内容，費用の額その他必要

と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければなら

ない。 

（介護医療院サービスの取扱方針） 

第１７条 介護医療院は，施設サービス計画に基づき，入所者の要介護状態の軽減又は悪

化の防止に資するよう，その者の心身の状況等を踏まえて，その者の療養を妥当適切に

行わなければならない。 



２ 介護医療院サービスは，施設サービス計画に基づき，漫然かつ画一的なものとならな

いよう配慮して行われなければならない。 

３ 介護医療院の従業者は，介護医療院サービスの提供に当たっては，懇切丁寧を旨とし，

入所者又はその家族に対し，療養上必要な事項について，理解しやすいように指導又は

説明を行わなければならない。 

４ 介護医療院は，介護医療院サービスの提供に当たっては，当該入所者又は他の入所者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その他入所

者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

５ 介護医療院は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の入所者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 介護医療院は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

７ 介護医療院は，多様な評価の手法を用いてその提供する介護医療院サービスの質の評

価を行い，常にその改善を図るとともに，定期的に外部の者による評価を受けて，それ

らの結果の公表に努めなければならない。 

（施設サービス計画の作成） 

第１８条 介護医療院の管理者は，介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業

務を担当させるものとする。 

２ 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下この条及び第２９条

において「計画担当介護支援専門員」という。）は，施設サービス計画の作成に当たっ

ては，入所者の日常生活全般を支援する観点から，地域の住民による自発的な活動によ

るサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならな

い。 



３ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画の作成に当たっては，適切な方法によ

り，入所者について，その有する能力，その置かれている環境等の評価を通じて入所者

が現に抱える問題点を明らかにし，入所者が自立した日常生活を営むことができるよう

に支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

４ 計画担当介護支援専門員は，前項の規定による解決すべき課題の把握（次項及び第９

項において「アセスメント」という。）に当たっては，入所者及びその家族に面接して

行わなければならない。この場合において，計画担当介護支援専門員は，面接の趣旨を

入所者及びその家族に対して十分に説明し，理解を得なければならない。 

５ 計画担当介護支援専門員は，入所者の希望，入所者についてのアセスメントの結果及

び医師の治療の方針に基づき，入所者の家族の希望を勘案して，入所者及びその家族の

生活に対する意向，総合的な援助の方針，生活全般の解決すべき課題，介護医療院サー

ビスの目標及びその達成時期，介護医療院サービスの内容，介護医療院サービスを提供

する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。 

６ 計画担当介護支援専門員は，サービス担当者会議（入所者に対する介護医療院サービ

スの提供に当たる他の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して行

う会議をいう。第１１項において同じ。）の開催，担当者に対する照会等により，当該

施設サービス計画の原案の内容について，担当者から，専門的な見地からの意見を求め

るものとする。 

７ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその

家族に対して説明し，文書により入所者の同意を得なければならない。 

８ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画を作成した際には，当該施設サービス

計画を入所者に交付しなければならない。 

９ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画の作成後，施設サービス計画の実施状

況の把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い，必要に応じて施

設サービス計画の変更を行うものとする。 

１０ 計画担当介護支援専門員は，前項に規定する実施状況の把握（第２号において「モ

ニタリング」という。）に当たっては，入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継

続的に行うこととし，特段の事情のない限り，次に定めるところにより行わなければな



らない。 

(1) 定期的に入所者に面接すること。 

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

１１ 計画担当介護支援専門員は，次に掲げる場合においては，サービス担当者会議の開

催，担当者に対する照会等により，施設サービス計画の変更の必要性について，担当者

から，専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

(1) 入所者が法第２８条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

(2) 入所者が法第２９条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

１２ 第２項から第８項までの規定は，第９項に規定する施設サービス計画の変更につい

て準用する。 

（診療の方針） 

第１９条 医師の診療の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 診療は，一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して，的確

な診断を基とし，療養上妥当適切に行うこと。 

(2) 診療に当たっては，常に医学の立場を堅持して，入所者の心身の状況を観察し，要

介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して，心理的な効果をもあげることがで

きるよう適切な指導を行うこと。 

(3) 常に入所者の心身の状況，病状，その置かれている環境等の的確な把握に努め，入

所者又はその家族に対し，適切な指導を行うこと。 

(4) 検査，投薬，注射，処置等は，入所者の病状に照らして妥当適切に行うこと。 

(5) 特殊な療法，新しい療法等については，基準省令第１８条第５号に規定する厚生労

働大臣が定めるもののほか行ってはならないこと。 

(6) 基準省令第１８条第６号に規定する厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入

所者に施用し，又は処方してはならないこと。ただし，医薬品，医療機器等の品質，

有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５号）第２条第１７

項に規定する治験に係る診療において，当該治験の対象とされる薬物を使用する場合

においては，この限りでない。 

（必要な医療の提供が困難な場合等の措置等） 



第２０条 介護医療院の医師は，入所者の病状からみて当該介護医療院において自ら必要

な医療を提供することが困難であると認めたときは，協力病院その他適当な病院若しく

は診療所への入院のための措置を講じ，又は他の医師の対診を求める等診療について適

切な措置を講じなければならない。 

２ 介護医療院の医師は，不必要に入所者のために往診を求め，又は入所者を病院若しく

は診療所に通院させてはならない。 

３ 介護医療院の医師は，入所者のために往診を求め，又は入所者を病院若しくは診療所

に通院させる場合には，当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し，当該入所者の

診療状況に関する情報の提供を行わなければならない。 

４ 介護医療院の医師は，入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院

した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の

提供を受けるものとし，その情報により適切な診療を行わなければならない。 

（機能訓練） 

第２１条 介護医療院は，入所者の心身の諸機能の維持回復を図り，日常生活の自立を助

けるため，理学療法，作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなけれ

ばならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第２２条 看護及び医学的管理の下における介護は，入所者の自立の支援と日常生活の充

実に資するよう，入所者の病状及び心身の状況に応じ，適切な技術をもって行われなけ

ればならない。 

２ 介護医療院は，１週間に２回以上，適切な方法により，入所者を入浴させ，又は清拭
しき

しなければならない。 

３ 介護医療院は，入所者の心身の状況，病状，その置かれている環境等に応じ，適切な

方法により，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 介護医療院は，おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなけれ

ばならない。 

５ 介護医療院は，褥瘡
じょくそう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに，その発生を予防す

るための体制を整備しなければならない。 



６ 介護医療院は，前各項に定めるほか，入所者に対し，離床，着替え，整容その他日常

生活上の世話を適切に行わなければならない。 

７ 介護医療院は，その入所者に対して，入所者の負担により，当該介護医療院の従業者

以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（食事の提供） 

第２３条 入所者の食事は，栄養並びに入所者の身体の状況，病状及びし好を考慮したも

のとするとともに，適切な時間に行われなければならない。 

２ 入所者の食事は，その者の自立の支援に配慮し，できるだけ離床して食堂で行われる

よう努めなければならない。 

（相談及び援助） 

第２４条 介護医療院は，常に入所者の心身の状況，病状，その置かれている環境等の的

確な把握に努め，入所者又はその家族に対し，その相談に適切に応じるとともに，必要

な助言その他の援助を行わなければならない。 

２ 介護医療院は，必要に応じ，入所者が成年後見制度を活用することができるように支

援しなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第２５条 介護医療院は，適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるも

のとする。 

２ 介護医療院は，常に入所者の家族との連携を図るとともに，入所者とその家族との交

流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（入所者に関する市町村への通知） 

第２６条 介護医療院は，介護医療院サービスを受けている入所者が次の各号のいずれか

に該当する場合は，遅滞なく，意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

(1) 正当な理由なしに介護医療院サービスの利用に関する指示に従わないことにより，

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け，又は受けようとしたとき。 

（管理者による管理） 

第２７条 介護医療院の管理者は，専ら当該介護医療院の職務に従事する常勤の者でなけ



ればならない。ただし，当該介護医療院の管理上支障のない場合は，同一敷地内にある

他の事業所若しくは施設等又はサテライト型特定施設（岡山市指定地域密着型サービス

の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第８６号。

以下この条において「指定地域密着型サービス基準条例」という。）第１３２条第４項

に規定するサテライト型特定施設をいう。）若しくはサテライト型居住施設（指定地域

密着型サービス基準条例第１５３条第４項に規定するサテライト型居住施設をいう。）

の職務に従事することができるものとする。 

２ 介護医療院の管理は，法第１０９条第１項及び第２項に定めるもののほか，規則で定

める基準によるものとする。 

（管理者の責務） 

第２８条 介護医療院の管理者は，当該介護医療院の従業者の管理，業務の実施状況の把

握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 介護医療院の管理者は，従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を

行うものとする。 

３ 介護医療院の管理者は，介護医療院に医師を宿直させなければならない。ただし，当

該介護医療院の入所者に対するサービスの提供に支障がない場合にあっては，この限り

でない。 

（計画担当介護支援専門員の責務） 

第２９条 計画担当介護支援専門員は，第１８条に規定する業務のほか，次に掲げる業務

を行うものとする。 

(1) 入所申込者の入所に際し，その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により，

その者の心身の状況，生活歴，病歴，指定居宅サービス等の利用状況等を把握するこ

と。 

(2) 入所者の心身の状況，病状，その置かれている環境等に照らし，その者が居宅にお

いて日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し，その内容等を記

録すること。 

(3) 入所者の退所に際し，居宅サービス計画の作成等の援助に資するため，居宅介護支

援事業者に対して情報を提供するほか，保健医療サービス又は福祉サービスを提供す



る者と密接に連携すること。 

(4) 第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録を行うこと。 

(5) 第４１条第３項の規定による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記

録を行うこと。 

（運営規程） 

第３０条 介護医療院は，次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程（第３

６条において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 入所定員（Ⅰ型療養床に係る入所定員の数，Ⅱ型療養床に係る入所定員の数及びそ

の合計数をいう。） 

(4) 入所者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 施設の利用に当たっての留意事項 

(6) 事故発生の防止及び発生時の対応 

(7) 非常災害対策 

(8) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) 成年後見制度の活用支援 

(11) 苦情解決体制の整備 

(12) その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第３１条 介護医療院は，入所者に対し，適切な介護医療院サービスを提供することがで

きるよう，従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績とともに記録しておかなければ

ならない。 

２ 介護医療院は，当該介護医療院の従業者によって介護医療院サービスを提供しなけれ

ばならない。ただし，入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については，この限り

でない。 

３ 介護医療院は，従業者に対し，その資質の向上のために研修計画を作成し，当該計画



に従い，研修を実施しなければならない。 

４ 介護医療院は，従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（定員の遵守） 

第３２条 介護医療院は，入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならない。た

だし，災害，虐待その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

（非常災害対策） 

第３３条 介護医療院は，当該施設が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定される非

常災害の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた非常災害への対応に関する具体

的計画を策定するとともに，非常災害時の関係機関への通報及び関係者との連携の体制

を整備し，それらの内容（次項において「計画等」という。）を定期的に従業者に周知

しなければならない。 

２ 介護医療院は，当該施設の見やすい場所に，計画等の概要を掲示しなければならない。 

３ 介護医療院は，非常災害に備えるため，第１項の計画に従い，避難又は救出に係る訓

練その他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，定期的に行わなければならない。 

４ 介護医療院は，非常災害時における入所者等の安全の確保が図られるよう，あらかじ

め，近隣の自治体，地域住民，介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に努めるものとする。 

５ 介護医療院は，非常災害時において，高齢者，障害者，乳幼児等特に配慮を要する者

の受入れに努めるものとする。 

（衛生管理等） 

第３４条 介護医療院は，入所者の使用する施設，食器その他の設備又は飲用に供する水

について，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講ずるとともに，医薬品及び

医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 介護医療院は，当該介護医療院において感染症又は食中毒が発生し，又はまん延しな

いように，次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該介護医療院における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を

検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに，その結果について，介

護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 



(2) 当該介護医療院における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を

整備すること。 

(3) 当該介護医療院において，介護職員その他の従業者に対し，感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか，基準省令第３３条第２項第４号に規定する厚生労働大

臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応

を行うこと。 

３ 介護医療院の管理者は，次に掲げる業務を委託する場合は，医療法施行規則第９条の

８，第９条の９，第９条の１２，第９条の１３，別表第１の２及び別表第１の３の規定

を準用する。この場合において，同令第９条の８第１項中「法第１５条の２の規定によ

る人体から排出され」とあるのは「人体から排出され」と，同条第２項中「法第１５条

の２の規定による検体検査」とあるのは「検体検査」と，第９条の９第１項中「法第１

５条の２の規定による医療機器又は医学的処置若しくは手術」とあるのは「医療機器又

は医学的処置」と，第９条の１２中「法第１５条の２の規定による第９条の７に定める

医療機器」とあるのは「医薬品医療機器等法第２条第８項に規定する特定保守管理医療

機器」と，第９条の１３中「法第１５条の２の規定による医療」とあるのは「医療」と

読み替えるものとする。 

(1) 人体から排出され，又は採取された検体の微生物学的検査，血清学的検査，血液学

的検査，病理学的検査，寄生虫学的検査及び生化学的検査の業務 

(2) 医療機器又は医学的処置の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務 

(3) 医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律第２条第８項

に規定する特定保守管理医療機器の保守点検の業務 

(4) 医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務（高圧ガス保安法（昭和２６年

法律第２０４号）の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければな

らないものを除く。） 

（協力病院） 

第３５条 介護医療院は，入所者の病状の急変等に備えるため，あらかじめ，協力病院を

定めておかなければならない。 



２ 介護医療院は，あらかじめ，協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならな

い。 

（掲示） 

第３６条 介護医療院は，当該介護医療院の見やすい場所に，運営規程の概要，従業者の

勤務の体制，協力病院，利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項

を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第３７条 介護医療院の従業者は，正当な理由がなく，その業務上知り得た入所者又はそ

の家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 介護医療院は，従業者であった者が，正当な理由がなく，その業務上知り得た入所者

又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じなければならない。 

３ 介護医療院は，居宅介護支援事業者等に対して，入所者に関する情報を提供する際に

は，あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第３８条 介護医療院は，居宅介護支援事業者又はその従業者に対し，要介護被保険者に

当該介護医療院を紹介することの対償として，金品その他の財産上の利益を供与しては

ならない。 

２ 介護医療院は，居宅介護支援事業者又はその従業者から，当該介護医療院からの退所

者を紹介することの対償として，金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情処理） 

第３９条 介護医療院は，提供した介護医療院サービスに関する入所者又はその家族から

の苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるための窓口を設置する等の

必要な措置を講じなければならない。 

２ 介護医療院は，前項の苦情を受け付けた場合には，当該苦情の内容等を記録しなけれ

ばならない。 

３ 介護医療院は，提供した介護医療院サービスに関し，法第２３条の規定による市町村

が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若

しくは照会に応じ，入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに，



市町村から指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わ

なければならない。 

４ 介護医療院は，市町村からの求めがあった場合には，前項の改善の内容を市町村に報

告しなければならない。 

５ 介護医療院は，提供した介護医療院サービスに関する入所者からの苦情に関して連合

会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康

保険団体連合会をいう。以下この項及び次項において同じ。）が行う法第１７６条第１

項第３号の規定による調査に協力するとともに，連合会から同号の規定による指導又は

助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 介護医療院は，連合会からの求めがあった場合には，前項の改善の内容を連合会に報

告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第４０条 介護医療院は，その運営に当たっては，地域住民又はその自発的な活動等との

連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

２ 介護医療院は，その運営に当たっては，提供した介護医療院サービスに関する入所者

からの苦情に関して，市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村

が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第４１条 介護医療院は，事故の発生又はその再発を防止するため，次に定める措置を講

じなければならない。 

(1) 事故が発生した場合の対応，次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のた

めの指針を整備すること。 

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に，当該事実が

報告され，その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 介護医療院は，入所者に対する介護医療院サービスの提供により事故が発生した場合

は，速やかに市町村，入所者の家族等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなけれ

ばならない。 



３ 介護医療院は，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなけれ

ばならない。 

４ 介護医療院は，入所者に対する介護医療院サービスの提供により賠償すべき事故が発

生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第４２条 介護医療院は，介護医療院サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分

しなければならない。 

（記録の整備） 

第４３条 介護医療院は，従業者，施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 

２ 介護医療院は，入所者に対する介護医療院サービスの提供に関する次に掲げる記録を

整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 施設サービス計画 

(2) 第１３条第４項の規定による居宅において日常生活を営むことができるかどうかに

ついての検討の内容等の記録 

(3) 第１４条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(4) 第１７条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の入所者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(5) 第２６条の規定による市町村への通知に係る記録 

(6) 第３１条第１項の規定による勤務の体制等の記録 

(7) 第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

(8) 第４１条第３項の規定による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記

録 

(9) 法第４０条の規定による介護給付及び第１５条第１項から第３項までに規定する利

用料等に関する請求及び受領等の記録 

第６章 ユニット型介護医療院の基本方針並びに施設，設備及び運営に関する基準 

第１節 この章の趣旨及び基本方針 

（この章の趣旨） 



第４４条 第２章及び前２章の規定にかかわらず，ユニット型介護医療院（施設の全部に

おいて少数の療養室及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室（当該療養室の入

居者が交流し，共同で日常生活を営むための場所をいう。第４６条及び第５０条におい

て同じ。）により一体的に構成される場所（以下「ユニット」という。）ごとに入居者

の日常生活が営まれ，これに対する支援が行われる介護医療院をいう。以下同じ。）の

基本方針並びに施設，設備及び運営に関する基準については，この章に定めるところに

よる。 

（基本方針） 

第４５条 ユニット型介護医療院は，長期にわたり療養が必要である入居者一人一人の意

思及び人格を尊重し，施設サービス計画に基づき，入居前の居宅における生活と入居後

の生活が連続したものとなるよう配慮しながら，療養上の管理，看護，医学的管理の下

における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより，

各ユニットにおいてその入居者が相互に社会的関係を築き，自律的な日常生活を営むこ

とを支援しなければならない。 

２ ユニット型介護医療院は，地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い，市町村，

地域包括支援センター，居宅介護支援事業者，居宅サービス事業者，介護保険施設その

他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければな

らない。 

３ ユニット型介護医療院は，地域包括支援センターから求めがあった場合には，地域ケ

ア会議に参加するよう努めなければならない。 

第２節 施設及び設備に関する基準 

（条例で定める施設） 

第４６条 法第１１１条第１項の規定によりユニット型介護医療院が有しなければならな

い施設は，療養室，診察室，処置室及び機能訓練室にあっては基準省令で定めるところ

により，その他の施設にあっては次のとおりとする。 

(1) ユニット 

(2) 浴室 

(3) サービス・ステーション 



(4) 調理室 

(5) 洗濯室又は洗濯場 

(6) 汚物処理室 

２ 前項各号に掲げる施設の基準は，次のとおりとする。 

(1) ユニット 

ア 共同生活室 

(ｱ) 共同生活室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの入居者

が交流し，共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

(ｲ) 一の共同生活室の床面積は，２平方メートルに当該共同生活室が属するユニッ

トの入居者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(ｳ) 必要な設備及び備品を備えること。 

イ 洗面設備 

(ｱ) 療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

ウ 便所 療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(2) 浴室 

ア 浴槽を１つとすること。 

イ 規則で定める基準に従い，浴室ごとに脱衣室を設けること。ただし，入居者等が

一の脱衣室を利用している際は，他の入居者等を入室させない等，プライバシーを

確保するために必要な措置を行う場合は，一の脱衣室を複数の浴室の兼用とするこ

とができる。 

ウ 浴室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いること。 

エ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

オ 一般浴槽のほか，入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けるこ

と。 

カ アからオまでに掲げるもののほか，身体の不自由な者が入浴するのに適したもの

とすること。 

３ 前項第２号に掲げる設備は，専ら当該ユニット型介護医療院の用に供するものでなけ



ればならない。ただし，入居者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合は，

この限りでない。 

４ 前３項に規定するもののほか，ユニット型介護医療院の設備構造の基準は，次に定め

るところによる。 

(1) ユニット型介護医療院の建物（入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を

除く。以下この号において同じ。）は，耐火建築物とすること。ただし，次のいずれ

かの要件を満たす２階建て又は平屋建てのユニット型介護医療院の建物にあっては，

準耐火建築物とすることができる。 

ア 療養室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

イ 療養室等を２階又は地階に設けている場合であって，次に掲げる要件の全てを満

たすこと。 

(ｱ) 消防長又は当該ユニット型介護医療院の所在地を管轄する消防署長と相談の上，

第５５条において準用する第３３条第１項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅

速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 

(ｲ) 第５５条において準用する第３３条第３項に規定する訓練については，同条第

１項に規定する計画に従い，昼間及び夜間において行うこと。 

(ｳ) 火災時における避難，消火等の協力を得ることができるよう，地域住民等との

連携体制を整備すること。 

(2) 療養室等が２階以上の階にある場合は，屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞ

れ１以上設けること。 

(3) 療養室等が３階以上の階にある場合は，避難に支障がないように避難階段を２以上

設けること。ただし，前号の直通階段を建築基準法施行令第１２３条第１項の規定に

よる避難階段としての構造とする場合は，その直通階段の数を避難階段の数に算入す

ることができる。 

(4) 診察の用に供する電気，光線，熱，蒸気又はガスに関する構造設備については，危

害防止上必要な方法を講ずることとし，放射線に関する構造設備については，医療法

施行規則第３０条，第３０条の４，第３０条の１３，第３０条の１４，第３０条の１

６，第３０条の１７，第３０条の１８（第１項第４号から第６号までを除く。），第



３０条の１９，第３０条の２０第２項，第３０条の２１，第３０条の２２，第３０条

の２３第１項，第３０条の２５，第３０条の２６第３項から第５項まで及び第３０条

の２７の規定を準用する。この場合において，同令第３０条の１８第１項中「いずれ

か及び第４号から第６号までに掲げる措置」とあるのは，「いずれか」と読み替える

ものとする。 

(5) 階段には，手すりを設けること。 

(6) 廊下の構造は，次のとおりとすること。 

ア 幅は，１．８メートル以上とすること。ただし，ユニット内の廊下（中廊下を除

く。）の幅は，円滑な避難に支障がないと認められる場合には，１．５メートル以

上とすることができる。 

イ 手すりを設けること。 

ウ 常夜灯を設けること。 

(7) 入居者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備える

こと。 

(8) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

第３節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第４７条 ユニット型介護医療院は，法定代理受領サービスに該当する介護医療院サービ

スを提供した際には，入居者から利用料の一部として，施設サービス費用基準額から当

該ユニット型介護医療院に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払

を受けるものとする。 

２ ユニット型介護医療院は，法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスを

提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と，施設サービス費用基準額との間に，

不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型介護医療院は，前２項に定めるもののほか，次に掲げる費用の額の支払を

受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が入居者に支給された場合は，同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額



（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニ

ット型介護医療院に支払われた場合は，同条第２項第１号に規定する食費の負担限度

額）を限度とする。） 

(2) 居住に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費

が入居者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同

条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット

型介護医療院に支払われた場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の負担限度

額）を限度とする。） 

(3) 基準省令第４６条第３項第３号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき入居

者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

(4) 基準省令第４６条第３項第４号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき入居

者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

(5) 理美容代 

(6) 前各号に掲げるもののほか，介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち，

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その入居者に負担させ

ることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，基準省令第４６条第４項に規定

する厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ ユニット型介護医療院は，第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当た

っては，あらかじめ，入居者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用を記し

た文書を交付して説明を行い，入居者の同意を得なければならない。ただし，同項第１

号から第４号までに掲げる費用に係る同意については，文書によるものとする。 

（介護医療院サービスの取扱方針） 

第４８条 介護医療院サービスは，入居者が，その有する能力に応じて，自らの生活様式

及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため，施設サー

ビス計画に基づき，入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより，

入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 介護医療院サービスは，各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を



営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 介護医療院サービスは，入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければなら

ない。 

４ 介護医療院サービスは，入居者の自立した生活を支援することを基本として，入居者

の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，その者の心身の状況等を常に把握し

ながら，適切に行われなければならない。 

５ ユニット型介護医療院の従業者は，介護医療院サービスの提供に当たって，入居者又

はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいように説明を行わな

ければならない。 

６ ユニット型介護医療院は，介護医療院サービスの提供に当たっては，当該入居者又は

他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束

等を行ってはならない。 

７ ユニット型介護医療院は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際

の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型介護医療院は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

９ ユニット型介護医療院は，多様な評価の手法を用いてその提供する介護医療院サービ

スの質の評価を行い，常にその改善を図るとともに，定期的に外部の者による評価を受

けて，それらの結果の公表に努めなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第４９条 看護及び医学的管理の下における介護は，各ユニットにおいて入居者が相互に

社会的関係を築き，自律的な日常生活を営むことを支援するよう，入居者の心身の状況，

病状，その置かれている環境等に応じ，適切な技術をもって行われなければならない。 



２ ユニット型介護医療院は，入居者の日常生活における家事を，入居者が，その心身の

状況，病状，その置かれている環境等に応じて，それぞれの役割を持って行うよう適切

に支援しなければならない。 

３ ユニット型介護医療院は，入居者が身体の清潔を維持し，精神的に快適な生活を営む

ことができるよう，適切な方法により，入居者に入浴の機会を提供しなければならない。

ただし，やむを得ない場合には，清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代えるこ

とができる。 

４ ユニット型介護医療院は，入居者の心身の状況，病状，その置かれている環境等に応

じて，適切な方法により，排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型介護医療院は，おむつを使用せざるを得ない入居者については，排せつの

自立を図りつつ，そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型介護医療院は，褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに，その発

生を予防するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型介護医療院は，前各項に定めるほか，入居者が行う離床，着替え，整容等

の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型介護医療院は，その入居者に対して，入居者の負担により，当該ユニット

型介護医療院の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第５０条 ユニット型介護医療院は，栄養並びに入居者の心身の状況及びし好を考慮した

食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型介護医療院は，入居者の心身の状況，症状，その置かれている環境等に応

じて，適切な方法により，食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型介護医療院は，入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供する

とともに，入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をとることができ

るよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型介護医療院は，入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう，その

意思を尊重しつつ，入居者が共同生活室で食事をとることを支援しなければならない。 

（その他のサービスの提供） 



第５１条 ユニット型介護医療院は，入居者のし好に応じた趣味，教養又は娯楽に係る活

動の機会を提供するとともに，入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければな

らない。 

２ ユニット型介護医療院は，常に入居者の家族との連携を図るとともに，入居者とその

家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第５２条 ユニット型介護医療院は，次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 入居定員（Ⅰ型療養床に係る入居定員の数，Ⅱ型療養床に係る入居定員の数及びそ

の合計数をいう。） 

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員 

(5) 入居者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 施設の利用に当たっての留意事項 

(7) 事故発生の防止及び発生時の対応 

(8) 非常災害対策 

(9) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第５３条 ユニット型介護医療院は，入居者に対し，適切な介護医療院サービスを提供す

ることができるよう，従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績とともに記録してお

かなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては，入居者が安心して日常生活を送る

ことができるよう，継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から，次に定める



職員配置を行わなければならない。 

(1) 昼間については，ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置する

こと。 

(2) 夜間及び深夜については，２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜

間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

(3) ユニットごとに，常勤のユニットリーダーを配置すること。 

(4) 前号のユニットリーダーのうち２人以上（２ユニット以下のときは１人以上）の者

は，規則で定める者とすること。この場合において，ユニット型介護医療院と当該ユ

ニット型介護医療院に併設するユニット型指定短期入所生活介護事業所（岡山市指定

居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４

年市条例第８５号）第１７３条第１項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事

業所をいう。）又はユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所（岡山市指定介

護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年市条

例第９０号）第１５７条第１項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護

事業所をいう。）とは同一の施設とみなすことができる。 

３ ユニット型介護医療院は，当該ユニット型介護医療院の従業者によって介護医療院サ

ービスを提供しなければならない。ただし，入居者に対する介護医療院サービスの提供

に直接影響を及ぼさない業務については，この限りでない。 

４ ユニット型介護医療院は，従業者に対し，その資質の向上のために研修計画を作成し，

当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

５ ユニット型介護医療院は，従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（定員の遵守） 

第５４条 ユニット型介護医療院は，ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超えて

入居させてはならない。ただし，災害，虐待その他のやむを得ない事情がある場合は，

この限りでない。 

（準用） 

第５５条 第８条から第１４条まで，第１６条，第１８条から第２１条まで，第２４条，



第２６条から第２９条まで及び第３３条から第４３条までの規定は，ユニット型介護医

療院について準用する。この場合において，第８条第１項中「第３０条に規定する運営

規程」とあるのは「第５２条に規定する重要事項に関する規程」と，第２８条第２項中

「この章」とあるのは「第６章第３節」と，第２９条中「第１８条」とあるのは「第５

５条において準用する第１８条」と，第２９条第４号及び第４３条第２項第７号中「第

３９条第２項」とあるのは「第５５条において準用する第３９条第２項」と，第２９条

第５号及び第４３条第２項第８号中「第４１条第３項」とあるのは「第５５条において

準用する第４１条第３項」と，同項第２号中「第１３条第４項」とあるのは「第５５条

において準用する第１３条第４項」と，同項第３号中「第１４条第２項」とあるのは

「第５５条において準用する第１４条第２項」と，同項第４号中「第１７条第５項」と

あるのは「第４８条第７項」と，同項第５号中「第２６条」とあるのは「第５５条にお

いて準用する第２６条」と，同項第６号中「第３１条第１項」とあるのは「第５３条第

１項」と，同項第９号中「第１５条第１項から第３項まで」とあるのは「第４７条第１

項から第３項まで」と読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成３０年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

第２条 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床等

を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が，当該病院の療養病床等又は当該診療

所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換（当該病院の療養病床等又は当該診療

所の病床の病床数を減少させるとともに，当該病院等の施設を介護医療院，軽費老人ホ

ーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の６に規定する軽費老人ホー

ムをいう。）その他の要介護者，要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設

の用に供することをいう。以下同じ。）を行って介護医療院を開設する場合における当

該介護医療院の建物については，第７条第１項第１号及び第４６条第４項第１号の規定

は，適用しない。 

第３条 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が，当該病院の療養病



床等又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換を行って介護医療院

を開設する場合における当該介護医療院の屋内の直通階段及びエレベーターについての

第７条第１項第２号及び第４６条第４項第２号の規定の適用については，第７条第１項

第２号及び第４６条第４項第２号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以

上設けること」とあるのは，「屋内の直通階段を２以上設けること。ただし，エレベー

ターが設置されているもの又は２階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞ

れ５０平方メートル（主要構造部が耐火構造であるか，又は不燃材料（建築基準法第２

条第９号に規定する不燃材料をいう。）で造られている建築物にあっては１００平方メ

ートル）以下のものについては，屋内の直通階段を１とすることができる」とする。 

第４条 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が，当該病院の療養病

床等又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換を行って介護医療院

を開設する場合における当該介護医療院の療養室に隣接する廊下については，第７条第

１項第６号ア及び第４６条第４項第６号アの規定にかかわらず，幅は，１．２メートル

以上とする。ただし，中廊下の幅は，１．６メートル以上とする。なお，ユニット型介

護医療院の療養室に隣接しない廊下であって中廊下以外のもの（施行日後に増築され，

又は全面的に改築された部分にあるものを除く。）については，一部の幅を拡張するこ

とにより，入居者，従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には， 

１．５メートル以上として差し支えない。 

第５条 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が，当該病院の療養病

床等又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換を行って介護医療院

を開設する場合における当該介護医療院の食堂（施行日後に増築され，又は全面的に改

築された部分にあるものを除く。）については，第６条第２項第２号イの規定は，適用

しない。 

第６条 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が，当該病院の療養病

床等又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換を行って介護医療院

を開設する場合における当該介護医療院の浴室（施行日後に増築され，又は全面的に改

築された部分にあるものを除く。）については，第６条第２項第３号又は第４６条第２

項第２号の規定にかかわらず，次のとおりとする。 



(1) 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

(2) 一般浴槽のほか，入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。 

第７条 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が，当該病院の療養病

床等又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換を行って介護医療院

を開設する場合における当該介護医療院の便所（施行日後に増築され，又は全面的に改

築された部分にあるものを除く。）については，第６条第２項第６号の規定にかかわら

ず，身体の不自由な者が利用するのに適したものとする。 

第８条 平成１８年７月１日から平成３０年３月３１日までの間に，療養病床等を有する

病院又は病床を有する診療所の開設者が，当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床

の転換を行って介護老人保健施設（以下「介護療養型老人保健施設」という。）を開設

した場合であって，平成３６年３月３１日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全

部又は一部を廃止するとともに，介護医療院を開設した場合における当該介護医療院の

建物については，第７条第１項第１号及び第４６条第４項第１号の規定は，適用しない。 

第９条 介護療養型老人保健施設を開設した場合であって，平成３６年３月３１日までの

間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに，介護医療院を開

設した場合における当該介護医療院の屋内の直通階段及びエレベーターについての第７

条第１項第２号及び第４６条第４項第２号の規定の適用については，第７条第１項第２

号及び第４６条第４項第２号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設

けること」とあるのは，「屋内の直通階段を２以上設けること。ただし，エレベーター

が設置されているもの又は２階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ５

０平方メートル（主要構造部が耐火構造であるか，又は不燃材料（建築基準法第２条第

９号に規定する不燃材料をいう。）で造られている建築物にあっては，１００平方メー

トル）以下のものについては，屋内の直通階段を１とすることができる」とする。 

第１０条 介護療養型老人保健施設を開設した場合であって，平成３６年３月３１日まで

の間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに，介護医療院を

開設した場合における当該介護医療院の療養室に隣接する廊下については，第７条第１

項第６号ア及び第４６条第４項第６号アの規定にかかわらず，幅は，１．２メートル以

上とする。ただし，中廊下の幅は，１．６メートル以上とする。なお，ユニット型介護



医療院の療養室に隣接しない廊下であって中廊下以外のもの（施行日後に増築され，又

は全面的に改築された部分にあるものを除く。）については，一部の幅を拡張すること

により，入居者，従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には，１．

５メートル以上として差し支えない。 

第１１条 介護療養型老人保健施設を開設した場合であって，平成３６年３月３１日まで

の間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに，介護医療院を

開設した場合における当該介護医療院の食堂（施行日後に増築され，又は全面的に改築

された部分にあるものを除く。）については，第６条第２項第２号イの規定は，適用し

ない。 

第１２条 介護療養型老人保健施設を開設した場合であって，平成３６年３月３１日まで

の間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに，介護医療院を

開設した場合における当該介護医療院の浴室（施行日後に増築され，又は全面的に改築

された部分にあるものを除く。）については，第６条第２項第３号又は第４６条第２項

第２号の規定にかかわらず，次のとおりとする。 

(1) 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

(2) 一般浴槽のほか，入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。 

第１３条 介護療養型老人保健施設を開設した場合であって，平成３６年３月３１日まで

の間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに，介護医療院を

開設した場合における当該介護医療院の便所（施行日後に増築され，又は全面的に改築

された部分にあるものを除く。）については，第６条第２項第６号の規定にかかわらず，

身体の不自由な者が利用するのに適したものとする。 

第１４条 第５３条第２項第４号の規定の適用については，当分の間，同号中「前号のユ

ニットリーダー」とあるのは「ユニット型介護医療院の管理者及び従業者」とする。 

 

 

提案理由 

介護保険法の一部改正に伴い，介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基

準を定めるため，本条例を制定しようとするものである。 



甲 第 ４ ８ 号 議 案 

岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改

正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例 

岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４

年市条例第９０号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第７節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第１６９条－第１７５

条）」を 

「第７節 共生型介護予防サービスに関する基準（第１６８条の２・第１６８条の３） 

第８節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第１６９条－第１７５条）   」 

に改める。 

第１条中「第５４条第１項第２号」の次に「，第１１５条の２の２第１項」を，「第２

項の規定に基づき，指定介護予防サービス」の次に「，共生型介護予防サービス」を加え

る。 

第２条中第８号を第９号とし，第７号を第８号とし，第６号の次に次の１号を加える。 



(7) 共生型介護予防サービス 法第１１５条の２の２第１項の申請に係る法第５３条第

１項本文の指定を受けた者による指定介護予防サービスをいう。 

第８１条第１項中「，指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士，

作業療法士又は言語聴覚士（以下この章において「理学療法士，作業療法士又は言語聴覚

士」という。）を置かなければならない」を「置くべき従業者の員数は，次のとおりとす

る」に改め，同項に次の２号を加える。 

(1) 医師 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な１以

上の数 

(2) 理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士 １以上 

第８１条第２項中「前項」を「第１項」に改め，同項を同条第３項とし，同条第１項の

次に次の１項を加える。 

２ 前項第１号の医師は，常勤でなければならない。 

第８２条第１項中「又は介護老人保健施設」を「，介護老人保健施設又は介護医療院」

に改める。 

第８９条中「，看護職員（歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するもの

を行う保健師，看護師及び准看護師を除いた保健師，看護師又は准看護師をいう。以下こ

の章において同じ。）」を削る。 

第９０条第１項第１号イ中「，看護職員」を削り，同項第３号を削る。 

第９１条第１項中「，薬局又は指定訪問看護ステーション等」を「又は薬局」に改める。 

第９３条中第９号を第１０号とし，第５号から第８号までを１号ずつ繰り下げ，第４号

の次に次の１号を加える。 

(5) 通常の事業の実施地域 

第９７条第３項を削る。 

第１２１条第２項第１号中「介護老人保健施設」の次に「又は介護医療院」を加える。 

第１２２条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，

次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 



(2) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

第１３０条第１号中「アセスメント」の次に「（指定介護予防支援等基準条例第３３条

第７号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。）」を加える。 

第１３３条第４項中「介護老人保健施設」の次に「，介護医療院」を，「もの（以下」

の次に「この節及び次節において」を加える。 

第１７５条中「第９章第７節」を「第９章第８節」に改める。 

第９章中第７節を第８節とし，第６節の次に次の１節を加える。 

第７節 共生型介護予防サービスに関する基準 

（共生型介護予防短期入所生活介護の基準） 

第１６８条の２ 介護予防短期入所生活介護に係る共生型介護予防サービス（以下この条

及び次条において「共生型介護予防短期入所生活介護」という。）の事業を行う指定短

期入所事業者（岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基

準等を定める条例（平成２４年市条例第８１号。以下この条において「指定障害福祉サ

ービス基準条例」という。）第１０３条第１項に規定する指定短期入所事業者をいい，

指定障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害者支援施設をいう。

以下この条において同じ。）が指定短期入所（指定障害福祉サービス基準条例第９９条

に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。）の事業を行う事業所とし

て当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は

一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合におい

て，当該事業を行う事業所（以下この条において「指定短期入所事業所」という。）に

おいて指定短期入所を提供する事業者に限る。）が当該事業に関して満たすべき基準は，

次のとおりとする。 

(1) 指定短期入所事業所の居室の面積を，指定短期入所の利用者の数と共生型介護予防

短期入所生活介護を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が９．９平方メート

ル以上であること。 

(2) 指定短期入所事業所の従業者の員数が，当該指定短期入所事業所が提供する指定短



期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型介護予防短期入所生活介護の

利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要と

される数以上であること。 

(3) 共生型介護予防短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため，

指定介護予防短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受け

ていること。 

（準用） 

第１６８条の３ 第５１条の３から第５１条の７まで，第５１条の９，第５１条の１０，

第５１条の１３，第５２条の２，第５２条の３，第５４条，第５５条の４から第５５条

の１１，第１２４条の２及び第１２４条の４，第１３２条及び第１３４条並びに第４節

（第１４６条を除く。）及び第５節の規定は，共生型介護予防短期入所生活介護の事業

について準用する。この場合において，第５４条第２項中「この節及び次節」とあるの

は「第９章第７節」と，第５５条の４中「第５５条」とあるのは「第１６８条の３にお

いて準用する第１４２条」と，「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介

護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者（以下「共生型介護予防短期入所生活介

護従業者」という。）」と，第１２４条の２第３項及び第４項中「介護予防通所リハビ

リテーション従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と，第１

３７条第１項中「第１４２条」とあるのは「第１６８条の３において準用する第１４２

条」と，同項及び第１４１条中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生

型介護予防短期入所生活介護従業者」と，第１４５条第２項中「次条」とあるのは「第

１６８条の３」と，同項第２号中「第１４０条第２項」とあるのは「第１６８条の３に

おいて準用する第１４０条第２項」と，同項第８号中「第１３９条第１項から第３項ま

で」とあるのは「第１６８条の３において準用する第１３９条第１項から第３項まで」

と，第１４８条中「第１３２条」とあるのは「第１６８条の３において準用する第１３

２条」と，「前条」とあるのは「第１６８条の３において準用する前条」と読み替える

ものとする。 

第１７７条第１項に次の１号を加える。 

(5) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては，当該指定介護



予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師，薬剤師，看護職員，介護職員，理学療

法士又は作業療法士及び栄養士の員数は，それぞれ，利用者を当該介護医療院の入所

者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保され

るために必要な数以上とする。 

第１７８条第１項第４号イ中「食堂及び」を削り，同項に次の１号を加える。 

(5) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては，法に規定する

介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院（岡山市介護医

療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成３０年市条例

第  号）第４４条に規定するユニット型介護医療院をいう。第１９５条及び第１９

９条において同じ。）に関するものを除く。）を有することとする。 

第１７９条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加える。 

第１８３条に次の１号を加える。 

(4) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては，利用者を当該

介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えること

となる利用者数 

第１９５条第１項に次の１号を加える。 

(5) 介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては，法

に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院に関

するものに限る。）を有すること。 

第１９９条に次の１号を加える。 

(3) ユニット型介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあ

っては，利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定

員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 

第２０７条第９項中「のうち１人以上，及び介護職員のうち」を「及び介護職員のうち

それぞれ」に改める。 

第２１５条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，

次に掲げる措置を講じなければならない。 



(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

第２２９条中「をいう。」の次に「以下同じ。」を加える。 

第２５４条第１号中「利用料」の次に「，全国平均貸与価格」を加え，同条に次の１号

を加える。 

(7) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては，同一種目における機能又は価格帯

の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供すること。 

第２５５条第４項中「利用者」の次に「及び当該利用者に係る介護支援専門員」を加え

る。 

附則に次の３条を加える。 

第２１条 第２０７条の規定にかかわらず，療養病床等を有する病院又は病床を有する診

療所の開設者が，当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１日

までの間に転換（当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させると

ともに，当該病院等の施設を介護医療院，軽費老人ホーム（老人福祉法第２０条の６に

規定する軽費老人ホームをいう。）その他の要介護者，要支援者その他の者を入所又は

入居させるための施設の用に供することをいう。次条及び附則第２３条において同

じ。）を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型指定介護予

防特定施設入居者生活介護を除く。）の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施

設（介護老人保健施設，介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定介護予防

特定施設をいう。以下同じ。）の生活相談員，機能訓練指導員及び計画作成担当者の員

数の基準は，次のとおりとする。 

(1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設，介護医療院又は病院若しくは診療

所の理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定介護予防

特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは，置かないことができ

ること。 



(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情

に応じた適当数 

第２２条 第２３１条の規定にかかわらず，療養病床等を有する病院又は病床を有する診

療所の開設者が，当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１日

までの間に転換を行って外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事

業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数

の基準は，当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数とする。 

第２３条 第２０９条及び第２３３条の規定にかかわらず，療養病床等を有する病院又は

病床を有する診療所の開設者が，当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３

６年３月３１日までの間に転換を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を

行う場合の医療機関併設型指定介護予防特定施設においては，併設される介護老人保健

施設，介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより，当該医療機関

併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは，当

該医療機関併設型指定介護予防特定施設に浴室，便所及び食堂を設けないことができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，第２５４条第１号の改正規

定は，平成３０年１０月１日から施行する。 

（看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置） 

２ この条例の施行の際現に介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項に規

定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる改正前の岡山市指定

介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（以下「旧介護予防

サービス等基準条例」という。）第８９条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導の

うち，看護職員（歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保

健師，看護師及び准看護師を除いた保健師，看護師又は准看護師をいう。）が行うもの

については，旧介護予防サービス等基準条例第８９条から第９１条まで及び第９７条第

３項の規定は，平成３０年９月３０日までの間，なおその効力を有する。 



 

 

提案理由 

指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５

号）の一部改正に伴い，共生型介護予防サービスに関する基準を定める等のため，本条例

の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ ９ 号 議 案 

   岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例（平成２４年市条例第９１号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「介護老人保健施設」の次に「，介護医療院」を加え，「同条第２０ 

項」を「同条第２１項」に改める。 

 第９条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準条例第１８０条に規定するユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）を除く。）」を

加え，「３人以下」を「３人以下とし，ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設にお

いては，ユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と

当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日当たり１２人以

下となる数」に改める。 



 第２４条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，次

に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

 (2) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

 第４５条第６項の表当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施

設等のいずれかが併設されている場合の項中「又は指定介護療養型医療施設」を「，指定

介護療養型医療施設」に，「に限る。）」を「に限る。）又は介護医療院」に改め，同表

当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のい

ずれかがある場合の項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」を「指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所，指定地域密着型通所介護事業所」に改める。 

 第４６条第３項及び第４７条中「介護老人保健施設」の次に「，介護医療院」を加える。 

 第５４条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，

次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

 (2) 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者その他の従業者に対し，身体的拘束等の適

正化のための研修を定期的に実施すること。 

 第６１条第３項，第７３条第２項及び第７４条中「介護老人保健施設」の次に「，介護

医療院」を加える。 

 第７９条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，

次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

 (3) 介護従業者その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に



実施すること。 

第８４条第３項中「介護老人保健施設」の次に「，介護医療院」を加える。 

   附 則 

 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚

生労働省令第３６号）の一部改正に伴い，指定地域密着型介護予防サービスの事業におけ

る身体的拘束等の適正化のための措置を講ずる義務を定める等のため，本条例の一部を改

正しようとするものである。 



甲 第 ５ ０ 号 議 案 

   岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を次

のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等 

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の 

一部を改正する条例 

 岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２６年市条例第３２

号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第４項中「介護保険施設」の次に「，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第１号に規定す

る指定特定相談支援事業者」を加える。 

 第７条第２項中「であること」を「であり，利用者は複数の指定介護予防サービス事業

者（法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。）等を

紹介するよう求めることができること」に改め，同条中第７項を第８項とし，同条第６項

中「第３項の」を「第４項の」に改め，同項第１号中「第３項各号」を「第４項各号」に

改め，同項を同条第７項とし，同条第５項中「第３項第１号」を「第４項第１号」に改め，

同項を同条第６項とし，同条中第４項を第５項とし，第３項を第４項とし，第２項の次に



次の１項を加える。 

３ 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援の提供の開始に際し，あらかじめ，利

用者又はその家族に対し，利用者について，病院又は診療所に入院する必要が生じた場

合には，担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければな

らない。 

 第２０条第７号中「虐待の防止」の次に「の」を加える。 

第３３条第９号中「のために」の次に「，利用者及びその家族の参加を基本としつ

つ，」を加え，同条第１４号の次に次の１号を加える。 

 (14)の２ 担当職員は，指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を

受けたときその他必要と認めるときは，利用者の服薬状況，口腔
くう

機能その他の利用者

の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを，利用者の同意を得て主

治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供すること。 

 第３３条第２１号中「以下」を「次号及び第２２号において」に改め，同号の次に次の

１号を加える。 

 (21)の２ 前号の場合において，担当職員は，介護予防サービス計画を作成した際には，

当該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付すること。 

   附 則 

 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号）の一部改正

に伴い，指定介護予防支援事業者の医師等に対する情報提供義務を定める等のため，本条

例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ５ １ 号 議 案 

   岡山市国民健康保険事業基金条例の制定について 

 岡山市国民健康保険事業基金条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市国民健康保険事業基金条例 

（設置の目的） 

第１条 国民健康保険事業の健全な運営に資するため，岡山市国民健康保険事業基金（以 

下「基金」という。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は，岡山市国民健康保険費特別会計歳入歳出予算（以下 

「予算」という。）で定める額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，各会計年度において岡山市国民健康保険費特別会計歳入歳

出決算上剰余金を生じたときは，当該剰余金から償還期限を繰り上げて行う地方債の償

還の財源に充てる額を控除した額の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入

することができる。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は，金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保 

管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は，必要に応じ，最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ 

る。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は，毎会計年度の予算に計上して，基金に編入するも 

のとする。 



 （処分） 

第５条 基金は，次の各号のいずれかに該当する場合に限り，全部又は一部を処分するこ 

とができる。 

(1) 国民健康保険事業費納付金の財源に充てるとき。 

(2) 前号に定めるもののほか，岡山市国民健康保険費特別会計の財源が不足する場合に 

おいて，当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。 

 （委任） 

第６条 この条例の施行について必要な事項は，市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 岡山市国民健康保険条例（昭和３６年市条例第２１号）により現に積み立てられてい 

る基金は，この条例による基金とみなす。 

（岡山市国民健康保険条例の一部改正） 

３ 岡山市国民健康保険条例の一部を次のように改正する。 

  第２４条を次のように改める。 

 第２４条 削除 

 

 

提案理由 

国民健康保険法の一部改正に伴う国民健康保険の都道府県単位化に対応し，国民健康保

険事業の健全な運営を図ることを目的とする基金を設置するため，本条例を制定しようと

するものである。 



甲 第 ５ ２ 号 議 案 

   岡山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものと

する。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年市条例第１５号）の一部を次のように

改正する。 

第３条第２号中「第５５条第１項」の次に「（法第５５条の２第２項において準用する

場合を含む。）」を加え，「同項」を「法第５５条第１項」に改め，同条第３号中「第５

５条第２項第１号」の次に「（法第５５条の２第２項において準用する場合を含む。）」

を加え，同条第４号中「第５５条第２項第２号」の次に「（法第５５条の２第２項におい

て準用する場合を含む。）」を加え，「行った同号」を「行った法第５５条第２項第２ 

号」に改め，同条に次の１号を加える。 

(5) 法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって，国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第１１６条の２第１項及び第２項の規定の適用を受け，

これらの規定により岡山市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者

であった被保険者 

   附 則 

 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 



 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い，市が後期高齢者医療保険料を徴収

すべき被保険者を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ５ ３ 号 議 案 

岡山市手話言語等の普及及び理解の促進に関する条例の制定について 

 岡山市手話言語等の普及及び理解の促進に関する条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市手話言語等の普及及び理解の促進に関する条例 

手話は，音声言語である日本語と異なる言語であり，手指や体の動き，表情を使って視

覚的に表現する言語である。ろう者は，物事を考え，コミュニケーションを図り，互いの

気持ちを理解し合うために，また，知識を蓄え，文化を創造するために必要な言語として

手話を大切に育んできた。 

しかしながら，これまで手話が言語として認められてこなかったことや，手話を使用す

ることができる環境が整えられてこなかったことなどから，ろう者は，必要な情報を得る

こともコミュニケーションをとることもできず，多くの不便や不安を感じながら生活して

きた。 

こうした中，障害者基本法の改正により手話は言語であると規定されるなど障害者に関

する様々な国内法が整備され，障害者を取り巻く状況は大きく変わってきている。このよ

うな状況に鑑み，手話は言語であるとの認識に基づき，手話の理解と広がりをもって地域

で互いに支え合い，手話を使って安心して暮らすことができる市を目指すとともに，手話

等のコミュニケーション手段の普及及び理解の促進を図るため，この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は，手話は言語であるという認識に立ち，手話等のコミュニケーション

手段の普及及び理解の促進並びに手話等のコミュニケーション手段を選択して利用する

機会の確保について基本理念を定め，市，市民及び事業者の責務を明らかにし，並びに

障害者がその障害特性に応じて情報を取得し，及び手話等のコミュニケーション手段を



利用しやすい環境を整備するための施策を総合的かつ計画的に推進し，もって一人ひと

りの尊厳を大切にして安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 障害者 身体障害，知的障害，精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能

の障害がある者であって，障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活

に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

(2) ろう者 手話を言語として利用して日常生活又は社会生活を営む者をいう。 

(3) 社会的障壁 障害者が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会にお

ける事物，制度，慣行，観念その他一切のものをいう。 

(4) 手話等のコミュニケーション手段 手話，要約筆記，点字その他の障害者が日常生

活又は社会生活を営むに当たり必要とされるコミュニケーションの手段をいう。 

(5) 合理的な配慮 障害者が日常生活又は社会生活において，障害のない人と同等の権

利を行使するため，必要かつ適切な現状の変更，調整等を行うことをいう。 

(6) コミュニケーション支援者 手話通訳者，要約筆記者，点訳者その他の障害者への

伝達補助等を行う支援者をいう。 

（基本理念） 

第３条 手話等のコミュニケーション手段の普及及び理解の促進は，手話等のコミュニケ

ーション手段が，障害者が生活をする上で必要不可欠であるという理解の下に，ろう者，

中途失聴者，難聴者，視覚障害者その他の手話等のコミュニケーション手段を必要とす

る障害者とそれ以外の人とが相互に人格及び個性を尊重することを基本として行われな

ければならない。 

２ 手話等のコミュニケーション手段を利用する人が有している，障害の特性に応じてコ

ミュニケーションを円滑に図る権利は，最大限尊重されなければならない。 

３ 手話の普及は，手話が独自の言語体系を有する文化的所産であるとの理解を基本とし

て行われなければならない。 



（市の責務） 

第４条 市は，手話等のコミュニケーション手段の普及及び理解の促進のための施策を総

合的かつ計画的に推進するものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は，社会において手話は言語であると認識されていること並びに障害者が情

報を取得し，及び手話等のコミュニケーション手段を選択して利用する機会の確保が，

障害者の日常生活及び社会生活にとって必要不可欠であることを理解し，手話等のコミ

ュニケーション手段の普及及び理解の促進に係る市の施策に協力するよう努めるものと

する。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は，社会において手話は言語であると認識されていること並びに障害者が

情報を取得し，及び手話等のコミュニケーション手段を選択して利用する機会の確保が，

障害者の日常生活及び社会生活にとって必要不可欠であることを理解し，手話等のコミ

ュニケーション手段の普及及び理解の促進に係る市の施策に協力するよう努めるととも

に，障害者が手話等のコミュニケーション手段を利用できるようにするための合理的な

配慮を行うよう努めるものとする。 

（施策の推進方針） 

第７条 市は，第４条の規定に基づき，手話等のコミュニケーション手段の普及及び理解

の促進を図るため，障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１条第３項に規定す

る市町村障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第８８条第１項に規定する市町村障害福祉計画において，

次に掲げる事項に係る施策を推進するための方針を定め，これを総合的かつ計画的に推

進するものとする。 

(1) 市民に対する手話等のコミュニケーション手段の普及及び理解の促進 

(2) 障害者が情報を取得し，及び手話等のコミュニケーション手段を選択して利用しや

すい環境の整備 

(3) コミュニケーション支援者の育成，確保等 

２ 市は，前項の方針を推進するために，予算の範囲内において，必要な措置を講ずるも



のとする。 

３ 市は，第４条の施策の実施状況を確認する必要がある場合は，障害者，コミュニケー

ション支援者その他の関係者の意見を聴くものとする。 

（手話等を学ぶ機会の提供等） 

第８条 市は，障害者，コミュニケーション支援者及び関係団体と協力して，市民の手話

等のコミュニケーション手段を学ぶ機会の確保に努め，支援するものとする。 

（手話等を用いた情報発信等） 

第９条 市は，障害者が市政に関する情報を速やかに得ることができるよう，手話等のコ

ミュニケーション手段を用いた情報発信を推進するものとする。 

（公共施設における理解促進及び啓発） 

第１０条 市は，公共施設において，市民の手話等のコミュニケーション手段の普及及び

理解の促進を図るための啓発を行うものとする。 

附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

  障害者が手話等のコミュニケーション手段を利用しやすい環境を整備するための施策を

総合的かつ計画的に推進し，もって一人ひとりの尊厳を大切にして安心して暮らすことが

できる地域社会を実現するため，本条例を制定しようとするものである。 



甲 第 ５ ４ 号 議 案 

岡山市指定難病審査会条例の制定について 

 岡山市指定難病審査会条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定難病審査会条例 

 （趣旨） 

第１条 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号。以下「法」

という。）第８条に規定するもののほか，指定難病審査会（以下「審査会」という。）

について必要な事項は，この条例の定めるところによる。 

 （所掌事務） 

第２条 審査会は，法第７条第２項の規定による審査のほか，同条第１項に規定する支給

認定に係る審査を行う。 

 （組織） 

第３条 審査会は，委員１０人以内で組織する。 

（会議等） 

第４条 審査会の会議は，会長が必要に応じて招集し，会長が議長となる。 

２ 審査会の会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審査会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決

するところによる。 

４ 会長は，必要に応じ，会議に関係者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか，審査会の運営に関し必要な事項は審査会が定め，

その他必要な事項については市長が別に定める。 



   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年市条例第

３６号）の一部を次のように改正する。 

別表第１小児慢性特定疾病審査会委員の項の次に次のように加える。 

指定難病審査会委員 8,000円   

 

 

提案理由 

 難病の患者に対する医療等に関する法律の施行に伴い，指定難病審査会について必要な

事項を定めるため，本条例を制定しようとするものである。 



甲 第 ５ ５ 号 議 案 

   岡山市保健衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市保健衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するものと

する。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市保健衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

 岡山市保健衛生関係事務手数料条例（平成１２年市条例第１１号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第４号ア（ア）中「ホテル業又は旅館業」を「旅館・ホテル営業」に改め，同号

ア（イ）中「簡易宿所業」を「簡易宿所営業」に改め，同号ア（ウ）中「下宿業」を「下

宿営業」に改め，同条第２６号に次のように加える。 

 ウ 法第１０７条第１項の規定による介護医療院の開設の許可 ６４，０００円 

エ 法第１０７条第２項の規定による介護医療院の変更（構造設備の変更を伴うもの

に限る。）の許可 ３３，０００円 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例中次項の規定は公布の日から，第２条第２６号に次のように加える改正規定

は平成３０年４月１日から，同条第４号の改正規定は平成３０年６月１５日から施行す

る。 

（施行前の準備） 

２ 旅館業法の一部を改正する法律（平成２９年法律第８４号。以下「改正法」とい 

う。）附則第５条第１項の規定に基づく改正法の施行の日前における改正法による改正

後の旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項の規定の例による同法第２条



第２項に規定する旅館・ホテル営業の許可の申請に対する審査の手数料については，こ

の条例による改正後の第２条の例による。 

 

 

提案理由 

 旅館業法の一部改正に伴い所要の措置を講ずるとともに，介護保険法の一部改正に伴い

介護医療院の開設等の許可の申請に対する審査に係る手数料を定めるため，本条例の一部

を改正しようとするものである。 

  



甲 第 ５ ６ 号 議 案 

   岡山市立認定こども園条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立認定こども園条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市立認定こども園条例の一部を改正する条例 

 岡山市立認定こども園条例（平成２７年市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第４条の表を次のように改める。 

 岡山市中山認定こども園 岡山市北区一宮６３８番地３ 

 岡山市建部認定こども園 岡山市北区建部町市場３３０番地 

 岡山市岡南認定こども園 岡山市北区七日市西町１番１４号 

 岡山市御津金川認定こども園 岡山市北区御津金川４７６番地 

 岡山市南方岡山中央認定こども園 岡山市北区南方一丁目３番３０号 

 岡山市太伯認定こども園 岡山市東区神崎町２２番地１ 

 岡山市千種認定こども園 岡山市東区瀬戸町万富６３９番地１ 

 岡山市甲浦認定こども園 岡山市南区飽浦３２２番地１ 

 岡山市灘崎認定こども園 岡山市南区片岡１８８番地 

 岡山市興除認定こども園 岡山市南区中畦６４５番地１１ 

 岡山市錦認定こども園 岡山市南区藤田６１０番地１１ 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 （岡山市立保育所条例の一部改正） 

２ 岡山市立保育所条例（昭和３９年市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 



第２条の表岡山市南方保育園の項，岡山市万富保育園の項，岡山市甲浦保育園の項，

岡山市興除保育園の項及び岡山市錦保育園の項を削る。 

 （岡山市立学校条例の一部改正） 

３ 岡山市立学校条例（昭和３９年市条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

  第１条第１号の表岡山市立岡山中央幼稚園の項及び岡山市立甲浦幼稚園の項を削る。 

 

 

提案理由 

  岡山市南方岡山中央認定こども園，岡山市千種認定こども園，岡山市甲浦認定こども園，

岡山市興除認定こども園及び岡山市錦認定こども園を設置するため，本条例の一部を改正

しようとするものである。 



甲 第 ５ ７ 号 議 案 

   岡山市立学校条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立学校条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市立学校条例の一部を改正する条例 

 岡山市立学校条例（昭和３９年市条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

 第１条第１号の表岡山市立馬屋上幼稚園の項及び岡山市立江西幼稚園の項を削る。 

   附 則 

 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

  岡山市立馬屋上幼稚園及び岡山市立江西幼稚園を廃止するため，本条例の一部を改正し

ようとするものである。 



甲 第 ５ ８ 号 議 案 

   岡山市幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こ

ども園の認定の要件を定める条例の制定について 

 岡山市幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認

定の要件を定める条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こ 

ども園の認定の要件を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は，就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成１８年法律第７７号。以下「法」という。）第３条第１項及び第３項の規

定に基づき，幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども

園（以下「認定こども園」という。）の認定の要件を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は，就学前の子どもに関する教育，保育等の総合

的な提供の推進に関する法律第３条第２項及び第４項の規定に基づき内閣総理大臣，文

部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準（平成２６年内

閣府・文部科学省・厚生労働省告示第２号）において使用する用語の例による。 

（類型による要件） 

第３条 認定こども園は，次の各号に掲げる類型に応じ，当該各号に定める要件を満たさ

なければならない。 

(1) 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当する施設であること。 

ア 幼稚園教育要領（平成２９年文部科学省告示第６２号）に従って編成された教育 



課程に基づく教育を行うほか，当該教育のための時間の終了後，在籍している子ど

ものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う幼稚園 

イ 幼稚園及び保育機能施設（法第２条第４項に規定する保育機能施設をいう。以下

同じ。）のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されてい

る施設であって，次のいずれかに該当するもの 

(ｱ) 当該施設を構成する保育機能施設において，満３歳以上の子どもに対し学校教

育法（昭和２２年法律第２６号）第２３条各号に掲げる目標が達成されるよう保

育を行い，かつ，当該保育を実施するに当たり当該施設を構成する幼稚園との緊

密な連携協力体制が確保されている施設 

(ｲ) 当該施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該施設を

構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行う施設 

(2) 保育所型認定こども園 保育所であって，保育を必要とする子どもに対する保育を

行うほか，当該保育を必要とする子ども以外の満３歳以上の子どもを保育し，かつ，

満３歳以上の子どもに対し学校教育法第２３条各号に掲げる目標が達成されるよう保

育を行うものであること。 

(3) 地方裁量型認定こども園 保育機能施設であって，保育を必要とする子どもに対す

る保育を行うほか，当該保育を必要とする子ども以外の満３歳以上の子どもを保育し，

かつ，満３歳以上の子どもに対し学校教育法第２３条各号に掲げる目標が達成される

よう保育を行うものであること。 

（職員の配置） 

第４条 認定こども園には，満１歳未満の園児おおむね３人につき１人以上，満１歳以上

満３歳未満の園児おおむね６人につき１人以上，満３歳以上満４歳未満の園児おおむね

２０人につき１人以上，満４歳以上の園児おおむね３０人につき１人以上の教育及び保

育に従事する者を置かなければならない。ただし，常時２人を下回ってはならない。 

２ 満３歳以上の園児であって，幼稚園と同様に１日に４時間程度利用するもの及び保育

所と同様に１日に８時間程度利用するもの（以下「教育及び保育時間相当利用児」とい

う。）に共通の４時間程度の利用時間については，満３歳以上の園児について学級を編

制し，学級ごとに少なくとも１人の職員（以下「学級担任」という。）に担当させなけ



ればならない。この場合において，１学級の園児の数は３５人以下を原則とする。 

（職員の資格） 

第５条 前条第１項の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち満３歳未満

の園児の保育に従事する者は，保育士の資格（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４ 

号）第１８条の６に規定する資格をいう。以下同じ。）を有する者でなければならない。 

２ 前条第１項の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち満３歳以上の園

児の教育及び保育に従事する者は，原則として，幼稚園の教員免許状（教育職員免許法

（昭和２４年法律第１４７号）第４条第２項及び第４項に規定する免許状をいう。以下

同じ。）及び保育士の資格を併有する者でなければならない。ただし，幼稚園の教員免

許状及び保育士の資格を併有する者とすることができない事由があると市長が認めると 

きは，そのいずれかの資格を有する者を当該教育及び保育に従事する者とすることがで

きる。 

３ 前項ただし書の規定にかかわらず，学級担任は，幼稚園の教員免許状を有する者でな

ければならない。ただし，保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を

受ける場合であって，学級担任を幼稚園の教員免許状を有する者とすることが困難であ

るときは，保育士の資格を有する者であって，規則で定める要件に適合するものを，学

級担任とすることができる。 

４ 第２項ただし書の規定にかかわらず，満３歳以上の園児のうち教育及び保育時間相当

利用児の保育に従事する者は，保育士の資格を有する者でなければならない。ただし，

幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって，当該

教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者を保育士の資格を有する者とすること

が困難であるときは，幼稚園の教員免許状を有する者であって，規則で定める要件に適

合するものを，当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることができ

る。 

５ 認定こども園の園長は，教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発

揮させるよう管理及び運営を行う能力を有しなければならない。 

（設備の基準） 

第６条 法第３条第３項の幼稚園及び保育機能施設については，原則として，それぞれの



用に供される建物及びその附属設備（以下「建物等」という。）が同一の敷地内又は隣

接する敷地内になければならない。ただし，建物等が同一の敷地内又は隣接する敷地内 

にない場合において，次に掲げる要件を満たすと認められるときは，この限りでない。 

(1) 園児に対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。 

(2) 園児の移動時の安全が確保されていること。 

２ 認定こども園の園舎の面積（満３歳未満の園児の保育を行う場合にあっては，満２歳

以上満３歳未満の園児の保育の用に供する保育室，遊戯室その他の施設設備の面積及び

満２歳未満の園児の保育の用に供する乳児室，ほふく室その他の施設設備の面積を除

く。）は，次の表に掲げる基準を満たさなければならない。ただし，既存施設が保育所

型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって，第５項本文

（満２歳未満の園児の保育を行う場合にあっては，第４項及び第５項本文）に規定する

基準を満たすときは，この限りでない。 

学級数 面積（平方メートル） 

１学級 １８０ 

２学級以上 ３２０＋１００×（学級数－２） 

３ 認定こども園には，保育室又は遊戯室，屋外遊戯場及び調理室を設けなければならな

い。 

４ 認定こども園において満２歳未満の園児の保育を行う場合には，前項に規定する施設

に加え，乳児室又はほふく室を設けなければならない。この場合において，それぞれの

施設設備の面積は次の各号に掲げる施設設備の区分に応じ，当該各号に定める面積以上

とする。 

 (1) 乳児室 １．６５平方メートルに満２歳未満の園児のうちほふくしないものの数を

乗じて得た面積 

(2) ほふく室 ３．３平方メートルに満２歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗

じて得た面積 

５ 第３項の保育室又は遊戯室の面積は，満２歳以上の園児１人につき１．９８平方メー

トル以上でなければならない。ただし，満３歳以上の園児については，既存施設が幼稚

園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって，その園舎



の面積（満３歳未満の園児の保育を行う場合にあっては，満２歳以上満３歳未満の園児

の保育の用に供する保育室，遊戯室その他の施設設備の面積及び満２歳未満の園児の保

育の用に供する乳児室，ほふく室その他の施設設備の面積を除く。）が第２項本文に規

定する基準を満たすときは，この限りでない。 

６ 第３項の屋外遊戯場の面積は，次に掲げる基準を満たさなければならない。ただし，

既存施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であ

って第１号の基準を満たすときは第２号の基準を，既存施設が幼稚園型認定こども園又

は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって同号の基準を満たすときは第１

号の基準を満たすことを要しない。 

(1) 満２歳以上の園児１人につき３．３平方メートル以上であること。 

(2) 次の表に定める面積に満２歳以上満３歳未満の園児について前号の規定により算定

した面積を加えた面積以上であること。 

学級数 面積（平方メートル） 

２学級以下 ３３０＋３０×（学級数－１） 

３学級以上 ４００＋８０×（学級数－３） 

７ 保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては，当該認定こども園の

付近にある適当な場所であって，次の各号のいずれにも該当するものをもって屋外遊戯

場に代えることができる。 

(1) 園児が安全に利用できる場所であること。 

(2) 利用時間を日常的に確保できる場所であること。 

(3) 園児に対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。 

(4) 前項の規定による屋外遊戯場の基準を満たす場所であること。 

（食事） 

第７条 認定こども園において園児に食事を提供するときは，当該認定こども園内で調理

する方法により行わなければならない。ただし，満３歳以上の園児に対する食事の提供

については，次に掲げる要件を満たす場合に限り，当該認定こども園外で調理し，搬入

する方法により行うことができる。 

(1) 園児に対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり，その管理者が，衛生面，



栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内 

容が確保されていること。 

(2) 当該認定こども園又は他の施設，保健所，市等に配置されている栄養士により，献

立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等，栄養士による必要な

配慮が行われること。 

(3) 調理業務の受託者については，認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し， 

衛生面，栄養面等，調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。  

(4) 園児の年齢，発達の段階及び健康状態に応じた食事の提供，アレルギー，アトピー

等への配慮，必要な栄養素量の給与等の園児の食事の内容，回数及び時機に適切に応

じることができること。 

(5) 食を通じた園児の健全育成を図る観点から，園児の発育及び発達の過程に応じて食

に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努める

こと。 

２ 前項ただし書の場合において，当該認定こども園には，当該食事の提供について当該

方法によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための

加熱，保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。 

３ 幼稚園型認定こども園の園児に対する食事の提供について，当該幼稚園型認定こども

園内で調理する方法により行う園児の数が２０人に満たない場合においては，当該食事

の提供を行う幼稚園型認定こども園には，前条第３項の規定にかかわらず，調理室を備

えないことができる。この場合において，当該幼稚園型認定こども園においては，当該

食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。 

４ 認定こども園は，園児に対する食事の提供に当たっては，食育を推進するとともに，

地産地消（地域で生産された農林水産物を当該地域で消費することをいう。）に努める

ものとする。 

（教育及び保育の内容） 

第８条 認定こども園における教育及び保育の内容は，法第６条に基づき，幼保連携型認

定こども園教育・保育要領（平成２９年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第１号）

を踏まえるとともに，幼稚園教育要領及び保育所保育指針（平成２９年厚生労働省告示



第１１７号）に基づかなければならない。 

２ 認定こども園における教育及び保育の内容は，園児の１日の生活のリズム及び集団生

活の経験年数が異なること等の認定こども園に固有の事情に配慮したものでなければな

らない。 

３ 前２項に定めるもののほか，認定こども園においては，規則で定める事項に留意して，

教育及び保育を行わなければならない。 

（職員の資質の向上等） 

第９条 認定こども園は，規則で定める事項に留意して，園児の教育及び保育に従事する

者の資質の向上等を図らなければならない。 

（子育て支援事業） 

第１０条 認定こども園における子育て支援事業は，当該施設の所在する地域における教

育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるも

のを，保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で，規則で定める事項に留意して

実施されなければならない。 

（管理運営等） 

第１１条 認定こども園は，多様な機能を一体的に提供するため，１人の園長を置き，全

ての職員の協力を得ながら，一体的な管理運営を行わなければならない。この場合にお

いて，幼稚園型認定こども園のうち，第３条第１号イに掲げるものにあっては，幼稚園

又は保育機能施設の施設長とは別に認定こども園の園長を置き，又はこれらの施設長の

いずれかが認定こども園の園長を兼ねることができる。 

２ 認定こども園における保育を必要とする園児に対する教育及び保育の時間は，１日に

つき８時間を原則とし，園児の保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して園長

が定めなければならない。 

３ 認定こども園の開園日数及び開園時間は，保育を必要とする園児に対する教育及び保

育を適切に提供できるよう，保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて園長が定めな

ければならない。 

４ 認定こども園は，保護者が多様な施設を適切に選択できるよう，情報開示に努めなけ

ればならない。 



５ 認定こども園は，児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭，ひとり親家庭又

は低所得家庭の子ども及び障害のある子ども等特別な配慮が必要な子どもの利用が排除

されることのないよう，入園する子どもの選考を公正に行わなければならない。 

６ 認定こども園は，本市との連携を図り，前項に規定する子どもの受入れに適切に配慮

しなければならない。 

７ 認定こども園は，耐震，防災，防犯等の園児の健康及び安全を確保する体制を整えな

ければならない。 

８ 認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう，

適切な保険又は共済制度への加入を通じて，補償の体制を整えなければならない。 

９ 認定こども園は，自己評価，外部評価等において園児の視点に立った評価を行い，そ

の結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上に努めなければならない。 

１０ 認定こども園は，その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に，当該施設が認定こど

も園である旨を掲示しなければならない。 

１１ 認定こども園は，園児の安定的な処遇の確保を図るため，当該認定こども園を運営

するために必要な経済的基礎を備えていなければならない。 

（岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の準用） 

第１２条 岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市

条例第９６号）第６条第１項から第４項まで，第７条第１項から第６項まで，第１０条

から第１２条まで，第１５条第２項から第５項まで，第２０条，第２１条第１項及び第

３項，第４６条第８号並びに第５１条の規定は，認定こども園について準用する。この

場合において，次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は，それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

読み替えられる岡山市児童福祉

施設の設備及び運営に関する基

準を定める条例の規定 

読み替えられる字句 読み替える字句 

 

第６条第１項，第１０条，第１

１条，第１５条第２項及び第３

項並びに第２１条第１項 

入所している者 園児 



第６条第２項及び第１５条第５

項 

児童の 園児の 

第７条第６項 児童等 園児等 

第１１条の見出し 入所した者 園児 

第１２条 児童に 園児に 

当該児童 当該園児 

第１５条第１項 第１０条 岡山市幼稚園型認定こ

ども園，保育所型認定 

こども園及び地方裁量

型認定こども園の認定

の要件を定める条例第

１２条において読み替

えて準用する第１０条 

第１５条第４項 児童を 園児を 

第２０条 利用者 園児 

第２１条第３項 援助に関し，当該措置又

は助産の実施，母子保護

の実施若しくは保育の

提供若しくは法第２４

条第５項若しくは第６

項の規定による措置に

係る 

教育及び保育並びに子

育ての支援について， 

第４６条第８号 ３階以上に設ける建物

は 

３階以上に設ける建物

は，建築基準法（昭和 

２５年法律第２０１号）

第２条第９号の２に規

定する耐火建築物（以 



下この号において「耐 

火建築物」という。） 

であって 

第４６条第８号ア 建築基準法（昭和２５年

法律第２０１号）第２条

第９号の２に規定する

耐火建築物又は同条第

９号の３に規定する準

耐火建築物（同号ロに該

当するものを除く。） 

耐火建築物又は建築基

準法第２条第９号の３

に規定する準耐火建築

物（同号ロに該当する 

ものを除く。）（幼稚 

園にあっては，耐火建 

築物） 

第４６条第８号エ，オ及びク 保育所 認定こども園 

第５１条 保育所の長 認定こども園の長 

入所している乳幼児 園児 

保育の 教育及び保育の 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

（認定こども園の職員の資格に関する特例） 

２ 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において，第４条第１

項本文の規定により認定こども園に置かなければならない職員の数が１人となる場合に

は，当分の間，第５条第１項，第２項及び第４項の規定にかかわらず，第４条第１項の

規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち１人は，市長が幼稚園の教

員免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者とする

ことができる。 

３ 第５条第１項及び第４項（ただし書の規定を適用する場合を除く。）の規定により置

かなければならない保育士の資格を有する者については，当分の間，幼稚園の教員免許



状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状（教育職員免許法第４条第２項に規定

する普通免許状をいう。次項及び附則第６項において同じ。）を有する者（現に当該施

設において主幹養護教諭又は養護教諭として従事している者を除く。次項及び附則第６

項において同じ。）をもって代えることができる。 

４ 第５条第２項本文の規定により置かなければならない幼稚園の教員免許状及び保育士

の資格を併有する者については，当分の間，小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有

する者をもって代えることができる。この場合において，当該者は，補助者として従事

する場合を除き，教育課程に基づく教育に従事してはならない。 

５ １日につき８時間を超えて開所する認定こども園において，開所時間を通じて必要と

なる職員の総数が利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合におけ

る第５条第１項，第２項及び第４項の規定により置かなければならない幼稚園の教員免

許状又は保育士の資格を有する者については，当分の間，開所時間を通じて必要となる

職員の総数から，利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数

の範囲で，市長が幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経

験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において，当該者は，補

助者として従事する場合を除き，教育課程に基づく教育に従事してはならない。 

６ 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の右欄に掲げる

者をもって代える場合においては，同表の右欄に掲げる者の総数は，第４条第１項の規

定により認定こども園に置かなければならない職員の数の３分の１を超えてはならない。 

附則第３項 第５条第１項及び第４項（ただし書の規定を

適用する場合を除く。）の規定により置かな

ければならない保育士の資格を有する者 

幼稚園の教員免許状又

は小学校教諭若しくは

養護教諭の普通免許状

を有する者 

附則第４項 第５条第２項本文の規定により置かなけれ

ばならない幼稚園の教員免許状及び保育士

の資格を併有する者 

小学校教諭又は養護教

諭の普通免許状を有す

る者 

附則第５項 第５条第１項，第２項及び第４項の規定に 

より置かなければならない幼稚園の教員免 

市長が幼稚園の教員免

許状又は保育士の資格 



 許状又は保育士の資格を有する者 を有する者と同等の知

識及び経験を有すると

認める者 

 

 

提案理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律による就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律の

一部改正に伴い，幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こど

も園の認定の要件を定めるため，本条例を制定しようとするものである。 



甲 第 ５ ９ 号 議 案 

   岡山市土壌汚染対策関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 岡山市土壌汚染対策関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するも

のとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市土壌汚染対策関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

 岡山市土壌汚染対策関係事務手数料条例（平成２１年市条例第５２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条に次の１号を加える。 

 (4) 法第２７条の２第１項の規定による汚染土壌処理業の譲渡及び譲受，法第２７条の

３第１項の規定による汚染土壌処理業者である法人の合併若しくは分割又は法第２７

条の４第１項の規定による相続人が汚染土壌処理業を引き続き行うことの承認の申請

に対する審査 １２０，０００円 

   附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 土壌汚染対策法の一部改正に伴い，汚染土壌処理業の譲渡及び譲受等の承認の申請に対

する審査事務に係る手数料の額を定めるため，本条例の一部を改正しようとするものであ

る。 



甲 第 ６ ０ 号 議 案 

   岡山市環境影響評価条例の制定について 

 岡山市環境影響評価条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市環境影響評価条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 技術指針（第４条） 

第３章 配慮書（第５条－第１１条） 

第４章 方法書（第１２条－第１７条） 

第５章 環境影響評価の実施等（第１８条・第１９条） 

第６章 準備書（第２０条－第２６条） 

第７章 評価書（第２７条・第２８条） 

第８章 対象事業の内容の修正等（第２９条・第３０条） 

第９章 評価書の公告及び縦覧後の手続（第３１条－第３４条） 

第１０章 報告書（第３５条－第４３条） 

第１１章 都市計画法に定める手続との調整（第４４条） 

第１２章 岡山市環境影響評価審議会（第４５条－第５０条） 

第１３章 雑則（第５１条－第６０条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，土地の形状の変更，工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業



の実施に当たりあらかじめ計画段階配慮及び環境影響評価を行うことが環境の保全上極

めて重要であることに鑑み，計画段階配慮及び環境影響評価について市，事業者及び市

民の責務を明らかにするとともに，規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるお

それがある事業について計画段階配慮，環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行

われるために必要な事項を定め，その手続によって行われた計画段階配慮及び環境影響

評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する

決定に反映させること等により，その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなさ

れることを確保し，もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に資するこ

とを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「環境影響評価」とは，事業（特定の目的のために行われる一

連の土地の形状の変更（これと併せて行うしゅんせつを含む。）並びに工作物の新設及

び増改築をいう。以下同じ。）の実施が環境に及ぼす影響（当該事業の実施後の土地又

は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目

的に含まれる場合には，これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影

響」という。）について環境の構成要素に係る項目ごとに調査，予測及び評価を行うと

ともに，これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し，

この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。 

２ この条例において「対象事業」とは，市の区域内における次に掲げる事業の種類のい

ずれかに該当する１の事業であって，環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある

ものとして規則で定めるものをいう。ただし，環境影響評価法（平成９年法律第８１号。

以下「法」という。）第２条第４項の対象事業（以下「法対象事業」という。）及び法

第４条第３項第１号又は第２号の措置がとられる前の法第２条第３項の第２種事業を除

く。 

(1) 一般国道その他の道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条第１項に規定する道

路その他の道路の新設及び改築の事業 

(2) 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第３条第１項に規定する河川に関するダムの

新築，堰
せき

の新築及び改築の事業（以下この号において「ダム新築等事業」という。）



並びに同法第８条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの 

(3) 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）による鉄道及び軌道法（大正１０年法律第

７６号）による軌道の建設及び改良の事業 

(4) 空港法（昭和３１年法律第８０号）第２条に規定する空港その他の飛行場及びその

施設の設置又は変更の事業 

(5) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第３８条第３項に規定する事業用電気工

作物であって発電用のもの及び送電用のものの設置又は変更の工事の事業 

(6) 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）による公有水面の埋立て及び干拓その

他の水面の埋立て及び干拓の事業 

(7) 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第２条第１項に規定する土地区画整

理事業 

(8) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第８条第１項に

規定する一般廃棄物処理施設及び同法第１５条第１項に規定する産業廃棄物処理施設

の設置並びにその構造及び規模の変更の事業 

(9) 工場立地法（昭和３４年法律第２４号）第４条第１項第３号イに規定する工業団地

の造成及び同法第２条第３項に規定する製造業等に係る工場又は事業場の新設又は増

設の事業 

(10) 新住宅市街地開発法（昭和３８年法律第１３４号）第２条第１項に規定する新住

宅市街地開発事業その他の住宅団地の造成の事業 

(11) 流通業務市街地の整備に関する法律（昭和４１年法律第１１０号）第２条第２項

に規定する流通業務団地造成事業その他の流通業務を目的とした団地の造成の事業 

(12) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１１項に規定する第２種特定

工作物及びスキー場その他のレクリエーションの用に供される施設の新設又は増設の

事業 

(13) 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２条第６号に規定する終末処理場の新設

又は増設の事業 

(14) 第８号から第１３号までに掲げるもののうち２以上のものを併せて実施する用地

の造成等の事業 



(15) 前各号に掲げるもののほか，１の事業に係る環境影響評価を行う必要の程度がこ

れらに準ずるものとして規則で定める事業の種類 

３ この条例（この章を除く。）において「事業者」とは，対象事業を実施しようとする

者（国が行う対象事業にあっては当該対象事業の実施を担当する行政機関（地方支分部

局を含む。）の長，委託に係る対象事業にあってはその委託をしようとする者）をいう。 

４ この条例において「計画段階配慮」とは，事業者が対象事業に係る計画の立案の段階

において，当該対象事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項を決定す

るに当たり，１又は２以上の当該対象事業の実施が想定される区域（以下「事業実施想

定区域」という。）における当該対象事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項に

ついて検討することをいう。 

５ この条例において「技術指針」とは，対象事業に係る計画段階配慮，環境影響評価そ

の他の手続を適切に行うために必要であると認められる技術的な指針をいう。 

（市，事業者及び市民の責務） 

第３条 市，事業者及び市民は，事業の実施前における計画段階配慮及び環境影響評価の

重要性を深く認識して，この条例の規定による計画段階配慮，環境影響評価その他の手

続が適切かつ円滑に行われ，事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し，又は

低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立

場で努めなければならない。 

第２章 技術指針 

（技術指針の策定等） 

第４条 市長は，既に得られている科学的知見に基づき，技術指針を策定するものとする。 

２ 市長は，技術指針の内容について常に最新の科学的知見に基づく適切な検討を加え，

必要な変更を行うものとする。 

３ 市長は，技術指針を策定し，又は変更しようとするときは，あらかじめ第４５条に規

定する岡山市環境影響評価審議会に諮問するものとする。 

４ 市長は，技術指針を策定し，又は変更したときは，これを告示するものとする。 

第３章 配慮書 

（計画段階配慮事項についての検討） 



第５条 事業者は，対象事業に係る計画の立案の段階において，当該対象事業が実施され

るべき区域その他の技術指針で定める事項を決定するに当たっては，技術指針で定める

ところにより，１又は２以上の事業実施想定区域における当該対象事業に係る環境の保

全のために配慮すべき事項（以下「計画段階配慮事項」という。）についての検討を行

わなければならない。 

（配慮書の作成等） 

第６条 事業者は，計画段階配慮事項についての検討を行った結果について，技術指針で

定めるところにより，次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書（以下「配慮書」

という。）を作成しなければならない。 

(1) 事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称，代表者の氏名及び主たる事務所

の所在地） 

(2) 対象事業の目的及び内容 

(3) 事業実施想定区域及びその周囲の概況 

(4) 計画段階配慮事項ごとに調査，予測及び評価の結果を取りまとめたもの 

(5) 対象事業の実施に当たり必要な許可，認可，免許その他これらに類する行為（以下

「許認可等」という。）の種類及び根拠法令等 

２ 相互に関連する２以上の対象事業を実施しようとする場合は，当該対象事業に係る事

業者は，これらの対象事業について，併せて配慮書を作成することができる。 

３ 事業者は，配慮書を作成したときは，速やかに，当該配慮書及びこれを要約した書類

（次条において「要約書」という。）を市長に送付しなければならない。 

（配慮書についての公告及び縦覧） 

第７条 事業者は，前条第３項の規定による送付を行った後，配慮書について環境の保全

の見地からの意見を求めるため，規則で定めるところにより，配慮書を作成した旨その

他規則で定める事項を公告し，公告の日から起算して３０日間，配慮書及び要約書を技

術指針で定めるところにより対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される

区域内において縦覧に供するとともに，規則で定めるところにより，インターネットの

利用その他の方法により公表しなければならない。 

（配慮書についての意見書の提出等） 



第８条 配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は，前条の縦覧期間内に，

市長に対し，意見書の提出により，これを述べることができる。 

２ 前項の意見書の提出に関し必要な事項は，規則で定める。 

３ 市長は，第１項の期間を経過した後，事業者に対し，同項の規定により提出された意

見書の写しを，送付するものとする。 

（配慮書見解書の提出等） 

第９条 事業者は，前条第３項の規定による意見書の写しの送付を受けたときは，次に掲

げる事項を記載した書類（以下「配慮書見解書」という。）を作成し，市長に提出しな

ければならない。 

(1) 第６条第１項第１号及び第２号に掲げる事項 

(2) 前条第１項の規定により述べられた意見の概要 

(3) 前号の意見についての事業者の見解 

２ 市長は，前項の規定による配慮書見解書の提出を受けたときは当該配慮書見解書を，

前条第１項の意見が述べられなかったときはその旨を，規則で定めるところにより，イ

ンターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 

（配慮書についての市長の意見等） 

第１０条 市長は，前条第１項の規定による配慮書見解書の提出を受け，又は第８条第１

項の意見が述べられなかった旨を公表したときは，規則で定める期間内に，事業者に対

し，配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 

２ 前項の場合において，市長は，必要があると認めるときは，あらかじめ第４５条に規

定する岡山市環境影響評価審議会の意見を聴くことができる。 

３ 市長は，第１項の意見を述べたときは，規則で定めるところにより，インターネット

の利用その他の方法によりこれを公表するものとする。 

（対象事業の廃止等） 

第１１条 事業者は，第７条の規定による公告を行ってから第１３条の規定による公告を

行うまでの間において，次の各号のいずれかに該当することとなった場合には，市長に

その旨を通知するとともに，規則で定めるところにより，その旨を公告しなければなら

ない。 



(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。 

(2) 第６条第１項第２号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が対象

事業に該当しないこととなったとき。 

(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。 

２ 前項第３号の場合において，当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは，同項の規

定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った計画段階配慮事項についての検

討その他の手続は当該引継ぎ後の事業者が行ったものとみなし，当該引継ぎ前の事業者

について行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は当該引継ぎ後の事業

者について行われたものとみなす。 

第４章 方法書 

（方法書の作成等） 

第１２条 事業者は，配慮書の内容を踏まえるとともに，第１０条第１項の意見が述べら

れたときはこれを勘案し，第８条第１項の意見に配意して，第５条の対象事業が実施さ

れるべき区域その他の技術指針で定める事項を決定し，対象事業に係る環境影響評価を

行う方法（調査，予測及び評価に係るものに限る。）について，技術指針で定めるとこ

ろにより，次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）

を作成しなければならない。 

(1) 第６条第１項第１号，第２号，第４号及び第５号に掲げる事項 

(2) 対象事業が実施されるべき区域（以下「対象事業実施区域」という。）及びその周

囲の概況 

(3) 第８条第１項の規定により述べられた意見の概要 

(4) 第１０条第１項の市長の意見 

(5) 前２号の意見についての事業者の見解 

(6) 第５条の対象事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項を決定する

過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容 

(7) 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査，予測及び評価の手法（当該手法が

決定されていない場合にあっては，対象事業に係る環境影響評価の項目） 

２ 第６条第２項の規定は，方法書の作成について準用する。 



３ 事業者は，方法書を作成したときは，方法書及びこれを要約した書類（次条において

「要約書」という。）を市長に送付しなければならない。 

（方法書についての公告及び縦覧） 

第１３条 事業者は，前条第３項の規定による送付を行った後，環境影響評価の項目並び

に調査，予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため，規則

で定めるところにより，方法書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し，公告の

日から起算して３０日間，方法書及び要約書を技術指針で定めるところにより対象事業

に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域内において縦覧に供するとともに，

規則で定めるところにより，インターネットの利用その他の方法により公表しなければ

ならない。 

（方法書説明会の開催等） 

第１４条 事業者は，規則で定めるところにより，前条の縦覧期間内に，前条に規定する

地域内において，方法書の記載事項を周知させるための説明会（以下「方法書説明会」

という。）を開催しなければならない。この場合において，当該地域内に方法書説明会

を開催する適当な場所がないときは，当該地域以外の地域において開催することができ

る。 

２ 事業者は，方法書説明会を開催するときは，その開催を予定する日時及び場所を定め，

規則で定めるところにより，これらを方法書説明会の開催を予定する日の１週間前まで

に公告しなければならない。 

３ 市長は，事業者が方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするとき

は，当該事業者に対し，助言を行うことができる。 

４ 事業者は，その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより，

第２項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には，当該

方法書説明会を開催することを要しない。 

５ 前各項に定めるもののほか，方法書説明会の開催に関し必要な事項は，規則で定める。 

（方法書についての意見書の提出等） 

第１５条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は，第１３条の公告の

日から，同条の縦覧期間の満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までの間に，



市長に対し，意見書の提出により，これを述べることができる。 

２ 前項の意見書の提出に関し必要な事項は，規則で定める。 

３ 市長は，第１項の期間を経過した後，事業者に対し，同項の規定により提出された意

見書の写しを送付するものとする。 

（方法書見解書の提出等） 

第１６条 事業者は，前条第３項の規定による意見書の写しの送付を受けたときは，次に

掲げる事項を記載した書類（以下「方法書見解書」という。）を作成し，市長に提出し

なければならない。 

(1) 第１２条第１項第１号に掲げる事項 

(2) 前条第１項の規定により述べられた意見の概要 

(3) 前号の意見についての事業者の見解 

２ 市長は，前項の規定による方法書見解書の提出を受けたときは当該方法書見解書を，

前条第１項の意見が述べられなかったときはその旨を，規則で定めるところにより，イ

ンターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 

（方法書についての市長の意見等） 

第１７条 市長は，前条第１項の規定による方法書見解書の提出を受け，又は第１５条第

１項の意見が述べられなかった旨を公表したときは，規則で定める期間内に，事業者に

対し，方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 

２ 前項の場合において，市長は，必要があると認めるときは，あらかじめ第４５条に規

定する岡山市環境影響評価審議会の意見を聴くことができる。 

３ 市長は，第１項の意見を述べたときは，規則で定めるところにより，インターネット

の利用その他の方法により公表するものとする。 

第５章 環境影響評価の実施等 

（環境影響評価の項目の選定等） 

第１８条 事業者は，前条第１項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに，第

１５条第１項の意見に配意して，第１２条第１項第７号に掲げる事項について検討を加

え，技術指針で定めるところにより，対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査，

予測及び評価の手法を選定しなければならない。 



（環境影響評価の実施） 

第１９条 事業者は，前条の規定により選定した項目及び手法に基づいて，技術指針で定

めるところにより，対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。 

第６章 準備書 

（準備書の作成等） 

第２０条 事業者は，前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後，当該環

境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として，技術

指針で定めるところにより，当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準

備書（以下「準備書」という。）を作成しなければならない。 

(1) 第１２条第１項第１号から第６号までに掲げる事項 

(2) 第１５条第１項の規定により述べられた意見の概要 

(3) 第１７条第１項の市長の意見 

(4) 前２号の意見についての事業者の見解 

(5) 環境影響評価の項目並びに調査，予測及び評価の手法 

(6) 環境影響評価の結果のうち，次に掲げるもの 

ア 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとに取りま

とめたもの（環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明ら

かとならなかった項目に係るものを含む。） 

イ 環境の保全のための措置（当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含

む。） 

ウ イに掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には，

当該環境の状況の把握のための措置 

エ 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

(7) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には，その者の氏名及

び住所（法人にあってはその名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

２ 第６条第２項の規定は，準備書の作成について準用する。 

３ 事業者は，準備書を作成したときは，準備書及びこれを要約した書類（次条において

「要約書」という。）を市長に送付しなければならない。 



（準備書についての公告及び縦覧） 

第２１条 事業者は，前条第３項の規定による送付を行った後，準備書に係る環境影響評

価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため，規則で定めるところによ

り，準備書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し，公告の日から起算して３０

日間，準備書及び要約書を技術指針で定めるところにより対象事業に係る環境影響を受

ける範囲であると認められる地域（第１５条第１項及び第１７条第１項の意見並びに第

１９条の規定により行った環境影響評価の結果に鑑み第１３条の地域に追加すべきもの

と認められる地域を含む。以下「関係地域」という。）内において縦覧に供するととも

に，規則で定めるところにより，インターネットの利用その他の方法により公表しなけ

ればならない。 

（準備書説明会の開催） 

第２２条 事業者は，規則で定めるところにより，前条の縦覧期間内に，関係地域内にお

いて，準備書の記載事項を周知させるための説明会（以下「準備書説明会」という。）

を開催しなければならない。この場合において，関係地域内に準備書説明会を開催する

適当な場所がないときは，関係地域以外の地域において開催することができる。 

２ 第１４条第２項から第５項までの規定は，前項の規定により事業者が準備書説明会を

開催する場合について準用する。この場合において，同条第４項中「第２項」とあるの

は「第２２条第２項において準用する第２項」と，同条第５項中「前各項」とあるのは

「第２２条第１項及び同条第２項において準用する前３項」と読み替えるものとする。 

（準備書についての意見書の提出等） 

第２３条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は，第２１条の公告の

日から，同条の縦覧期間の満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までの間に，

市長に対し，意見書の提出により，これを述べることができる。 

２ 前項の意見書の提出に関し必要な事項は，規則で定める。 

３ 市長は，第１項の期間を経過した後，事業者に対し，同項の規定により提出された意

見書の写しを送付するものとする。 

（準備書見解書の作成等） 

第２４条 事業者は，前条第３項の規定による意見書の写しの送付を受けたときは，次に



掲げる事項を記載した書類（以下「準備書見解書」という。）を作成し，市長に提出し

なければならない。 

(1) 第１２条第１項第１号に掲げる事項 

(2) 前条第１項の規定により述べられた意見の概要 

(3) 前号の意見についての事業者の見解 

２ 市長は，前項の規定による準備書見解書の提出を受けたときは当該準備書見解書を，

前条第１項の意見が述べられなかったときはその旨を，規則で定めるところにより，イ

ンターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 

（公聴会の開催等） 

第２５条 市長は，前条第１項の規定による準備書見解書の提出を受けて必要と認めると

きは，規則で定めるところにより，公聴会を開催し，準備書又は準備書見解書について

環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴くことができる。 

２ 市長は，前項の公聴会を開催するときは，その開催を予定する日時及び場所を定め，

規則で定めるところにより，これらをその開催を予定する日の３週間前までに公告する

ものとする。 

３ 市長は，第１項の規定により公聴会を開催したときは，速やかに，規則で定めるとこ

ろにより，当該公聴会の結果を記載した書類を作成し，事業者に送付するとともに，規

則で定めるところにより，インターネットの利用その他の方法により公表するものとす

る。 

（準備書についての市長の意見等） 

第２６条 市長は，第２４条第１項の規定による準備書見解書の提出を受け，又は第２３

条第１項の意見が述べられなかった旨を公表したときは，規則で定める期間内に，事業

者に対し，準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 

２ 前項の場合において，市長は，必要があると認めるときは，あらかじめ第４５条に規

定する岡山市環境影響評価審議会の意見を聴くことができる。 

３ 市長は，第１項の意見を述べたときは，規則で定めるところにより，インターネット

の利用その他の方法により公表するものとする。 

第７章 評価書 



（評価書の作成等） 

第２７条 事業者は，前条第１項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに，第

２３条第１項及び第２５条第１項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加

え，当該事項の修正が必要であると認めるとき（当該修正後の事業が対象事業に該当す

るときに限る。）は，次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ，当該各号に定める措置

をとらなければならない。 

(1) 第６条第１項第２号に掲げる事項の修正（事業規模の縮小，規則で定める軽微な修

正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。） 第１２条から第２８条まで

に規定する環境影響評価その他の手続を経ること。 

(2) 第６条第１項第１号又は第２０条第１項第２号から第４号まで若しくは第７号に掲

げる事項の修正（前号に該当する場合を除く。） 次項及び次条の規定による環境影

響評価その他の手続を行うこと。 

(3) 前２号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより，当該修正に係る

部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。 

２ 事業者は，前項第１号に該当する場合を除き，同項第３号の規定による環境影響評価

を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に，同号の規

定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る

次に掲げる事項を記載した環境影響評価書（以下「評価書」という。）を，技術指針で

定めるところにより作成しなければならない。 

(1) 第２０条第１項各号に掲げる事項 

(2) 第２３条第１項の規定により述べられた意見の概要 

(3) 第２５条第１項の規定により公聴会が開催された場合にあっては，当該公聴会にお

いて述べられた意見の概要 

(4) 前条第１項の市長の意見 

(5) 前３号の意見についての事業者の見解 

３ 事業者は，評価書を作成したときは，評価書及びこれを要約した書類（次条において

「要約書」という。）を市長に送付しなければならない。 

（評価書の公告及び縦覧） 



第２８条 事業者は，前条第３項の規定による送付を行った後，規則で定めるところによ

り，評価書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し，公告の日から起算して３０

日間，評価書及び要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに，規則で定めると

ころにより，インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 

第８章 対象事業の内容の修正等 

（事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続） 

第２９条 事業者は，第１３条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行

うまでの間に，第６条第１項第２号に掲げる事項を修正しようとする場合（第２７条第

１項の規定の適用を受ける場合を除く。）において，当該修正後の事業が対象事業に該

当するときは，当該修正後の事業について，第１２条から前条までの規定による環境影

響評価その他の手続を経なければならない。ただし，当該事項の修正が事業規模の縮小，

規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当する場合は，この限りでない。 

（対象事業の廃止等） 

第３０条 事業者は，第１３条の規定による公告を行ってから第２８条の規定による公告

を行うまでの間において，次の各号のいずれかに該当することとなった場合には，その

旨を市長に通知するとともに，規則で定めるところにより，その旨を公告しなければな

らない。 

(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。 

(2) 第６条第１項第２号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が対象

事業に該当しないこととなったとき。 

(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。 

２ 前項第３号の場合において，当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは，同項の規

定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った計画段階配慮，環境影響評価そ

の他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし，当該引継ぎ前の事業者に

ついて行われた計画段階配慮，環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者に

ついて行われたものとみなす。 

第９章 評価書の公告及び縦覧後の手続 

（対象事業の実施の制限） 



第３１条 事業者は，第２８条の規定による公告を行うまでは，対象事業（第２７条第１

項又は第２９条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に

該当するときは，当該修正後の事業）を実施してはならない。 

２ 事業者は，第２８条の規定による公告を行ってから第３９条の規定による公告を行う

までの間に，第６条第１項第２号に掲げる事項を変更しようとする場合において，当該

変更後の事業が対象事業に該当するときは，当該変更について，あらかじめ市長に届け

出なければならない。ただし，当該変更が事業規模の縮小，規則で定める軽微な変更そ

の他の規則で定める変更に該当する場合は，この限りでない。 

３ 市長は，前項の規定による届出があった場合であって，当該変更後の事業について第

１２条から第２８条までの規定による環境影響評価，第３８条から第４３条までの規定

によるその他の手続の全部又は一部を再度行う必要があると判断したときは，規則で定

める期間内に，当該変更後の事業を行う事業者にその旨を通知するものとする。 

４ 前項の規定による通知を受けた事業者は，第１２条から第２８条までの規定による環

境影響評価，第３８条から第４３条までの規定によるその他の手続の全部又は一部を再

度行わなければならない。 

５ 市長は，第３項の規定による判断をする場合において，あらかじめ第４５条に規定す

る岡山市環境影響評価審議会に諮問するものとする。 

６ 第１項の規定は，第４項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととなった

事業者について準用する。この場合において，第１項中「公告」とあるのは，「公告

（同条の規定による公告を行い，かつ，この条例の規定による環境影響評価その他の手

続を再び経た後に行うものに限る。）」と読み替えるものとする。 

７ 事業者は，第２８条の規定による公告を行った後に対象事業の実施を他の者に引き継

いだ場合には，規則で定めるところにより，その旨を公告しなければならない。この場

合において，前条第２項の規定は，当該引継ぎについて準用する。 

（評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施） 

第３２条 事業者は，第２８条の規定による公告を行った後に，対象事業実施区域及びそ

の周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により，対象事業の実施において環境の

保全上の適正な配慮をするために第２０条第１項第５号又は第６号に掲げる事項を変更



する必要があると認めるときは，当該変更後の対象事業について，更に第１２条から第

２８条まで又は第１８条から第２８条までの規定の例による環境影響評価その他の手続

を行うことができる。 

２ 事業者は，前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは，遅

滞なく，規則で定めるところにより，その旨を公告するものとする。 

３ 第２９条から前条までの規定は，第１項の規定により環境影響評価その他の手続が行

われる対象事業について準用する。この場合において，同条第１項中「公告」とあるの

は，「公告（次条第１項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに

限る。）」と読み替えるものとする。 

（事業者の環境保全の配慮） 

第３３条 事業者は，評価書に記載されているところにより，環境の保全についての適正

な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。 

（許認可等への配慮） 

第３４条 市長は，対象事業の実施に係る許認可等の申請書類の提出があった場合，当該

申請書類の内容と当該対象事業に係る評価書の内容に齟齬
そ ご

がないことを確認するものと

する。 

２ 市長は，対象事業の実施に係る許認可等を行う者が市長以外の者である場合には，当

該許認可等を行う者に当該対象事業に係る評価書の写しを送付するとともに，当該対象

事業に係る許認可等の申請書類の内容と当該評価書の内容に齟齬がないことの確認を要

請するものとする。 

第１０章 報告書 

（工事等の着手の届出） 

第３５条 事業者は，対象事業に係る工事に着手するときは，あらかじめ，その旨を市長

に届け出なければならない。 

（工事等の完了の届出） 

第３６条 事業者は，対象事業に係る工事を完了したときは，速やかに，その旨を市長に

届け出なければならない。 

（供用開始の届出） 



第３７条 事業者は，対象事業に係る土地又は工作物の供用を開始するときは，あらかじ

め，その旨を市長に届け出なければならない。 

（環境保全措置等の報告等） 

第３８条 第２８条の規定による公告を行った事業者（当該事業者が対象事業の実施前に

当該対象事業を他の者に引き継いだ場合には，当該対象事業を引き継いだ者）は，技術

指針で定めるところにより，第２０条第１項第６号イに掲げる措置（回復することが困

難であるためその保全が特に必要であると認められる環境に係るものであって，その効

果が確実でないものとして規則で定めるものに限る。），同号ウに掲げる措置及び同号

ウに掲げる措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置であ

って，当該対象事業の実施において講じたものに係る次に掲げる事項を記載した報告書

（以下「報告書」という。）を作成しなければならない。 

(1) 事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称，代表者の氏名及び主たる事務所

の所在地），対象事業の名称，種類及び規模，対象事業が実施された区域の位置その

他の対象事業に関する基礎的な情報 

(2) 環境保全措置（第４号に掲げるものを除く。）の実施の内容，効果及びその不確実

性の程度 

(3) 対象事業に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境の状況

を把握するための調査（以下「事後調査」という。）の項目，手法及び結果 

(4) 前号の措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境保全措置の実施の内容，

効果及びその不確実性の程度 

(5) 専門家の助言を受けた場合には，当該助言の内容及び当該専門家の専門分野並びに

可能な場合には，当該専門家の所属機関の種別 

(6) 報告書作成後に環境保全措置又は事後調査を行う場合には，その実施の内容等又は

その結果等を公表する旨 

２ 前項に規定する事業者は，対象事業を他の者に引き継いだ場合又は当該事業者と土地

若しくは工作物の供用開始後の管理者が異なる場合等において，当該管理者との協力又

は当該管理者への要請等の方法及び内容を，報告書に記載しなければならない。 

３ 第１項に規定する事業者は，報告書を作成したときは，報告書及びこれを要約した書



類（次条において「要約書」という。）を市長に送付しなければならない。 

（報告書の公告及び縦覧） 

第３９条 事業者は，前条第３項の規定による送付を行った後，規則で定めるところによ

り，報告書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し，公告の日から起算して３０

日間，報告書及び要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに，規則で定めると

ころにより，インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 

（報告書についての意見書の提出等） 

第４０条 報告書について環境の保全の見地からの意見を有する者は，前条の縦覧期間内

に，市長に対し，意見書の提出により，これを述べることができる。 

２ 前項の意見書の提出に関し必要な事項は，規則で定める。 

３ 市長は，第１項の期間を経過した後，事業者に対し，同項の規定により提出された意

見書の写しを送付するものとする。 

（報告書見解書の作成等） 

第４１条 事業者は，前条第３項の規定による意見書の写しの送付を受けたときは，次に

掲げる事項を記載した書類（以下「報告書見解書」という。）を作成し，市長に提出し

なければならない。 

(1) 第３８条第１項各号に掲げる事項 

(2) 前条第１項の規定により述べられた意見の概要 

(3) 前号の意見についての事業者の見解 

２ 市長は，前項の規定による報告書見解書の提出を受けたときは当該報告書見解書を，

前条第１項の意見が述べられなかったときはその旨を，規則で定めるところにより，イ

ンターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 

（報告書についての市長の意見等） 

第４２条 市長は，前条第１項の規定による報告書見解書の提出を受け，又は第４０条第

１項の意見が述べられなかった旨を公表したときは，規則で定める期間内に，事業者に

対し，報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 

２ 前項の場合において，市長は，必要があると認めるときは，あらかじめ第４５条に規

定する岡山市環境影響評価審議会の意見を聴くことができる。 



３ 市長は，第１項の意見を述べたときは，規則で定めるところにより，インターネット

の利用その他の方法により公表するものとする。 

（報告書の公告後における事業者の環境保全の配慮） 

第４３条 事業者は，前条第１項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに，第

４０条第１項の意見に配意して，環境の保全について適正な配慮を行うものとする。 

第１１章 都市計画法に定める手続との調整 

第４４条 市長は，対象事業が都市計画法に規定する都市計画に定めようとする事業であ

る場合のこの条例の規定による計画段階配慮，環境影響評価その他の手続については，

同法に定める手続との調整を図り，適切かつ円滑に行われるよう努めるものとする。 

第１２章 岡山市環境影響評価審議会 

（設置） 

第４５条 この条例に定める環境影響評価等に関する事項を調査審議させるため，地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき，岡山市環境影

響評価審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（組織） 

第４６条 審議会は，委員１０人以内で組織する。 

（委員） 

第４７条 委員は，法第２条第１項に規定する環境の構成要素に係る項目及び環境影響評

価等の審議に係る項目に関し優れた識見を有する者のうちから，市長が委嘱する。 

２ 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

３ 委員は，再任されることができる。 

４ 委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，同様とす

る。 

（会長等） 

第４８条 審議会に，会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は，審議会を代表し，会務を総理する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，その職務



を代理する。 

（会議等） 

第４９条 審議会の会議は，会長が必要に応じて招集し，会長が議長となる。 

２ 審議会の会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決

するところによる。 

４ 会長は，必要に応じ，会議に関係者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。 

（その他） 

第５０条 この条例に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は会長が審議会

に諮って定め，その他必要な事項については市長が別に定める。 

第１３章 雑則 

（法対象事業に該当しないこととなった対象事業） 

第５１条 法対象事業であった事業が，法第３条の３第１項第２号又は法第５条第１項第

２号に掲げる事項の修正により法対象事業に該当しないこととなった場合において，当

該事業が対象事業に該当するときは，当該対象事業については，この条例の規定を適用

する。 

２ 前項の場合において，市長は，法の規定に基づいて実施した環境影響評価その他の手

続の段階に応じて必要な限度において，当該対象事業について，この条例の規定による

手続の一部を免除することができる。 

（他の地方公共団体の長との協議） 

第５２条 市長は，対象事業の事業実施想定区域，対象事業実施区域又は関係地域（以下

「事業実施想定区域等」という。）に，市の区域に属さない地域が含まれていると認め

る場合は，事業実施想定区域等における計画段階配慮，環境影響評価その他の手続に関

して，当該市の区域に属さない地域を管轄する地方公共団体の長と協議するものとする。 

２ 前項の場合において，市長は，役割分担の見地から必要な限度において，当該対象事

業について，この条例の規定による手続の全部又は一部を免除することができる。 

（報告及び調査の協力要請） 

第５３条 市長は，この条例の施行に必要な限度において，事業者に対し，報告若しくは



資料の提出について協力を求め，又はその職員が，事業者の事務所若しくは対象事業が

実施されている場所に立ち入り，対象事業の実施状況その他の物件を調査することにつ

いて協力を求めることができる。 

（勧告，命令及び公表） 

第５４条 市長は，事業者が次の各号のいずれかに該当するときは，当該事業者に対し，

期限を定めて，必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

(1) この条例の規定に違反して，計画段階配慮，環境影響評価その他の手続を行わない

とき。 

(2) 配慮書，方法書，準備書，評価書又は報告書に虚偽の事項を記載したとき。 

(3) 第３１条の規定に違反して対象事業を実施したとき。 

２ 市長は，前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないとき

は，期限を定めて，当該勧告に従うよう命ずることができる。 

３ 市長は，前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは，その旨を公

表することができる。 

４ 市長は，前項の規定による公表をしようとするときは，あらかじめ当該命令を受けた

者に対し，弁明の機会を付与しなければならない。 

（市との連絡） 

第５５条 事業者は，この条例の規定による公告若しくは縦覧又は方法書説明会若しくは

準備書説明会の開催について，市と密接に連絡し，必要に応じ，市に協力を求めること

ができる。 

（適用除外） 

第５６条 この条例の規定は，災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第８７条の

規定による災害復旧の事業又は同法第８８条第２項に規定する事業，建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号）第８４条の規定が適用される場合における同条第１項の都市計

画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法（平成７年

法律第１４号）第５条第１項の被災市街地復興推進地域において実施される同項第３号

に規定する事業については，適用しない。 

（法対象事業等の意見の概要等の公表） 



第５７条 市長は，法第９条若しくは第１９条に規定する書類又は岡山県環境影響評価等

に関する条例（平成１１年岡山県条例第７号。以下「県条例」という。）第８条第３項

若しくは第１６条第３項に規定する書類の送付を受けたときは，規則で定めるところに

より，インターネットの利用その他の方法によりこれを公表するものとする。 

（法対象事業等に係る市長の意見の形成の手続） 

第５８条 市長は，法第３条の７第１項，第１０条第２項若しくは第４項若しくは第２０

条第２項若しくは第４項の意見を述べるために必要があると認めるとき又は県条例第６

条第３項，第８条第４項，第１３条第３項，第１６条第４項若しくは第２４条第２項の

意見を述べるために必要があると認めるときは，あらかじめ審議会の意見を聴くことが

できる。 

２ 市長は，前項の意見を述べたときは，規則で定めるところにより，インターネットの

利用その他の方法によりこれを公表するものとする。 

（法対象事業等に係る勧告） 

第５９条 市長は，法第２条第５項の事業者が，次の各号のいずれかに該当するときは，

当該事業者に対し，期限を定めて，必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

(1) 法の規定に違反して法第２条第１項の環境影響評価その他の手続を行わないとき。 

(2) 法第３条の３第１項の配慮書，法第５条第１項の方法書，法第１４条第１項の準備

書，法第２１条第２項の評価書又は法第３８条の２第１項の報告書に虚偽の記載をし

たとき。 

２ 市長は，県条例第２条第３号の事業者が，次の各号のいずれかに該当するときは，当

該事業者に対し，期限を定めて，必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

(1) 県条例の規定に違反して県条例第２条第１号の環境影響評価その他の手続を行わな

いとき。 

(2) 県条例第５条第１項の実施計画書，県条例第１２条第１項の準備書，県条例第１９

条第２項の評価書又は県条例第２９条第１項の報告書に虚偽の記載をしたとき。 

（委任） 

第６０条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

附 則 



 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から起算して２年を超えない範囲内において規則で定める日

（以下「施行日」という。）から施行する。ただし，第１章，第２章及び第１２章の規

定は，公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 県条例第２条第２号の対象事業（以下「県条例対象事業」という。）であって，施行

日において対象事業に該当するもののうち，施行日前に県条例第１３条第１項の規定に

より岡山県知事に対し県条例第１２条第１項の準備書が送付されたものについては，こ

の条例の規定は適用しない。 

３ 施行日前に県条例の規定に基づく環境影響評価その他の手続に着手した県条例対象事

業であって，施行日において対象事業に該当するもののうち，前項に定めるもの以外の

ものについては，この条例の規定を適用する。 

４ 市長は，県条例の規定に基づいて実施した環境影響評価その他の手続の段階に応じて

必要な限度において，前項の対象事業について，この条例の規定による手続の一部を免

除することができる。 

５ 施行日において対象事業の実施に係る許認可等の申請その他の行為で規則で定めるも

のがなされている事業（施行日以後その内容を変更せず，又は事業規模の縮小，軽微な

変更その他規則で定める変更のみをして実施するものに限る。）については，この条例

の規定は適用しない。 

（岡山市環境保全条例の一部改正） 

６ 岡山市環境保全条例（平成１２年市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条第２項を削る。 

  第２９条の１１第１項中「行おうとする行為」を「，実施しようとする行為」に，

「又は非常災害」を「，非常災害」に，「行為は」を「行為又は環境影響評価法（平成

９年法律第８１号）第２条第４項の対象事業，岡山県環境影響評価等に関する条例（平

成１１年岡山県条例第７号）第２条第２号の対象事業若しくは岡山市環境影響評価条例

（平成３０年市条例第  号）第２条第２項の対象事業に該当する行為を実施しようと

する場合は」に改める。 



 

 

提案理由 

  土地の形状の変更，工作物の新設等の事業に係る環境の保全について適正な配慮がなさ

れることを確保し，もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に資するため，

本条例を制定しようとするものである。 



甲 第 ６ １ 号 議 案 

   岡山市廃棄物関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市廃棄物関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市廃棄物関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

 岡山市廃棄物関係事務手数料条例（平成１２年市条例第１３号）の一部を次のように改

正する。 

 第３条中「条例」を「条」に改め，第２４号を第２６号とし，第７号から第２３号まで

を２号ずつ繰り下げ，第６号の次に次の２号を加える。 

 (7) 法第１２条の７第１項の規定による同項各号のいずれにも適合していることについ

ての認定の申請に対する審査 １４７，０００円 

 (8) 法第１２条の７第７項の規定による同条第２項各号に掲げる事項の変更の認定の申

請に対する審査 １３４，０００円 

 第４条第９号中「７５，０００円」を「６７，０００円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に申請がされている使用済自動車の再資源化等に関する法律

（平成１４年法律第８７号）第７０条第１項の規定による破砕業の事業の範囲の変更の

許可の申請に対する審査手数料の額については，なお従前の例による。 

 



 

提案理由 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い，２以上の事業者による産業廃棄

物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査手数料の額を定める等のため，本条例の一

部を改正しようとするものである。 



甲 第 ６ ２ 号 議 案 

岡山市小規模企業・中小企業振興条例の制定について 

 岡山市小規模企業・中小企業振興条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市小規模企業・中小企業振興条例 

 岡山市中小企業振興条例（昭和４６年市条例第９７号）の全部を改正する。 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 中小企業の振興（第３条－第１１条） 

 第３章 小規模企業の振興（第１２条－第２０条） 

 第４章 産業振興計画等（第２１条・第２２条） 

第５章 財政措置（第２３条） 

第６章 雑則（第２４条） 

附則 

本市は，旭川及び吉井川の２大河川を有する岡山平野の中央に位置し，豊富な水資源と

瀬戸内の温暖な気候風土に恵まれ，古くは吉備文化の中心地として栄えた。戦国時代から

江戸時代にかけては，岡山城を中心とする城下町として栄え，明治２２年に市政が施行さ

れ「岡山市」となって以後，政治・経済，交通，教育・文化，医療等の様々な都市機能を

備えた中心都市として発展した。また，戦後は，市民の復興への熱意もあって市勢は飛躍

的に回復し，昭和４７年の新大阪・岡山間の山陽新幹線開業を始め，瀬戸大橋，岡山空港，

山陽自動車道，岡山自動車道等の広域高速交通網の整備が進み，平成２１年４月１日に全

国で１８番目の政令指定都市となり，中四国地方の中枢拠点都市として発展を続けている。 



こうした発展の過程において，商業を中心に多様な産業が集積し，その大多数を占める

小規模企業・中小企業が誕生した。小規模企業・中小企業は，その事業活動を通じて地域

経済と雇用を支えるとともに，地域社会の発展や市民生活の向上を図るための中心的な役

割を果たし，本市の経済発展に貢献してきた。そして，人口の減少，少子化及び高齢化の

進展，グローバル化に伴う企業間・地域間の競争の激化など，本市を取り巻く社会・経済

情勢が大きく変化する中にあっても，小規模企業・中小企業は本市の発展にとって欠くこ

とのできない存在となっている。 

 このような状況において，本市が未来に向けて発展するためには，地域産業の基盤を支

える小規模企業・中小企業の健全な成長及び持続的な発展が必要不可欠であり，本市の小

規模企業・中小企業がその力を存分に発揮できる環境を整えるよう地域を挙げての取組が

求められている。 

 ここに，小規模企業・中小企業が地域の経済及び社会の発展にとって重要であるという

認識を市民全体で共有し，地域社会が一体となって小規模企業・中小企業の振興に取り組

むためにこの条例を制定する。 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は，本市における小規模企業・中小企業の果たす役割の重要性に鑑み，

小規模企業・中小企業の振興に関する基本理念を定めること等により，小規模企業・中

小企業の健全な発展を促進し，もって本市における産業の振興及び市民生活の向上を図

ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 小規模企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第５項に規定

する小規模企業者であって，市内に事務所又は事業所を有するものをいう。 

(2) 中小企業者 中小企業基本法第２条第１項各号に掲げるものであって，市内に事務

所又は事業所を有するものをいう。 

(3) 大企業者 中小企業者以外の事業者であって，市内に事務所又は事業所を有するも



のをいう。 

(4) 中小企業に関する団体 商工会議所，商工会，中小企業団体中央会その他の中小企

業の振興を行う団体であって，市内に事務所を有するものをいう。 

(5) 金融機関 銀行，信用金庫その他の金融機関であって，市内に事務所又は事業所を

有するものをいう。 

(6) 学校 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する学校及び専修学校であっ

て，市内に所在するものをいう。 

(7) 市民 市内に居住し，勤務し，又は通学する者をいう。 

(8) 経営の革新 中小企業基本法第２条第２項に規定する経営の革新をいう。 

(9) 創造的な事業活動 中小企業基本法第２条第３項に規定する創造的な事業活動をい

う。 

(10) 経営資源 中小企業基本法第２条第４項に規定する経営資源をいう。 

   第２章 中小企業の振興 

 （中小企業振興の基本理念） 

第３条 中小企業の振興は，次に掲げる基本理念に沿って推進されなければならない。 

(1) 中小企業者の自主的かつ創造的な事業活動が助長されること。 

(2) 中小企業者の経営の革新，創業の促進，円滑な事業承継，経営基盤の強化及び経済

的・社会的環境への適応の円滑化がなされることにより，その多様で活力ある成長発

展が図られること。 

(3) 中小企業者が地域の経済及び社会の発展並びに地域住民の生活向上に貢献する存在

であることを理解し，その果たす役割の重要性を認識すること。 

 （中小企業振興に係る市の責務） 

第４条 市は，前条の中小企業振興の基本理念（以下「中小企業振興基本理念」とい

う。）にのっとり，本市の実情に応じた中小企業の振興に関する施策を総合的に策定

し，周知し，及び実施するものとする。 

２ 市は，前項の施策の実施に当たっては，国，岡山県，中小企業に関する団体等と連

携・協力を図ることにより，効果的に実施するよう努めるものとする。 

３ 市は，中小企業に関する情報の提供等を通じて，中小企業振興基本理念に関する市民



の理解を深めるよう努めるものとする。 

 （中小企業者の努力） 

第５条 中小企業者は，経済的・社会的環境の変化を常に意識し，事業の成長発展のため

に自主的に経営の改善及び向上に努めるとともに，社会・環境と調和のとれた事業活動

を通じて，地域社会への貢献に積極的に取り組むよう努めるものとする。 

 （中小企業振興に係る大企業者の役割） 

第６条 大企業者は，その事業活動が地域社会に及ぼす影響を常に意識し，地域の中小企

業者との連携・協力に努めるとともに，市が実施する第４条第１項の施策に協力するよ

う努めるものとする。 

 （中小企業振興に係る中小企業に関する団体の役割） 

第７条 中小企業に関する団体は，中小企業者の経営の改善及び向上に積極的に取り組む

よう努めるとともに，市が実施する第４条第１項の施策に協力するよう努めるものとす

る。 

 （中小企業振興に係る金融機関の役割） 

第８条 金融機関は，中小企業者の状況をきめ細かく把握し，円滑な資金調達の支援に努

めるとともに，市が実施する第４条第１項の施策に協力するよう努めるものとする。 

 （中小企業振興に係る学校の役割） 

第９条 学校は，教育を通じて，地域の中小企業者が地域の経済及び社会の発展並びに地

域住民の生活向上に貢献していることの理解が進むよう努めるとともに，市が実施する

第４条第１項の施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 大学等は，中小企業者との共同研究等の産学官連携の促進に努め，中小企業者の経営

の革新を図るよう支援に努めるものとする。 

 （中小企業振興に係る市民の理解及び協力） 

第１０条 市民は，地域の経済及び社会の発展並びに地域住民の生活向上のために中小企

業者が重要な役割を果たしていることを理解し，その立場を尊重し，市が実施する第４

条第１項の施策に協力するよう努めるものとする。 

 （中小企業振興施策の基本方針） 

第１１条 市は，中小企業振興基本理念にのっとり，次に掲げる事項を基本方針として第



４条第１項の施策を実施するものとする。 

(1) 中小企業者の経営基盤の安定・強化及び経営の改善を図ること。 

(2) 中小企業者に対する資金の円滑な供給を図ること。 

(3) 中小企業者の販路開拓を図ること。 

(4) 中小企業者の新たな事業展開を図ること。 

(5) 中小企業者の事業活動に必要な人材の確保及び育成を図ること。 

(6) 中小企業者の創業の促進を図ること。 

(7) 中小企業者の円滑な事業承継の促進を図ること。 

(8) 市が行う工事の発注並びに物品及び役務の調達において，中小企業者の受注機会の

拡大を図ること。 

(9) 中小企業に関する団体の活動の促進を図ること。 

(10) その他中小企業の振興を図ること。 

   第３章 小規模企業の振興 

 （小規模企業振興の基本理念） 

第１２条 小規模企業の振興は，小規模企業者がその経営資源を有効に活用することによ

り，その活力の向上が図られ，及びその円滑かつ確実な事業の運営が確保されるよう考

慮するとともに，小規模企業者の持続的な発展が図られることを旨として推進されなけ

ればならない。 

 （小規模企業振興に係る市の責務） 

第１３条 市は，前条の小規模企業振興の基本理念（以下「小規模企業振興基本理念」と

いう。）にのっとり，本市の実情に応じた小規模企業の振興に関する施策を総合的に策

定し，周知し，及び実施するものとする。 

２ 市は，前項の施策の実施に当たっては，国，岡山県，中小企業に関する団体等と連

携・協力を図ることにより，効果的に実施するよう努めるものとする。 

３ 市は，小規模企業に関する情報の提供等を通じて，小規模企業振興基本理念に関する

市民の理解を深めるよう努めるものとする。 

 （小規模企業者の努力） 

第１４条 小規模企業者は，経済的・社会的環境の変化を常に意識し，事業の持続的な発



展のために自主的に経営の改善及び向上に努めるとともに，社会・環境と調和のとれた

事業活動を通じて，地域社会への貢献に積極的に取り組むよう努めるものとする。 

 （小規模企業振興に係る大企業者の役割） 

第１５条 大企業者は，その事業活動が地域社会に及ぼす影響を常に意識し，地域の小規

模企業者との連携・協力に努めるとともに，市が実施する第１３条第１項の施策に協力

するよう努めるものとする。 

 （小規模企業振興に係る中小企業に関する団体の役割） 

第１６条 中小企業に関する団体は，小規模企業者の経営の改善及び向上に積極的に取り

組むよう努めるとともに，市が実施する第１３条第１項の施策に協力するよう努めるも

のとする。 

 （小規模企業振興に係る金融機関の役割） 

第１７条 金融機関は，小規模企業者の状況をきめ細かく把握し，円滑な資金調達の支援

に努めるとともに，市が実施する第１３条第１項の施策に協力するよう努めるものとす

る。 

 （小規模企業振興に係る学校の役割） 

第１８条 学校は，教育を通じて，地域の小規模企業者が地域の経済及び社会の発展並び

に地域住民の生活向上に貢献していることの理解が進むよう努めるとともに，市が実施

する第１３条第１項の施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 大学等は，小規模企業者との共同研究等の産学官連携の促進に努め，小規模企業者の

経営の革新を図るよう支援に努めるものとする。 

 （小規模企業振興に係る市民の理解及び協力） 

第１９条 市民は，地域の経済及び社会の発展並びに地域住民の生活向上のために小規模

企業者が重要な役割を果たしていることを理解し，その立場を尊重し，市が実施する第

１３条第１項の施策に協力するよう努めるものとする。 

 （小規模企業振興施策の基本方針） 

第２０条 市は，小規模企業振興基本理念にのっとり，次に掲げる事項を基本方針として

第１３条第１項の施策を実施するものとする。 

(1) 小規模企業者の経営基盤の安定・強化及び経営の改善を図ること。 



(2) 小規模企業者に対する資金の円滑な供給を図ること。 

(3) 小規模企業者の販路開拓を図ること。 

(4) 小規模企業者の新たな事業展開を図ること。 

(5) 小規模企業者の事業活動に必要な人材の確保及び育成を図ること。 

(6) 小規模企業者の創業の促進を図ること。 

(7) 小規模企業者の円滑な事業承継の促進を図ること。 

(8) 市が行う工事の発注並びに物品及び役務の調達において，小規模企業者の受注機会

の拡大を図ること。 

(9) 小規模企業を支援する団体の活動の促進を図ること。 

(10) その他小規模企業の振興を図ること。 

   第４章 産業振興計画等 

 （市の産業振興計画） 

第２１条 市は，第４条第１項及び第１３条第１項の施策を計画的かつ効果的に実施する

等のため，市の産業振興に関する基本的な計画を策定するものとする。 

 （施策及び計画への反映） 

第２２条 市は，小規模企業者，中小企業者，中小企業に関する団体等の意見を聴取し，

第４条第１項及び第１３条第１項の施策並びに前条の計画に反映することにより，より

効果的な施策が展開できるよう努めるものとする。 

   第５章 財政措置 

 （市の財政上の措置） 

第２３条 市は，第４条第１項及び第１３条第１項の施策を推進するため必要な財政上の

措置を講ずるよう努めるものとする。 

   第６章 雑則 

 （委任） 

第２４条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

   附 則 

 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 



 

提案理由 

 本市における小規模企業・中小企業の果たす役割の重要性に鑑み，小規模企業・中小企

業の振興に関する基本理念を定めること等により，小規模企業・中小企業の健全な発展を

促進し，もって本市における産業の振興及び市民生活の向上を図るため，本条例を制定し

ようとするものである。 



甲 第 ６ ３ 号 議 案 

   岡山市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市公園条例の一部を改正する条例 

岡山市公園条例（昭和３５年市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

第２条の４の見出し中「設置」を「建築面積の」に改める。 

第２条の６を第２条の７とし，第２条の５を第２条の６とし，第２条の４の次に次の１

条を加える。 

（運動施設の敷地面積の基準） 

第２条の５ 都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号）第８条第１項の条例で定め

る割合は，１００分の５０とする。 

別表第１第１１項の表に次のように加える。 

旭川さくら緑地 岡山市中区古京町一丁目～中区浜二丁目 

   附 則 

 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

   

    

提案理由 

 旭川さくら緑地を設置するとともに，都市公園法施行令の一部改正に伴い，運動施設の

敷地面積の基準を定めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ６ ４ 号 議 案 

岡山市児童遊園地条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市児童遊園地条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市児童遊園地条例の一部を改正する条例 

岡山市児童遊園地条例（昭和４８年市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

湊第８遊園地 岡山市中区湊 

東平島第５遊園地 岡山市東区東平島 

西大寺東三丁目第２遊園地 岡山市東区西大寺東三丁目 

  附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 湊第８遊園地ほか２遊園地を設置するため，本条例の一部を改正しようとするものであ

る。 



甲 第 ６ ５ 号 議 案 

   岡山市建築関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市建築関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市建築関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

 岡山市建築関係事務手数料条例（平成１２年市条例第１６号）の一部を次のように改正

する。 

 第８条第８号中「又は第１３項ただし書」を「，第１３項ただし書又は第１４項ただし

書」に改め，同条第２３号中「建ぺい率」を「建 率」に改める。 

   附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 建築基準法の一部改正に伴い，建築許可等申請手数料の額を定める等のため，本条例の

一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ６ ６ 号 議 案 

   岡山市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市建築基準法施行条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市建築基準法施行条例の一部を改正する条例 

 岡山市建築基準法施行条例（平成１２年市条例第１１８号）の一部を次のように改正す

る。 

 第７条の表第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域の項中「又は第二種低

層住居専用地域」を「，第二種低層住居専用地域又は田園住居地域」に改める。 

   附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 建築基準法の一部改正に伴い，日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域

を追加する等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ６ ７ 号 議 案 

   岡山市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市営住宅条例の一部を改正する条例 

 岡山市営住宅条例（平成９年市条例第５２号）の一部を次のように改正する。 

第１３条第１項中「第１１条」を「第１２条」に改める。 

第１４条第１項中「（第３項」を「（第５項」に改め，同条第４項中「第１項」を「第

１項及び第３項」に改め，同項を同条第５項とし，同条中第３項を第４項とし，第２項の

次に次の１項を加える。 

３ 第１項ただし書の規定にかかわらず，市長は，入居者が次条第１項ただし書に規定す

る者に該当すると認めるときは，当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を，毎年度，政令

第２条に規定する方法により，省令第９条に規定する方法により把握した当該入居者の

収入及び当該市営住宅の立地条件，規模，建設時からの経過年数その他の事項に応じ，

かつ，近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。 

第１５条第１項に次のただし書きを加える。 

ただし，入居者が省令第８条各号のいずれかに該当する者であって，収入の申告をす

ること及び第３５条第１項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると 

市長が認めるものは，この限りでない。 

第１５条第２項中「前項に規定する」を「前項本文の規定による」に，「第８条」を

「第７条」に改め，同条第３項中「第１項」を「第１項本文」に，「に基づき」を「又は

省令第９条に規定する方法により収入の額を把握したときは」に改める。 

第１５条の２第１項第２号中「，近傍同種の住宅の」を削り，「について」を「におい



て」に改め，同項に次の１号を加える。 

(3) 第１４条第３項の規定により家賃が決定されている場合において収入の申告がなさ 

れたとき。 

第１７条第４項中「第３０条第３項」を「第３０条第４項」に改める。 

第１８条第２項中「第１６条各号」を「第１６条第１項各号」に改める。 

第２４条中「市営住宅を引き続き１５日以上使用しない」を「引き続き１５日以上市営

住宅に居住しない常況となる」に改める。 

第３０条第３項中「第１項」を「第１項及び前項」に改め，同項を同条第４項とし，同 

条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 市長は，第２８条第１項の規定により収入超過者と認定された入居者が第１５条第１

項ただし書に規定する者に該当すると認めるときは，第１４条第３項及び前２項の規定

にかかわらず，当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を，毎年度，政令第８条第２項に規

定する方法により，省令第９条に規定する方法により把握した当該入居者の収入を勘案

し，かつ，近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。 

第３２条第１項中「第１４条第１項及び第３０条第１項」を「第１４条第１項及び第３

項並びに第３０条第１項及び第３項」に改める。 

第３５条第１項中「第１４条第１項，第３０条第１項」を「第１４条第１項若しくは第

３項，第３０条第１項若しくは第３項」に，「第３０条第３項」を「第３０条第４項」に

改める。 

第３９条中「第１４条第１項，第３０条第１項」を「第１４条第１項若しくは第３項，

第３０条第１項若しくは第３項」に，「第１１条」を「第１２条」に改める。 

第４０条中「第１４条第１項，第３０条第１項」を「第１４条第１項若しくは第３項，

第３０条第１項若しくは第３項」に，「第１１条」を「第１２条」に改める。 

第４２条第１項第４号中「を使用しない」を「に居住しない常況にある」に改め，同条

第５項中「及び」を「又は」に改める。 

第５３条第１項中「第１４条第１項，第３０条第１項」を「第１４条第１項若しくは第

３項，第３０条第１項若しくは第３項」に改め，同条第３項中「第１４条第４項」を「第

１４条第５項」に，「「第１項」を「「第１項及び第３項」に改める。 



第５４条中「第１４条第１項，第３０条第１項」を「第１４条第１項若しくは第３項， 

第３０条第１項若しくは第３項」に，「第３０条第３項」を「第３０条第４項」に改め，

「敷金の減免若しくは徴収の猶予」の次に「，第２８条第１項若しくは第２項の規定によ

る収入超過者等の認定」を加える。 

第６１条第１項第４号中「を使用」を「に駐車場使用許可を受けた車両を駐車」に改め 

る。 

第６７条の２の見出しを削り，同条の前に見出しとして「（関係機関への意見照会）」

を付し，同条の次に次の１条を加える。 

第６７条の３ 市長は，市営住宅の入居者が第１５条第１項ただし書に規定する者に該当 

するかどうかについて，関係機関に照会することができる。 

附則第１１項中「第１１条」を「第１２条」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第１４条，第１５条，第１５条の２，第３０条，第３５条及び第６７条の３

の規定（これらの規定を岡山市営改良住宅条例（平成９年市条例第５３号）において準

用する場合を含む。）は，この条例の施行の日以後に行われる市営住宅の家賃決定につ

いて適用する。 

 

 

提案理由 

 市営住宅入居者で収入申告をすることが困難な事情にあると認められる入居者について

申告義務の緩和を行う等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ６ ８ 号 議 案 

   岡山市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例 

 岡山市特定公共賃貸住宅条例（平成８年市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

第２２条第１項第４号中「を使用しない」を「に居住しない常況にある」に改める。 

第３０条第１項第４号中「を使用」を「に駐車場使用許可を受けた車両を駐車」に改め 

る。 

附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 特定公共賃貸住宅の長期不使用による賃貸借契約解除の要件等を明確にするため，本条

例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ６ ９ 号 議 案 

   岡山市営改良住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市営改良住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市営改良住宅条例の一部を改正する条例 

 岡山市営改良住宅条例（平成９年市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「，第５条」を「，第５条（第１項第６号を除く。）」に，「同条例第 

６条」を「同条例第６条第１項」に改める。 

第５条第１項中「第５条第２号」を「第５条第１項第２号」に改める。 

第７条を次のように改める。 

（準用） 

第７条 第３条から前条までに定めるもののほか，改良住宅及び地区施設の管理について

は，市営住宅条例第７条（第３項を除く。），第１０条，第１１条，第１６条から第１

９条まで，第２０条（第２項を除く。），第２１条から第２７条まで，第２９条，第３ 

３条，第３４条第２項，第３５条，第３６条（第４項を除く。），第３７条から第４１

条まで，第４２条（第１項第７号及び第３項から第７項までを除く。），第４２条の２

（第１項第１号，第５項及び第６項を除く。），第６３条から第６７条まで，第６７条

の３並びに附則第１１項及び第１２項の規定を準用する。この場合において，第１７条

第１項中「第３１条第１項，第３６条第１項」とあるのは「第３６条第１項」と，同条

第４項中「第３０条第４項，第３２条第３項，第４２条第５項，第４２条の２第６項，

第４６条，第６１条第２項及び第６１条の２第２項」とあるのは「第３０条第４項」と，

第３４条第２項中「第２８条から前条まで」とあるのは「岡山市営改良住宅条例第６条

第１項」と，第３５条第１項中「，第３０条第１項若しくは第３項若しくは第３２条第



１項」とあるのは「若しくは第３０条第１項若しくは第３項」と，「第３０条第４項又

は第３２条第３項」とあるのは「第３０条第４項」と，「第２８条第１項若しくは第２

項」とあるのは「岡山市営改良住宅条例第６条第１項」と，「第３１条第１項の規定に

よる明渡しの請求，第３３条」とあるのは「第３３条」と，第３９条及び第４０条中 

「，第３０条第１項若しくは第３項又は第３２条第１項」とあるのは「又は第３０条第

１項若しくは第３項」と読み替えるものとする。 

第８条第２項中「第６７条の２」を「第６７条の３」に改める。 

附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 市営改良住宅入居者で収入申告をすることが困難な事情にあると認められる入居者につ

いて申告義務の緩和を行う等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ７ ０ 号 議 案 

   岡山市採石及び砂利採取関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

 岡山市採石及び砂利採取関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定す

るものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市採石及び砂利採取関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

 岡山市採石及び砂利採取関係事務手数料条例（平成１８年市条例第１１号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条第３号中「３７，７００円」を「３３，９００円」に改め，同条第４号中「１７，

０００円」を「１５，０００円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前になされた砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１６条の

規定による採取計画の認可の申請及び同法第２０条第１項の規定による採取計画の変更 

 の認可の申請に対する審査の手数料については，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 砂利採取法第１６条の規定による採取計画の認可の申請に対する審査等に関する手数料

の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 

 



甲 第 ７ １ 号 議 案 

   岡山市消防事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市消防事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市消防事務手数料条例の一部を改正する条例 

岡山市消防事務手数料条例（平成１２年市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

別表３の項（３）中「５３０，０００円」を「５７０，０００円」に改め，同項（４）

ア中「８３０，０００円」を「８８０，０００円」に改め，同イ中「１，０１０，０００

円」を「１，０７０，０００円」に改め，同ウ中「１，１２０，０００円」を「１，２０

０，０００円」に改め，同エ中「１，４２０，０００円」を「１，５２０，０００円」に

改め，同オ中「１，６６０，０００円」を「１，７８０，０００円」に改め，同カ中「３，

８８０，０００円」を「４，０７０，０００円」に改め，同キ中「５，１００，０００

円」を「５，３４０，０００円」に改め，同ク中「６，２９０，０００円」を「６，４９

０，０００円」に改め，同項（５）ア中「１，１３０，０００円」を「１，１８０，００

０円」に改め，同イ中「１，３４０，０００円」を「１，４１０，０００円」に改め，同

ウ中「１，５００，０００円」を「１，５８０，０００円」に改め，同エ中「１，８３０，

０００円」を「１，９４０，０００円」に改め，同オ中「２，１４０，０００円」を「２，

２６０，０００円」に改め，同カ中「４，３５０，０００円」を「４，５５０，０００

円」に改め，同キ中「５，５７０，０００円」を「５，８２０，０００円」に改め，同ク

中「６，７７０，０００円」を「７，０７０，０００円」に改め，同項（６）ア中「５，

７５０，０００円」を「５，９３０，０００円」に改め，同イ中「７，２５０，０００

円」を「７，４７０，０００円」に改め，同ウ中「１０，７００，０００円」を「１０，

９００，０００円」に改め，同表１５の項（３）ア中「４１０，０００円」を「４２０，



０００円」に改め，同イ中「５４０，０００円」を「５６０，０００円」に改め，同ウ中

「７００，０００円」を「７３０，０００円」に改め，同エ中「９２０，０００円」を

「９６０，０００円」に改め，同オ中「１，０４０，０００円」を「１，０９０，０００

円」に改め，同カ中「１，６００，０００円」を「１，６６０，０００円」に改め，同キ

中「１，８２０，０００円」を「１，９００，０００円」に改め，同ク中「２，０３０，

０００円」を「２，１２０，０００円」に改め，同項（４）ア中「４９０，０００円」を

「５３０，０００円」に改め，同イ中「６３０，０００円」を「６８０，０００円」に改

め，同ウ中「９９０，０００円」を「１，０３０，０００円」に改め，同エ中「１，３１

０，０００円」を「１，４１０，０００円」に改め，同オ中「１，７２０，０００円」を

「１，７８０，０００円」に改め，同カ中「３，３２０，０００円」を「３，４３０，０

００円」に改め，同キ中「４，０６０，０００円」を「４，１９０，０００円」に改め，

同ク中「４，６５０，０００円」を「４，８００，０００円」に改め，同項（５）ア中

「９，１００，０００円」を「９，３２０，０００円」に改め，同イ中「１２，４００，

０００円」を「１２，６００，０００円」に改め，同ウ中「１７，０００，０００円」を

「１７，３００，０００円」に改め，同表１７の項（１）ア中「３１０，０００円」を

「３２０，０００円」に改め，同イ中「４３０，０００円」を「４６０，０００円」に改

め，同ウ中「７２０，０００円」を「７５０，０００円」に改め，同エ中「９６０，００

０円」を「１，０２０，０００円」に改め，同オ中「１，２１０，０００円」を「１，３

００，０００円」に改め，同カ中「２，９５０，０００円」を「３，１５０，０００円」

に改め，同キ中「３，６２０，０００円」を「３，８７０，０００円」に改め，同ク中

「４，１７０，０００円」を「４，４６０，０００円」に改め，同項（２）ア中「２，６

６０，０００円」を「２，６９０，０００円」に改め，同イ中「３，１９０，０００円」

を「３，２３０，０００円」に改め，同ウ中「４，７９０，０００円」を「４，８３０，

０００円」に改め，同表中４６の項を４８の項とし，４５の項を４７の項とし，４４の項

を４６の項とし，同表４３の項中「１９，０００円」を「１７，０００円」に改め，同項

を同表４５の項とし，同表中４２の項を４４の項とし，４１の項を４３の項とし，同表４

０の項中「（平成９年政令第２０号）」を削り，同項を同表４２の項とし，同表３９の項

の次に次の２項を加える。 



４０ 高圧ガス保安法施

行令（平成９年政令第

２０号）第１８条第２

項第３号の規定に基づ

く高圧ガス保安法第４

４条第１項に規定する

容器検査又は同令第１

８条第２項第４号の規

定に基づく同法第４９

条第１項に規定する容

器再検査 

（１） 温度零下５０度以下の液化ガスを充てんするため

の容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器

の区分に応じ，それぞれ次に定める金額 

ア 内容積１，０００リットル以上の容器 １個につき

１６，０００円に１，０００リットル又は１，０００

リットルに満たない端数を増すごとに１，６００円を

加えた金額 

イ 内容積５００リットル以上１，０００リットル未満

の容器 １個につき１６，０００円 

ウ 内容積５００リットル未満の容器 １個につき６，

６００円 

（２） 繊維強化プラスチック複合容器又は圧縮天然ガス

自動車燃料装置用容器（（１）に規定する容器を除

く。）に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器

の区分に応じ，それぞれ次に定める金額 

ア 内容積１５０リットル以上の容器 １個につき３２

０円に１０リットル又は１０リットルに満たない端数

を増すごとに５７円を加えた金額 

イ 内容積３０リットル以上１５０リットル未満の容器

１個につき３２０円 

ウ 内容積５リットル以上３０リットル未満の容器 １

個につき２６０円 

エ 内容積１リットル以上５リットル未満の容器 １個

につき１６０円 

オ 内容積１リットル未満の容器 １個につき１５０円 

（３） 高強度鋼容器（（１）又は（２）に規定する容器

を除く。）に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる

容器の区分に応じ，それぞれ次に定める金額 



ア 内容積３０リットル以上の容器 １個につき２１０

円に１０リットル又は１０リットルに満たない端数を

増すごとに３円を加えた金額 

イ 内容積５リットル以上３０リットル未満の容器 １

個につき２１０円 

ウ 内容積１リットル以上５リットル未満の容器 １個

につき１６０円 

エ 内容積１リットル未満の容器 １個につき１４０円 

（４） その他の容器に係る容器検査又は容器再検査 次

に掲げる容器の区分に応じ，それぞれ次に定める金額 

ア 内容積１，０００リットル以上の容器 １個につき

７，１００円に１，０００リットル又は１，０００リ

ットルに満たない端数を増すごとに３８０円を加えた

金額 

イ 内容積５００リットル以上１，０００リットル未満

の容器 １個につき７，１００円 

ウ 内容積１５０リットル以上５００リットル未満の容

器 １個につき８００円 

エ 内容積３０リットル以上１５０リットル未満の容器

１個につき２１０円 

オ 内容積５リットル以上３０リットル未満の容器 １

個につき１７０円 

カ 内容積１リットル以上５リットル未満の容器 １個

につき１１０円 

キ 内容積１リットル未満の容器 １個につき８０円 

４１ 高圧ガス保安法施

行令第１８条第２項第

６号の規定に基づく高

（１） 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器，圧縮水素自

動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装

置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次



圧ガス保安法第４９条

の２第１項に規定する

附属品検査又は同令第

１８条第２項第７号の

規定に基づく同法第４

９条の４第１項に規定

する附属品再検査 

に掲げる容器の区分に応じ，それぞれ次に定める金額 

ア 内容積１５０リットル以上の容器 １個につき３１

円 

イ 内容積１５０リットル未満の容器 １個につき２４

円 

（２） その他の容器に装置される附属品に係る附属品検

査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ，そ

れぞれ次に定める金額 

ア 内容積１，０００リットル以上の容器 １個につき

１，１００円 

イ 内容積５００リットル以上１，０００リットル未満

の容器 １個につき５４０円 

ウ 内容積５００リットル未満の容器 １個につき２１

円 

附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行し，改正後の岡山市消防事務手数料条例の規

定は，同日以後の申請に係るものについて適用する。 

 

 

提案理由 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による高圧ガス保安法の一部改正等に伴い，高圧ガス保安法による容器検査

の手数料の額を定める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ７ ２ 号 議 案 

   岡山市教育相談室条例の制定について 

 岡山市教育相談室条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市教育相談室条例 

 （設置） 

第１条 幼児（市内に在住する小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。）

及び児童生徒（市内に在住する学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１８条に規定

する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。）並びにそれらの保護者並びに市立の小

学校，中学校及び高等学校に勤務する教職員に対して，不登校，いじめ等に関する教育

相談を実施するため，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１

６２号）第３０条の規定に基づき，岡山市教育相談室（以下「相談室」という。）を設

置する。 

 （名称及び設置場所） 

第２条 相談室の名称及び設置場所は，次のとおりとする。 

名 称 設 置 場 所 

岡山市教育相談室 岡山市中区国富三丁目９番１２号 

（事業） 

第３条 相談室は，第１条の目的を達成するため，次に掲げる事業を行う。 

(1) 不登校，いじめ等に関し児童生徒及びその保護者並びに教職員の教育相談に応じる

こと。 

(2) 不登校の児童生徒の集団への適応性を高めるため，指導及び助言を行うこと。 

(3) 不登校，いじめ等に関する教育相談についての調査及び研究を行うこと。 



(4) 学校及び関係機関との連携に関すること。 

(5) 幼児及び児童生徒の発達に関する相談及び検査に関すること。 

(6) その他幼児及び児童生徒の健全育成に関すること。 

（職員） 

第４条 相談室に室長を置き，心理判定員，教育相談員その他の必要な職員を置くことが

できる。 

（委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は，教育委員会規則で定める。 

   附 則 

 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

岡山市教育相談室を設置するため，本条例を制定しようとするものである。 



甲 第 ７ ３ 号 議 案 

   岡山市適応指導教室条例の制定について 

 岡山市適応指導教室条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市適応指導教室条例 

 （設置） 

第１条 学校生活に適応できず，不登校又は不登校傾向にある児童生徒（市内に在住する

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１８条に規定する学齢児童及び学齢生徒をい

う。以下同じ。）に対して，学校に復帰するための指導，支援等を行うことにより，児

童生徒の自立及び学校生活への適応を図るため，地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和３１年法律第１６２号）第３０条の規定に基づき，岡山市適応指導教室（以

下「適応指導教室」という。）を設置する。 

（名称及び設置場所） 

第２条 適応指導教室の名称及び設置場所は，次のとおりとする。 

名 称 設 置 場 所 

トラングル一宮 岡山市北区一宮８５５番地２ 

ラポート牧山 岡山市北区中牧４５７番地 

あおぞら操山 岡山市中区国富三丁目９番１２号 

すまいる瀬戸 岡山市東区瀬戸町下１４６番地１ 

南部適応指導教室 岡山市南区市場一丁目１番地 

（事業） 

第３条 適応指導教室は，第１条の目的を達成するため，次に掲げる事業を行う。 

(1) 児童生徒及びその保護者の教育相談に応じること。 



(2) 児童生徒に対して学習指導，生活指導，体験活動等を行うこと。 

(3) 児童生徒に関する調査及び研究を行うこと。 

(4) 学校及び関係機関との連携に関すること。 

(5) その他児童生徒が学校に復帰するために必要であると岡山市教育委員会（以下「教

育委員会」という。）が認めること。 

（指導，支援等） 

第４条 適応指導教室における指導，支援等は，児童生徒及びその保護者が指導，支援等

を受けることを希望し，教育委員会が指導，支援等を行うことが効果的であると認める

場合に当該児童生徒に対して行うものとする。 

（職員） 

第５条 適応指導教室に室長を置き，心理判定員，指導員その他の必要な職員を置くこと

ができる。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は，教育委員会規則で定める。 

   附 則 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 岡山市適応指導教室を設置するため，本条例を制定しようとするものである。 



甲 第 ７ ４ 号 議 案 

   岡山市特別支援連携協議会設置条例の制定について 

 岡山市特別支援連携協議会設置条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市特別支援連携協議会設置条例 

（設置） 

第１条 本市における特別支援教育の推進に係る企画及び施策について審議を行う等のた

め，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき，岡

山市特別支援連携協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は，岡山市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の諮問に応じて， 

次に掲げる事項について審議する。 

 (1) 特別支援教育の推進に係る企画及び施策 

(2) その他特別支援教育に関する事業及び施策 

（組織） 

第３条 協議会は，委員２０人以内で組織する。 

（委員） 

第４条 委員は，医師，学識経験者，関係行政機関の職員，関係福祉機関の職員，関係教 

育機関の職員その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。 

２ 委員の任期は，２年とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は， 

前任者の残任期間とする。 

３ 委員は，再任されることができる。 

４ 委員の任期が満了したときは，当該委員は，後任者が委嘱されるまで引き続きその職 



務を行うものとする。 

５ 委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。  

（会長等） 

第５条 協議会に，会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は，協議会を代表し，会務を総理する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，その職務 

を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は，会長が必要に応じて招集し，会長が議長となる。 

２ 協議会の会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 協議会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決 

するところによる。 

４ 協議会は，必要に応じ，会議に関係者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができ 

る。  

（担当者連絡部会） 

第７条 協議会は，第２条に規定する所掌事務の一部について調査審議させるため，必要 

に応じて，協議会に担当者連絡部会（以下「部会」という。）を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は，会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き，会長がこれを指名する。 

４ 部会長は，部会の事務を総理する。 

５ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは，あらかじめ部会長が指名する委 

員がその職務を代理する。 

６ 協議会は，部会の決議をもって協議会の決議とすることができる。 

７ 前条の規定は，部会について準用する。この場合において，同条中「会長」とあるの 

は，「部会長」と読み替えるものとする。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は会長が協議会に 



諮って定め，その他必要な事項については教育委員会が別に定める。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 岡山市特別支援連携協議会を設置するため，本条例を制定しようとするものである。 

 



甲 第 ７ ５ 号 議 案 

   西川アイプラザ条例の一部を改正する条例の制定について 

 西川アイプラザ条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   西川アイプラザ条例の一部を改正する条例 

 西川アイプラザ条例（平成４年市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「，展示コーナー及び」を「又は」に改める。 

 第６条第１項中「別表第１」を「別表」に改める。 

 第１２条を削り，第１３条を第１２条とする。 

 別表第２を削る。 

 別表第１第１号の表展示コーナーの項を削り，別表第１を別表とする。 

   附 則 

 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。  

 

 

提案理由 

 西川アイプラザの展示コーナー及び喫茶施設を廃止するため，本条例の一部を改正しよ

うとするものである。 



甲 第 ７ ６ 号 議 案 

   岡山市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

 岡山市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条

例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を 

改正する条例 

 岡山市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例（平成２０年市条例

第１１６号）の一部を次のように改正する。 

 題名中「岡山市長」を「岡山市の議会の議員及び長」に改める。 

 第１条中「岡山市長」を「岡山市議会の議員（以下「議員」という。）及び岡山市長

（以下「市長」という。）」に改める。 

第２条中「岡山市長」を「議員及び市長」に改める。 

附則第２項中「岡山市長」を「市長」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成３１年３月１日から施行する。 

２ 改正後の岡山市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関

する条例の規定は，この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。 

 

提案理由 

 公職選挙法の一部改正に伴い，議会の議員の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営

を実施するため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ７ ７ 号 議 案 

   岡山市監査委員条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市監査委員条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

     岡山市監査委員条例の一部を改正する条例 

 岡山市監査委員条例（昭和３９年市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「第１９６条第１項」を「第１９６条第６項」に改める。 

   附 則 

 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 地方自治法の一部改正に伴い，所要の措置を講ずるため，本条例の一部を改正しようと

するものである。 



甲 第 １０８ 号 議 案 

   岡山市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年 ３ 月 １ 日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例 

 （岡山市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第１条 岡山市職員退職手当支給条例（昭和６１年市条例第５２号）の一部を次のように

改正する。 

  第７条第５項中「，職員以外の地方公務員」の次に「（職員が引き続いて職員以外の

地方公務員となつた場合において，その者の職員としての勤続期間を，当該職員以外の

地方公務員の属する地方公共団体の退職手当に関する規程又は特定地方独立行政法人

（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第２項に規定する特定地方

独立行政法人をいう。以下同じ。）の退職手当の支給の基準（同法第４８条第２項又は

第５１条第２項に規定する基準をいう。以下同じ。）により，当該職員以外の地方公務

員の勤続期間に通算することとしている地方公共団体又は特定地方独立行政法人の職員

以外の地方公務員に限る。以下同じ。）」を加え，「（地方独立行政法人法（平成１５

年法律第１１８号）第２条第２項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同

じ。）」及び「（同法第４８条第２項又は第５１条第２項に規定する基準をいう。以下

同じ。）」を削り，同項第２号中「第５５条」を「第８条第１項第５号」に改める。 

  附則第３項中「１００分の８７」を「１００分の８３．７」に改める。 

 （岡山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 岡山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（平成１８年市条例第７号）

の一部を次のように改正する。 



  附則第２項中「１００分の８７」を「１００分の８３．７」に，「１０４分の８７」

を「１０４分の８３．７」に改める。 

第３条 岡山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（平成２０年市条例第８号）

の一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「１００分の８７」を「１００分の８３．７」に，「１０４分の８７」

を「１０４分の８３．７」に改める。 

   附 則 

 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 国家公務員退職手当法の一部改正に準じて，本市においても退職手当の支給水準を引き

下げる等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 １０９ 号 議 案 

   岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年 ３ 月 １ 日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

岡山市国民健康保険条例（昭和３６年市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「岡山市国民健康保険運営協議会」を「法第１１条第２項の規定に基づき本市

の国民健康保険事業の運営に関する協議会として設置する岡山市国民健康保険運営協議

会」に改める。 

第９条の２中「国民健康保険の被保険者である世帯主及びその」を「世帯主の」に， 

「第２９条の７第１項」を「第２９条の７第１項第１号」に，「同項に規定する後期高齢

者支援金等賦課額」を「法施行令第２９条の７第１項第２号に規定する後期高齢者支援金

等賦課額」に，「同項に規定する介護納付金賦課被保険者」を「法施行令第２９条の７第

１項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者」に，「同項に規定する介護納付金賦課

額」を「法施行令第２９条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課額」に改める。 

第９条の３第１号及び第２号を次のように改める。 

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 療養の給付に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）の額から当該給付 

に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費，入院時生活 

療養費，保険外併用療養費，療養費，訪問看護療養費，特別療養費，移送費，高額 

療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用（一般被保険者に係るものに限 

る。）の額 

 イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７ 



５条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。） 

の納付に要する費用（岡山県（以下「県」という。）が行う国民健康保険の一般被 

保険者に係るものに限り，県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高 

齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」と 

いう。），高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援 

金等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金 

（以下「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）の額 

 ウ 法第８１条の２第４項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額 

 エ 法第８１条の２第９項第２号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要す 

る費用の額 

  オ 保健事業に要する費用の額 

 カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する費用 

を除く。）の額（退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付 

に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費，入院時生活 

療養費，保険外併用療養費，療養費，訪問看護療養費，特別療養費，移送費，高額 

療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに県が行う国民健康保 

険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民 

健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援 

金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）及び退職被保険 

者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。） 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

 ア 法第７４条の規定による補助金の額 

 イ 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受け 

る補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関 

する特別会計において負担する後期高齢者支援金等，病床転換支援金等及び介護納 

付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同じ。）に係る 

ものを除く。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費 

納付金の納付に要する費用に係るものを除く。）の額 



ウ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金（エにおいて「国民健 

康保険保険給付費等交付金」という。）（退職被保険者等の療養の給付等に要する 

費用（法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７０条第１項に規定する療 

養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。）に係るものを除く。）の額 

 エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する費用 

を除く。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた法第７ 

２条の３第１項の規定による繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金（退職被 

保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。）を除く。）の額 

 第１２条第１項第２号中「初日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」に改め, 

「一般被保険者の数」の次に「等を勘案して算定した数」を加え，同項第３号ア中「初

日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」に改め，「世帯の数」の次に「等を勘

案して算定した数」を加える。 

 第１２条の６中「５４０，０００円」を「５８０，０００円」に改める。 

第１２条の７第１号及び第２号を次のように改める。 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保 

険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納 

付に要する費用に係る部分であつて，県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るも 

のに限る。次号において同じ。） 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受け 

る補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）及 

び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要 

する費用に係るものに限る。）の額 

 イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要す 

る費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた 

法第７２条の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

 第１２条の１０第１項第２号中「初日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」 

に改め，「一般被保険者の数」の次に「等を勘案して算定した数」を加え，同項第３号ア 



中「初日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」に改め，「属する世帯の数」の

次に「等を勘案して算定した数」を加える。 

第１２条の１６第１号及び第２号を次のように改める。 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保 

険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に 

限る。次号において同じ。） 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

 ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受け 

る補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）及 

び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要 

する費用に係るものに限る。）の額 

 イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要す 

る費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた 

法第７２条の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

 第１２条の１９第１項第２号中「初日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」

に改め，「介護納付金賦課被保険者の数」の次に「等を勘案して算定した数」を加え，同

項第３号中「初日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」に改め，「世帯の数」

の次に「等を勘案して算定した数」を加える。 

 第１６条第１項中「５４０，０００円」を「５８０，０００円」に改め，同項第２号中

「２７０，０００円」を「２７５，０００円」に改め，同項第３号中「４９０，０００ 

円」を「５００，０００円」に改め，同条第３項及び第４項中「５４０，０００円」を 

「５８０，０００円」に改める。 

第２３条の２第２項中「届出は」を「届出に当たり」に，「を提示して行わなければな

らない」を「の提示を求められた場合においては，これを提示しなければならない」に改

める。  

   附 則 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の岡山市国民健康保険条例の規定は，平成３０年度以後の年度分の保険料につ



いて適用し，平成２９年度以前の年度分の保険料については，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 国民健康保険法及び国民健康保険法施行令の一部改正に伴い，国民健康保険料の基礎賦

課総額，後期高齢者支援金等賦課総額及び介護納付金賦課総額の算定の基準額並びに基礎

賦課限度額及び保険料軽減判定所得の額等を改めるため，本条例の一部を改正しようとす

るものである。 



甲 第 １１０ 号 議 案 

岡山市病院及び診療所の人員及び施設等に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の制定について 

岡山市病院及び診療所の人員及び施設等に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例を次のように制定するものとする。 

平成３０年 ３ 月 １ 日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市病院及び診療所の人員及び施設等に関する基準を定める条例の一部を 

改正する条例 

岡山市病院及び診療所の人員及び施設等に関する基準を定める条例（平成２８年市条例

第１４号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「及び第２１条第１項」を「並びに第２１条第１項及び第２項」に改める。 

本則に次の２条を加える。 

（療養病床を有する診療所の人員の基準） 

第５条 法第２１条第２項に規定する人員の基準は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が４又はその端数を増す

ごとに１ 

(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が４又はその端数を増すごとに１ 

(3) 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数 

２ 第３条第２項の規定は，前項の基準について準用する。 

（療養病床を有する診療所の施設等の基準） 

第６条 法第２１条第２項に規定する施設及びその構造設備の基準については，第４条第

２号から第４号までの規定を準用する。 

附則第２項中「。以下この条」を「。以下この項及び次項」に，「（以下この条」を 



「（以下この項」に改める。 

附則中第３項を第５項とし，第２項の次に次の２項を加える。 

３ 療養病床を有する診療所であって，平成２４年４月１日において現に，特定介護療養

型医療施設又は看護師等の員数が第５条第１項第１号及び第２号に掲げる数に満たない

診療所（以下この項において「特定診療所」という。）であるものの開設者が，同年６

月３０日までの間に，特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを

市長に届け出た場合には，当該診療所の看護師等の員数の基準は，平成３０年３月３１

日までの間は，同項第１号及び第２号の規定にかかわらず，次のとおりとする。 

(1) 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が６又はその端数を増す

ごとに１ 

(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が６又はその端数を増すごとに１ 

４ 法第２１条第２項に規定する人員の基準は，当分の間，第５条第１項の規定にかかわ

らず，次のとおりとする。 

(1) 看護師，准看護師及び看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が２又はそ

の端数を増すごとに１。ただし，そのうちの１については，看護師又は准看護師とす

る。 

(2) 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

地方自治法施行令及び医療法施行令の一部改正に伴い，診療所の人員及び施設等の基準

について定めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 


